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医師の心得
１．私たちは、皆さまの
健康状態をよくお聞きします。

２．私たちは、皆さまに
最善の医療を提供できるよう心がけます。

３．私たちは、皆さまに
医療内容をよく説明し、一緒に医療を行います。

４．私たちは、皆さまの
「知る権利」･「知りたくない権利」を大切にします。

５．私たちは、皆さまの
健康維持と医療の質の向上に尽くします。

社団法人 宮崎県医師会

〔表紙作品‥写真〕

晩秋の山雨

11月の終り，京都の美山町（茅葺の里）に旅した時

の一枚です。帰る時に千メートル程の山道で，散り

かけた紅葉が霧雨にけむり，素敵な風景に遭遇しま

した。思わず傘をさしてシャッターを切りました。

日向市 渡
わた

邊
なべ

命
みょう

平
へい

（平成14年３月12日制定）
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会長のページ

レセプト交換による支払基金支部間審査差異
の調査結果について

稲
いな

倉
くら

正
まさ

孝
たか

国保・社保の審査について，都道府県国保連合会及び支
払基金支部間で大きな差があること，審査基準が統一され
ていないこと等が指摘されてきた。これまで，このような
指摘に対して説明できるような資料がなかった。これらの
差異の原因を明らかにするため，支部間でレセプトを交換
して，同一のレセプトを複数の支部で審査した結果が支払
基金より公表された。
調査対象として，原審査査定点数率が高い福岡支部と低

い山口支部を選び，レセプトを交換し双方の支部において
審査事務及び審査を実施した。第三者の立場として，千葉
支部にて福岡支部と山口支部のレセプトの事務審査及び審

査を実施した。両支部とも原審査査定点数率が高い保険医療機関を対象とし，その
数は山口支部が20，福岡支部が14であった。対象レセプトは平成21年８月診療分の
各々8,700枚，合計17,400枚で，山口，福岡両支部は相互交換で，千葉支部は両支部
のレセプトの事務審査及び審査を実施した。審査を行ったのは，各支部とも主に主
任審査員であった。
対象支部の審査概況をみてみると，山口支部，福岡支部，千葉支部及び全国の平
成21年８月診療分全体の審査実績は，査定件数率で0.454％，1.596％，0.777％及び
0.962％，査定点数率で0.079％，0.283％，0.185％及び0.197％であった。支部の審
査実績でみると，山口支部と福岡支部では査定件数率で3.5倍，査定点数率で3.6倍
の差があった。
レセプト交換にて，山口支部の保険医療機関を福岡支部で審査した場合，福岡支
部の方が山口支部より査定件数率で7.6倍，査定点数率で8.2倍高かった。福岡支部
の保険医療機関を山口支部で審査した場合，福岡支部の方が山口支部より査定件数
率で1.1倍，査定点数率で2.0倍高かった。千葉支部が山口支部の保険医療機関を審
査した場合，査定件数率で4.0倍，査定点数率で2.5倍千葉支部の方が山口支部より
高かった。千葉支部が福岡支部の保険医療機関を審査した場合，査定件数率は1.0倍
と差はなく，査定点数率は福岡支部の方が千葉支部より3.1倍高かった。
支払基金支部間でレセプトを交換して相互に審査を行うという調査は，今回が初
めての試みである。報告書にも記載されている通り，調査対象レセプト数が取扱件
数と比較して極端に少なく，かつ全診療科を網羅したものでない。支部間で査定件
数率，査定点数率の相違はあるが，平成21年８月診療分の全国平均では，レセプト
件数の99.038％，請求点数の99.803％が査定されていないという事実を十分認識す
る必要がある。支部間で査定に相違が生じている事項については，レセプトの平均
点数の差，算定ルールの解釈の差，支部取扱事項の差等更なる分析が必要である。
審査委員会相互の一層の情報交換，簡潔明瞭な保険診療ルールの確立及び普及が重
要である。全国共通の審査基準を急ぐあまり，査定率の都道府県間，支部間差異が
強調され過ぎて，レセプト審査に対する不信感を助長してはならない。

（平成22年11月１日）
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特養等入居者に係る医療行為について（その２）

常任理事 立
たつ

元
もと

祐
すけ

保
やす

日州医談

標記の問題については本誌10月号（N o.734号）

にて詳しく述べたところであるが，その後の経

過を報告する。

この議論は，去る６月，県国保・援護課から

特養の配置医師宛に１通の通知が発せられたこ

とに始まる。その内容は下のとおりであった。

②施設内（特別養護老人ホーム等）に配置し

ている職員が行った医療行為については，

算定できません。したがって，点滴注射

等（手技料，薬剤料）の算定はできません。

③医療機関（自院）の看護師等が医師の指示

により単独で施設に赴き，点滴注射等を

行った場合でも，手技料はもちろん薬剤

料も算定できません。

この通知の真意はともかく，これを見て多く

の嘱託医は「国は特養等における点滴を禁止する

方向にある。特養において医療をこれまで通り

続けることは難しい」と感じ，沢山の不安の声が

寄せられている。このままでは嘱託医の辞退が

起こりかねない。県は，医療を制限する立場で

はないはずである。むしろ安心して医療が受け

られることを保障しなければならない。しかし，

この通知がある限り嘱託医は萎縮せざるを得

ない。

特養には重病や医療ニーズの高い利用者が多

数いる。入院が必要でも受け入れてもらえない

のが現状だ。中には高価な抗生剤を点滴しなけ

ればならない入居者もいる。しかし，この通知

を根拠に査定されるかもしれないと思えば，必

要な点滴も行えない。

この通知は以下の点で間違っていると考えら

れる。①特養で点滴する方が経済的にも理にか

なっている。この通知を順守すれば，点滴の必

要な入居者は医療施設に連れて行き点滴するこ

とになる。それには外来受診か入院が必要であ

る。点滴を特養の施設内で行えば再診料も算定

できないが外来なら再診料算定の対象になる，

様々の検査を受ければもっと費用がかかる，入

院になればさらに経費がかかる。すなわち，施

設内で嘱託医が行うことが最も経済的である。

特養での点滴を躊躇する間に病状が悪化し，入

院を余儀なくされ，さらに高額の医療費がかか

ることもある。②九州の各県医師会の協議会で

この問題を話し合ったところ，宮崎県以外でこ

のような通知を出している県は他になかった。

熊本県では，「薬剤料のみ算定可」と県当局から

医師会に回答されているとのことであった。③

日本医師会を通じて，厚労省医療課に問い合わ

せたところ，たとえば医師が往診し３日分の薬

剤を置いてくればその分の薬剤料は算定可であ

るとの回答であった。

経済的観点，九州各県の対応，厚労省の回答，

いずれを見ても，宮崎県の通知は不合理と思わ

れる。少なくとも薬剤料だけは算定できるはず

である。

11月16日に県医師会と県福祉部局との懇談会

が行われる。この場に於いて改善を求める予定

である。
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医療事故調査委員会と無過失補償制度

常任理事 濱
はま

田
だ

政
まさ

雄
お

日州医談

診療関連死における医療訴訟は，患者救命に

尽力する医師にとっては非常に残念で，またそ

の結果によっては医師生命までも奪われかねな

い重大な問題である。無責との司法判断が下さ

れても，結果が出るまでに費やされる膨大な労

力と時間は当該者に対して専門性の生活設計変

更を余儀なくする場合もある。死因を究明した

い・原因を知りたいとの一念で訴訟に至るケー

スは，医療事故調査委員会による死因究明制度

の確立と遺族に対する無過失補償制度の導入に

より，“重大な過失”以外の訴訟はなくなること

が期待される。新研修医制度の開始に伴い，宮

崎県全体の新規医師の定着数の減少があるが，

産婦人科においては，救命救急医と同様に緊急

対応が多くかつ医療訴訟も多いことも大きな原

因のひとつといえる。その意味で，救急の場で

亡くなった遺族に対して公的委員会での死因究

明があれば，医療訴訟要因が減ることが期待さ

れ，医師にとっても望まれる。“分娩する所がな

くなる”は，誇大表現でなく，もはや現実の問題

である。産科医療の安全神話はまさに崩壊の一

歩手前に来ていると言って過言ではない。産科

医師確保は周産期医療の体制維持に絶対必要不

可欠なものである。救急医療関係の全ての医療

は，福島大野病院事件で見られた多くの課題を

抱えて崩壊の岐路にある。その点で医療関連死

に対する死因究明制度と無過失補償制度の確立

には大きな期待がかかる。前政権の自民党政府

下での厚生労働省提案の“医療安全調査委員会設

置法案大綱案および医療の安全確保に向けた医

療事故による死亡の原因究明，再発防止等の在

り方に関する試案―第三次試案”は，医療版事故

調査委員会的側面を示していたが，政権交代と

ともに廃案状態となっている。第三次試案で最

も問題視された調査委員会から捜査機関への通

知対象となっている“重大な過失”の条件を大綱

案では，福島大野病院事件の判決文で用いられ

た“標準的な医療から著しく逸脱した医療行為に

よるもの”と解釈について注釈を加えて，より明

確にした。この福島大野病院判決文での明文化

は専門医療の治療の標準化を要求している。そ

のことにより疾病ごとの治療ガイドライン作成

と研修システムの確立がこれまで以上に重要と

なった。

しかしながら，医師法21条問題である異状死

に対しての警察の関与はこの大綱案でも解決し

ていない。基本的に警察は，医療者の責任追及

を念頭に置いていると言える。厚生労働省にお

いても医療安全調査委員会設置では法務省との

論議で医師側であるかの対応をしているが，先

日の厚生労働省の政策コンテストの提言では，

保険請求不正に関してではあるものの厚生労働

省保険審査担当官に警察官僚を入れることで医

療者に抑圧がかかることは意味があるとしてい

る。明らかに医師性悪説に基づいて警察官僚の

厚労省への移入を図っていることは，医師に対

して官僚的管理意識があることを示しており覆

い隠しようがない。大綱案に従えば，医療施設

日 州 医 事 平成22年11月第735号 5



の長が医療関連死を医療安全調査委員会に届け

れば，警察の刑事介入はないと解釈されるが，

大綱案の文章に記載はなく暗黙の了解としてい

るにすぎない。一応，日本医師会の医療安全担

当理事は，遺族が警察に告訴したとしても医療

安全調査委員会による専門的判断を尊重すると

いう厚生労働省と法務省との協議による擦り合

わせで起訴はされないとしているが，文書化は

されていない。また，刑事局は遺族が刑事処分

を求めて告訴した場合にはその権利を封ずるこ

とはできず，委員会報告を待つように指導はで

きるが，最終的に捜査は開始せざるを得ないと

している。一方，医療安全調査委員会に対して

の診療経過報告は診療関連死の正しい死因究明

と再発防止を目的としているため，不利と思え

る部分も含めて十分な資料の提供を行うことが

建前であり，その意味からもこの資料は裁判に

使用されるべきではない。医療者に不利益をも

たらす事実をも詳細に述べる環境を作ることが，

原因究明と再発防止に役立つと言えるからであ

る。また，最善・最良の対応のみが緊急の医療

現場で要求されることになれば，逆に医療過誤

を恐れて萎縮医療に向かい医療は退歩する。残

念ながら今の時点では，この調査委員会に対す

る協力には，免責特権が生まれる訳ではなく，

況してや委員会報告が再発防止のみを目論み刑

事訴追には使われぬことが保証されている訳で

もない。実際にこの医療事故調査委員会報告は，

一応は結果のみの報告で資料の提供はなされな

いとなってはいるが，捜査機関に提供されると

されている。しかしながら，最終的に検察審議

会による強制起訴となった場合には，証拠採用

する権利は検事役の弁護士にかかっており，そ

の資料全てが医療関連死の遺族に手渡される可

能性は高い。医療関連死はマスコミの関心を呼

びやすく，検察審議会委員の感情は医療関連死

遺族に向きやすいことを考えると，医療事故関

連は強制起訴の対象になりやすいともいえる。

その意味からも，医療事故調査委員会は原因究

明と再発防止に特化し，けっして責任追及の場

としてはならない。そうでなければ，産科医，

救命救急医をはじめとする緊急医療の分野から

医療崩壊は一層すすむものと考えられる。

その意味からは，昨年始動した，産科医療補

償制度は不十分な点はあるものの５年ごとの改

訂を踏んで行くことでの熟成で医療側，患者側

ともに満足しうる制度に変わって行くことが期

待できる。この産科医療補償制度は，周産期事

故で脳性麻痺となった児の補償を民間保険の利

用で行うものである。対象は周産期発生の脳性

麻痺児に限定されてはいるが，医療事故に起因

しない麻痺児の家族が経済的に支援され，原因

分析委員会を通して脳性麻痺の原因を示される

ことになり，目論み通りに機能してゆけば訴訟

は減ずると思われる。生まれて半年から５年ま

でに小児神経内科医に診断された脳性麻痺児が

対象となるが，20年間で3,000万円の補償が十分

かは異論が多いところである。年間３億円の掛

け金の補償金残金の使途は，補償金額の増額，

産科医療補償掛け金３万円の減額，若しくはす

べての脳性麻痺児へと対象を広げるかの三択が

考えられている。いずれにしても，成否は脳性

麻痺に対する原因分析委員会の報告の信頼性に

かかっている。この産科医療補償制度がうまく

機能すれば，普遍的な形で，無過失補償制度へ

とつなぐことができ，医療への信頼も回復し，

無意味な訴訟が減少すると期待できる。
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就任挨拶

宮崎大学医学部教授就任挨拶

地域医療学講座教授 長
なが

田
た

直
なお

人
と

当講座に巡り合うまで
1974年７月，私は宮崎医科

大学第１期生として医学科に
入学しました。24才でした。
三重県四日市生まれで名古屋
大学農学部を卒業し，医師を
目指し宮崎県に来ました。あ
れから36年が過ぎ，現在いろ

いろな分野で１期生は頑張っています。
私は医学部卒業後，大学に18年間在籍し，そ
の後県立日南病院麻酔科・集中治療室で救急・
重症患者を12年間診てきました。
そして2010年７月，県の寄附講座である宮崎

大学医学部地域医療学講座に赴任しました。
赴任前，地域医療学講座の開設に奔走してい
た自治医大卒の医師から，講座のまとめ役の話
がありました。しかし地域医療という言葉の意
味が難しく，何をするかわからず戸惑いました。
その後，彼以外に３名の自治医大卒の医師が集
まった会合で「２年の研修の後へき地に一人で
派遣され，自分の力が及ばず患者さんに迷惑を
かけた」という話を聞きました。これを機に彼
らは今ドクヘリや小児救急で腕を磨いています。
この話を聞き，自分に役に立つことがあれば
と考え，引き受ける決意をしました。
地域医療について感じること
各県の地域医療学講座について調べた結果，
各々が抱える医療問題に応じて活動も様々です。
では，宮崎県の問題は何か。
地域の医師不足と救急医療でしょう。
宮崎大学は初期研修医制度の前から，すでに
卒業生の20％程度しか県内に残らず慢性的な医
師不足でした。さらに現在医師の高齢化が進ん
でいます。特に，自治体病院での医師不足は宮
崎大学の各臓器別診療科の医師不足に起因し，
初期研修医制度で医療に対する意識の変化が研
修医に生じた結果と推測します。医師不足は臓
器別診療医だけでなく，患者さんを総合的に診

察できた医師にも及んでいます。
地域の医師不足解消を目指して
現在当講座では，地域医療に携わる先生をお
迎えし医学部生に講義をしていただいたり，意
見交換をしたりする場を設けて学生の頃から地
域医療について考えを深めてもらおうと取組ん
でいます。
加えて，臨床実習の一環として地域医療に必
要な気管挿管操作や CPR をシミュレーターを用
いて行っています。今後，人工呼吸管理の講義・
実習を定期的に行う予定です。
また地域でしか診ることのない病態と治療に
ついての情報を，W eb会議システムを利用し学
生に提供しようと計画中です。
研修医に対しては，総合的な視点で患者さん
を診ることができる医師に育っていただくこと
を願っています。後期研修の３～５年で，初期
研修で不十分だった領域または将来選択する臓
器別診療で対応しない領域を習得できるよう，
学外の研修病院へ医局員が出向きサポートしま
す。以前から後期研修に取組まれていた各病院
の方々と協力し，総合的な視野で診察・治療で
き，患者さんを臓器別診療科に預けるべきかを
判断できる医師を育成したいと考えています。
救急医療の充実
現在の宮崎県では救急医療の充実なしに地域
医療は語れません。
宮崎大学にドクヘリが導入される予定で，広
域救急医療体制が実現可能な状況です。
大学に，地域に根ざした救急救命センターが
設置されるよう協力させていただきます。
最後に
寄附講座のため予算措置から考えて，４年間
で一区切りになります。この短期間で，少しで
も県民の皆さんに役に立つことを実現していき
たいと思います。今後とも，よろしくお願いし
ます。
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介護保険の主治医意見書の
記載についての私見とお願い

宮崎市 辰元病院 川
かわ

崎
さき

渉
しょう

一
いち

郎
ろう

寄 稿

はじめに

現在，私は宮崎市郡の介護保険審査委員を仰

せつかっておりまして，通常業務の他にたくさ

んの審査資料を見るのに毎週かなりの時間を取

られております。

主治医意見書を拝見しますと，それを見ただ

けで申請者の全体像や不自由さが掴める，判り

やすい内容の例もありますが，中には，申請者

が日常生活で，どのような事柄にどの程度不自

由しているのか，判別しにくい例も多々ありま

す。本誌の平成22年５月号（第729号）でも，県医

師会介護保険委員会によるアンケート結果の報

告の中で，主治医意見書についての問題点が指

摘されていました。そこで，私が日々気付いた

事柄の一端を申し述べ，何がしかは改善のお役

に立つのではと思い投稿致しました。

１）介護保険での主治医意見書の意義

まず第一に，介護保険での主治医意見書は，

診断や治療のために供する医学的診断書とは

目的が異なる，ということをご理解下さい。

介護保険での主治医意見書では，申請者が，

日常生活の中で，どのような事柄にどの程度

不自由し，どのようなケアを必要としている

のか，を記載して頂くことが一番重要になり

ます。そのため，日常生活動作に不自由する

原因になっている疾患名を第一番に記載して

頂き，それに対応する自覚的・他覚的所見と

日常生活での不自由さの程度を記載して頂く

ことが主眼となりましょう。

２）診断名の項の記載について

膝・腰痛，下肢の衰えなどで日常生活動作

が不自由，あるいは人手を要する，ケアを要

するのであれば，それに対応する疾患名を第

一番に，認知症で日常生活動作を一人で遂行

出来ない，あるいは手助けを要するのであれ

ば認知症を第一番に記載して頂くことが肝要

かと思います。アルツハイマー型認知症か脳

血管性認知症，あるいは混合型認知症，はっ

きり判らない場合には老年期認知症でも結構

だと思います。最近は，レビー小体型認知症

や前頭側頭葉変性症などの分類もありますが，

この様な例では神経放射線データがあれば特

記事項に記載して頂くと助かります。医学的

に重要な疾患（悪性腫瘍など）があっても，そ

の疾患で日常生活動作に不自由がないのであ

れば，その疾患名は二の次になりましょう。

その他の合併症も多数あることと思いますが，

それは２番目以降あるいは特記事項の欄にそ

こそこの記載をして頂ければ間に合います。

ただし，悪性腫瘍や呼吸器・心臓疾患などが

日常生活動作の不自由さ，人手を要するケア

の必要性の原因の一番なのであれば，その疾

患を診断名の項の第一に記載して頂くのは当

然なことになりましょう。「認知症高齢者の日

常生活自立度」の項目の内，Ⅱ以上にチェック

があれば，何らかの援助・ケアを要するとい

うことになりますので，当然それに対応する

診断名の記載がないと困ります。この記載の

ない意見書が大変多いように思います。

３）診断名の項の発症年月日について

初診日ではありません。初診日らしき日時

が記載されている場合が結構多いように思い
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ます。決してここに初診日を記載しないで下

さい。あくまでもその疾患の発症時期を記載

して頂くことが重要です。特に認知症，慢性

関節リウマチ，神経難病などの慢性進行性疾

患では発病・発症時期が大変に重要です。経

過年数によっては不自由さ・障害の程度も予

測可能な場合がありますので。くれぐれも病

歴は十分に聴取し，きちんと記載して頂くよ

うにお願いします。認知症や脳血管障害後遺

症が合併している場合などでは，どちらが先

に発症したのか，１疾患なのか，２疾患なの

か，A D L低下の主要原因はどちらなのか，今

までの経過はどうなのか，等が判るように記

載して下さるようにお願いします。発症日時

は，おおよその時期（〇年〇月頃，あるいは〇

年頃）でも結構と思います。

４）診断名，症状，所見について

その申請者の全体像で記載して頂くようお

願いします。骨・関節のことのみ，あるいは

心臓の所見のみ，あるいは脳血管障害のこと

のみ，あるいは精神症状のことのみ，では全

体像が分かりません。全身的に多数の合併症

を持つ高齢者では，あくまでも全身所見とし

て記載して頂かないと，介護度の判定に困り

ます。〇〇については〇〇病院で治療中，と

だけでは全体像がわからず判断に困るのです。

申請者の現状を知るには，一部の特殊検査デー

タよりも，その時点での全身的他覚的身体所

見のサマリーを簡潔に記載して頂いた方が分

かりやすく，一番役立ちます（医学的診断の初

歩のハズですが，これが一番むずかしいこと

かもしれません）。複数科に受診されている方

でも，今はいつでも他科・他医の情報を頂け

る時代です。その申請者の主治医意見書はこ

の１枚しかありません。

疾患によっては医学的判断で体動を制限せ

ざるを得ない場合もあるかと思います。その

場合には当然 A D Lも低下し，一部のケアを要

することになると思いますので，はっきりと

体動制限の指示内容などを記載して頂くと大

変参考になります。

５）認知症高齢者の日常生活自立度の項につ

いて

主治医意見書ではⅠにチェックが有るけれ

ど，金銭や文書の管理がまともに出来ていな

かったり，調査員による本人の日常生活の現

場調査では A D Lに一部介助が発生していたり

して乖離の見られることがあります。

認知症の軽度～中程度の例では，受診時の

本人だけの応答では「ハイ，何も困っていませ

ん」とか「自分で出来ています」とか返事されて

いても，実際には一人では殆んど出来ていな

い，あるいは家族や周囲の方々が一部介助・

支援している場合がありますので，必ず家族

や周囲の方々に聞いて確認して下さるように

お願いします。あるいは，主治医意見書では

Ⅲ以上にチェックがついていても，調査員の

現場調査では，かなりの部分の日常行動が出

来ていたりしてアンバランスなことがありま

す。ⅠかⅡかⅢかは介護度の判定に大変重要

ですので，十分に吟味してご記入下さるよう

お願いします。

６）更新申請の場合について

現在の主要症状・所見のまとめと，前回か

らの経過・病状の変化等について記載して頂

くようお願いします。経過のところに「前回と

同じ」という記載ですと，審査委員は何も分か

りません。介護を要する原因になった疾患の

症状・所見は，進行・悪化したのか，不変な

のか，改善したのか，日常生活動作のうち，

何が悪くなったのか，何が良くなったのか，

ケアの程度は増大したのか，不変なのか，軽

減したのか，などは大変重要な事項になりま

す。慢性進行性疾患の場合には，「この申請者

のサービスはこのままで良いであろうか，もっ

と介護サービスを増やしてあげた方が良いの

ではないか？」など常に念頭にあります。

７）申請書記載の文字について

判読しにくい文字も多いように思います。

コピーしても十分に判読出来るようにお願い
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します。隣接した文字がくっついていると，

コピーした時に判読しにくくなります。文字

は情報を他者に伝える重要な手段ですので，

どなたでも確実に読める，情報が他者に確実

に伝わる文字でなければ，その書類はお役に

立たないということになりかねません。

８）審査会の概要

この審査会の性格は，診断・治療のための

医学的審査会ではなく，福祉行政の作業の一

つと言えるものだと思います。審査会には，

理学療法士，作業療法士，社会福祉士，介護

福祉士，保健師，看護師，ソーシャルワーカー，

歯科医師，薬剤師などの多数のベテランの方々

も参加してそれぞれの立場から意見を述べて

くれます。決して医師一人で決定するもので

はありません。当然それぞれの方々がそれぞ

れの申請者についての医師の意見書を目にす

ることになります（全てにおいて申請者名や病・

医院，施設名などの個人は特定出来ないよう

な資料になっています）。

審査会には調査員の詳しい資料などもあり

ます。申請者の現場に出向いて申請者の日常

生活の一挙一動を調査する認定調査員も，日

常生活動作をどのように判断するのかについ

ての法定の詳しいテキストもあり，皆さん良

く勉強されております。私も一昨年は，当院

が高岡町のため，旧東諸県郡の認定調査・申

請に関わる方々に対しては，自分の個人的な

サービスで以下のような講義も行いました（１

回２時間，毎月１回，合計６回）。１）麻痺と

いうことについての神経解剖学を含めた用語

の解説：単麻痺，片麻痺，対麻痺，解離性麻

痺，交叉性麻痺，弛緩性麻痺，痙性麻痺，運

動麻痺と感覚障害など。２）運動失調，半盲や

失語・失認・失行などの高次大脳機能障害に

ついて。当地の偉人，高木兼寛について。３）

脳血管障害とその色々な症状について。病気

に関する古代中国の医療と思想について。４）

アルツハイマー病とその他の認知症を来たす

疾患について。頭痛について。５）老人に多い

パーキンソン病と他疾患に起因する手の振え

の違いについて。その他の不随意運動を来た

す疾患について。神経難病を含む。６）脊髄・

小脳変性症その他の神経難病について。

医師の主治医意見書は，どなたにも納得の

いく，判りやすく，きちんとした資料として

活用出来るものになって欲しいと思います。

面倒だ，と忌避するのでは，医師に与えられ

た貴重な権利の一つの放棄にもつながるもの

でもあります。最近，看護師に医師の医療行

為をさせるようになりつつあるようですが，

医師が積極的に関与しようとしなければ，医

師に与えられた貴重な権利がだんだんと減り，

他職種に取って代わられる，この件に関して

は医師の関与は必要でない，ということにも

なりかねません。新規開業される時に，殆ん

どの方が地域医療に貢献したい，と良く言わ

れます。介護保険関連に関しましても，それ

ぞれの地域のご高齢の方々の健康と福祉に関

する重要な事項として，医師の積極的な関与

を期待したいと思います。医療行政について

の多くの問題点がある中でも，ご高齢の申請

者の方々には申請手続き上の迷惑が及ばない

ようにご腐心頂きたいものです。

私の場合は，現状での１回分の審査会の資

料を見るのに，１日に約１～３時間の作業時

間で毎週３～４日，そして翌週に審査会で往

復時間を含めて約３時間，これを毎月３週，

時には４週連続の審査会となり，時間的には

かなりの負担になります。申請者数は増加し

ております。

その他，常に日本全国で介護度判定の標準

化を図る様々な取り組みがなされており，当

地での審査会データも全国平均と比して大変

良好な標準にあるようです。審査会の宮崎方

式はなかなか立派だと他県の方々からお褒め

の言葉を頂戴しているとのことです。介護保

険が開始された当時の委員の方々のご苦労に

敬意を表したいと思います。
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エ コ ー ・ リ レ ー

（423回）

（南から北へ北から南へ）

〔次回は，綾町の玉置 昇先生にお願いします〕 〔次回は，宮崎市の森 継則先生にお願いします〕

ニコ中？

高鍋町 ながとも眼科 永
なが

友
とも

孝
たか

幸
ゆき

適応障害

小林市 内村病院 阿
あ

多
た

京
きょう

子
こ

20年ぶりに小林市の病院で

勤務させていただくことにな

りました。公私ともに生活が

一変しました。危うく適応障

害を引き起こすところでした

が，おかげさまでなんとか適

応しております。

４年位前までは，宮崎市の総合病院で勤務さ

せていただいておりました。あらゆる設備，専

門医，スタッフがそろっており，大変恵まれた

医療環境でした。コンサルテーションシート１

枚書けば，ほとんどの身体疾患はすぐに診ても

らえました。一方，小林市では，精神疾患が重

症でかつ複雑であるばかりでなく，身体疾患も

自分で診察，診断，治療をしないといけなくな

りました。僻地医療なら当然のことかもしれま

せんが長年，便利な医療環境に適応していた中

高年の私には僻地医療はとても高いハードルで

した。院内の先生方にご指導いただいたり，近

くの病院に診療情報提供書を書いて診療してい

ただいたりしてようやく慣れてきたかなあと思っ

たら，４年が過ぎていました。

また，小林市では，バスの便も少なく，私も

車を運転せざるを得なくなりました。ペーパー

ドライバー同然の私でしたが，車の走行距離は

宮崎市在住時の３倍にもなりました。その他家

事，農作業などもやらざるを得なかったわけで

すが，最近，自分の知らない自分に出会ったよ

うな気がして不思議です。これからも適応障害

に陥らないように，そして，今までにお世話に

なった方々に感謝しながら生活していこうと思っ

ております。

我家では最近テレビを見な

くなった。子供が小さい頃は

アニメやバラエティ番組を見

ることがあったが，子供が成

長するにつれてテレビを見る

ことがあまりなくなったよう

に思う。

その代わりになっているのがインターネット

である。我家のテレビにはパソコンがつないで

あり，時々インターネットをしていたが，いつ

の間にか子供もインターネットが出来るように

なっていた。ある時，緊急速報の様な音が聞こ

えてきたので，子供に「何かあったとね？」と聞

くと子供は笑いながら「これはニコ動やが」と言

う。「ニコ動てなんね」と聞くと，いろいろな動

画がアップされていて，素人の動画もあり，お

もしろいよとのことだった。たしかにテレビと

違って様々な動画があって，自分の好みにあっ

た動画を選択できるのでおもしろいと思った。

最近は毎日のようにこのニコ動を見ているよ

うだが，ある時何かの雑誌に「ニコ中」という言

葉を見つけた。ひょっとして，これは「ニコニコ

動画中毒」か？やはりそうだった。

たしかに見はじめると時間の経つのも忘れて

見ているようで，これはいかんと感じ，少しひ

かえさせなくてはと思った。

しかし，自分も毎日晩酌をするのと同じで，

アルコールもニコ動も適量をわきまえれば，ス

トレス解消になるのかなと色々考えさせられる

今日この頃です。

日 州 医 事 平成22年11月第735号 11



救急医療功労者厚生労働大臣表彰

有
あり

川
かわ

憲
けん

蔵
ぞう

先生（都城）

９月９日，東京において救急医療功労者として厚生労働大臣表彰を

お受けになりました。今後ますますのご活躍を祈念いたします。

安藤 先生 佐藤 先生 相澤 先生

有川 先生

表彰・祝賀

救急医療功労者県知事表彰

安
あん

藤
どう

健
けん

一
いち

先生（都城）

佐
さ

藤
とう

靖
やす

美
み

先生（延岡）

相
あい

澤
ざわ

潔
きよし

先生（西都）

９月７日，県庁知事室において救急医療功労者として県知事表彰を

お受けになりました。今後ますますのご活躍を祈念いたします。

日 州 医 事平成22年11月 第735号12



表彰・祝賀

公衆衛生事業功労者日本公衆衛生協会長表彰

武
たけ

田
だ

信
のぶ

豊
とよ

先生（都城）

東 茂
しげ

光
みつ

先生（南那珂）

11月２日，公衆衛生事業功労者として日本公衆衛生協会長表彰をお受けに

なりました。今後ますますのご活躍を祈念いたします。

武田 先生 東 先生

ひがし

日 州 医 事 平成22年11月第735号 13



■全数報告の感染症
１類：報告なし。
２類：結核28例が宮崎市（14例），都城（５例），延岡・小林・高鍋（各２例），日南・日向・中央（各１例）

保健所から報告された。患者が13例，疑似症患者が６例，無症状病原体保有者が９例で，患者
は肺結核が10例，その他の結核（結核性胸膜炎，リンパ節炎，粟粒結核，結核性脊椎炎）が３例
であった。男性・女性各14例で，10歳代・30歳代が各２例，40歳代・60歳代が各６例，50歳代
が３例，70歳代が４例，80歳代が５例であった。

３類：�細菌性赤痢１例が高鍋保健所から報告された。80歳代の男性で発熱，下痢，膿粘血便，嘔吐
がみられた。

�腸管出血性大腸菌感染症６例が都城（４例），宮崎市・日向（各１例）保健所から報告された。
患者が３人，無症状病原体保有者が３人で，主な症状は水様性下痢，血便，発熱であった。
原因菌の血清型はＯ157（V T 産生）が１例（有症者），Ｏ157（V T２産生）が３例（有症者１例，無
症状２例），O157（V T１，V T２産生）が１例（無症状），Ｏ121（V T 産生）が１例（有症者）であっ
た。年齢別では10歳未満・40歳代・80歳代がそれぞれ２人であった。

４類：�レジオネラ症１例が宮崎市保健所から報告された。50歳代の男性で肺炎型。発熱，咳嗽，呼
吸困難，肺炎がみられた。

�レプトスピラ症２例が宮崎市保健所から報告された。
・70歳代の男性で発熱，筋肉痛，結膜充血がみられた。
・20歳代の男性で発熱，筋肉痛，結膜充
血，黄疸，蛋白尿，腎不全がみられた。

５類：破傷風１例が宮崎市保健所から報告され
た。60歳代の男性で筋肉のこわばり，開
口障害，嚥下障害，発語障害，痙笑，易
興奮性，反弓緊張がみられた。

■５類定点報告の感染症
定点からの患者報告総数は3,111人（定点あた

り110.2）で，前月・前年ともに127％と増加した。
前月に比べ増加した主な疾患は RSウイルス感染
症，流行性耳下腺炎，感染性胃腸炎，流行性角
結膜炎で，減少した主な疾病はヘルパンギーナ
と手足口病であった。また，例年同時期と比べ
て報告数の多かった主な疾病は RSウイルス感染
症，手足口病，流行性耳下腺炎，流行性角結膜
炎であった。
RSウイルス感染症の報告数は313人（8.7）で前
月の約26倍，例年の約3.6倍であった。延岡（29.0），
日向（28.3）保健所からの報告が多く，年齢別で
は６か月から２歳で全体の約８割を占めた。
流行性耳下腺炎の報告数は403人（11.2）で前月
の約1.3倍，例年の約1.6倍であった。延岡（33.5），
日向（30.8）保健所からの報告が多く，年齢別で
は３歳から５歳で全体の約６割を占めた。
感染性胃腸炎の報告数は1,104人（30.7）で前月
の約1.3倍，例年の約1.1倍であった。中央（62.0），
小林（55.7），都城（48.8）保健所からの報告が多

宮崎県感染症発生動向 ～９月～
平成22年８月30日～平成22年10月３日（第35週～39週）

９月 ８月

報告数
（人）

定点当
たり（人）

報告数
（人）

定点当
たり（人）

インフルエンザ 2 0.0 0 0.0

ＲＳウイルス感染症 313 8.7 12 0.3

咽 頭 結 膜 熱 91 2.5 70 1.9

※溶レン菌咽頭炎 150 4.2 122 3.4

感 染 性 胃 腸 炎 1,104 30.7 876 24.3

水 痘 143 4.0 158 4.4

手 足 口 病 347 9.6 549 15.3

伝 染 性 紅 斑 56 1.6 37 1.0

突 発 性 発 し ん 216 6.0 228 6.3

百 日 咳 1 0.0 3 0.1

ヘルパンギーナ 113 3.1 162 4.5

流行性耳下腺炎 403 11.2 303 8.4

急性出血性結膜炎 0 0.0 0 0.0

流行性角結膜炎 170 28.3 96 16.0

細 菌 性 髄 膜 炎 0 0.0 0 0.0

無 菌 性 髄 膜 炎 1 0.1 3 0.4

マイコプラズマ肺炎 0 0.0 0 0.0

クラミジア肺炎 1 0.1 1 0.1

例年
との
比較

★

★

★

★

★

★ 例年同時期（過去３年の平均）より報告数が多い
※ Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎

表 前月との比較
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く，年齢別では６か月から３歳で全体の約半数を占めた。
手足口病の報告数は347人（9.6）で前月の約６割，例年の約1.7倍であった。延岡（23.3），高鍋（19.8），
中央（16.0）保健所からの報告が多く，年齢別では１歳から４歳で全体の約８割を占めた。
流行性角結膜炎の報告数は170人（28.3）で前月の約1.8倍，例年の約3.3倍であった。宮崎市（42.7），
都城（20.5）保健所からの報告が多く，10歳未満で全体の約３割を占めた。

■月報告対象疾患の発生動向〈９月〉
□性感染症
【宮崎県】定点医療機関総数：13

定点医療機関からの報告総数は54人（4.2）で，前月比86％と減少した。昨年９月（4.8）の約９割で
あった。
《疾患別》
�性器クラミジア感染症：報告数32人（2.5）で，前月の約９割，前年の約８割であった。都城（4.5），
宮崎市（4.0）保健所からの報告が多く，男性23人，女性９人で，20歳代・30歳代がそれぞれ全体の
約３割を占めた。
�性器ヘルペスウイルス感染症：報告数２人（0.15）で，前月・前年の約２割であった。20歳代と30
歳代の女性であった。
�尖圭コンジローマ：報告はなかった。
�淋菌感染症：報告数20人（1.5）で，前月の約1.4倍，前年の約2.2倍であった。男性18人，女性２人
で，20歳代が全体の約４割，30歳代が全体の約３割を占めた。

【全国】定点医療機関総数：959
定点医療機関からの報告総数は4,377人（4.6）で，前月比99％であった。疾患別報告数は，性器ク

ラミジア感染症2,297人（2.4）で前月比101％，性器ヘルペスウイルス感染症649人（0.68）で前月比88％，
尖圭コンジローマ448人（0.47）で前月比102％，淋菌感染症983人（1.0）で前月比102％であった。

□薬剤耐性菌
【宮崎県】定点医療機関総数：７
定点医療機関からの報告総数は36人（5.1）で前月比95％とほぼ横ばいであった。また昨年９月（7.0）
の約７割であった。
《疾患別》
�メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症：報告数29人（4.1）で，前月・前年の約９割であった。高鍋
（9.0），宮崎市（6.0），延岡（5.0）保健所からの報告が多く，70歳以上が全体の約６割を占めた。
�ペニシリン耐性肺炎球菌感染症：報告数７人（1.0）で，前月の約1.2倍，前年の約４割であった。
宮崎市（5.0）保健所からの報告が多く，１歳から９歳が全体の約６割を占めた。
�薬剤耐性緑膿菌感染症：報告はなかった。

【全国】定点医療機関総数：467
定点医療機関からの報告総数は2,266人（4.9）で，前月比89% であった。疾患別報告数は，メチシ

リン耐性黄色ブドウ球菌感染症1,927人（4.1）で前月比89％，ペニシリン耐性肺炎球菌感染症284人（0.61）
で前月比84％，薬剤耐性緑膿菌感染症55人（0.12）で前月比92％であった。（宮崎県衛生環境研究所）

図 年齢別性感染症報告数（９月）

クラミジ ア 10代
20代
30代
40代
50代
60代
70代以上

0

ヘ ル ペ ス

コンジローマ

淋 菌

20 30 40（人）10
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メディアの目

惜別 !東国原知事

南日本新聞宮崎支局長

前
まえ

田
だ

昭
あき

人
と

東国原英夫知事（53）が１期限りで退任すると

いう。昨年４月隣県から赴任した私にとって，

知事への取材は大きな楽しみだった。

長く堅苦しい官僚出身者を知事にいただいて

いた鹿児島の人間には，タレントという政治の

素人が新鮮に思えたのだ。単独インタビューや

記者会見，議会答弁，県庁取材などで得た印象

は「よく勉強している」だった。

県職員が行う政策レクの飲み込みは速く，す

ぐ自分の言葉に変えて発信する。多くの職員は

その能力の高さに舌をまいた。

県庁に30～40万人の観光客が押し寄せ，物産

館の売り上げはうなぎ上り。就任前の６倍以上

にも達したため，県からの５千万円前後の補助

金も不要に。宮城県と間違われると言われた県

の知名度もアップ。マンゴーなど県産品も高値

が付いた。

しかし，印象が失望へ変わるのに時間はかか

らなかった。昨夏の国政転身騒動である。「総裁

候補」を持ち出して自民党から出馬するの，しな

いの。落日目前だった自民党も自民党だが，騒

ぎ自体を楽しんでいるかのごとき知事の高揚感

には正直へきえきした。

そして今年の口蹄疫問題。農政部など緩慢と

した県庁内で，最も危機感をもっていたのは知

事だった。が，緊張感は続かなかった。４月20

日の初例発表直後に福岡へ出張，G W 中も石川

県へ講演に出かけた。その間，口蹄疫は爆発的

にまん延。５月18日の非常事態宣言につながる

のである。

封じ込めがうまくいかないと，「国や法律，マ

ニュアルの不備」を指摘し出した。私は記者会見

で「国が，国がと言わず，法律通り，県が主体的

に対策に取り組んだらどうか」と質問。ネット上

で全国の知事ファンから袋だたきに遭った。

口蹄疫が収まると「口蹄疫対策などで（国との

対応に）限界を感じた。疲弊する地方を救うため

に国の形を変えないといけない」と，次期知事選

不出馬を表明した。

思えば，就任２年目に最初の国政転身騒動が

あり，３年目は先述した騒動が再び起き，そし

て不出馬宣言。

「東国原県政は何だったの？」ともし問われた

ら，私は「ワクチン」と答えるだろう。次期知事

選をめぐって今でも見え隠れする，あまりにも

ひどかった県庁内派閥抗争をひとまず終えるた

めの。口蹄疫対策で言えば，感染拡大をおさえ

るために使用されたワクチンだ。

それにしてもあれだけ蓄えた地方自治など勉

強の成果はどこで生かすのだろう。そんな万感

の思いを込めての「惜別」なのである。
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あなたできますか？
―平成21年度 医師国家試験問題より―

（解答は81ページ）

１．母体に投与した薬物と児への影響の組合せで正
しいのはどれか。
ａ インドメタシン 呼吸抑制
ｂ 塩酸リトドリン 動脈管収縮
ｃ 副腎皮質ステロイド 新生児けいれん
ｄ 硫酸マグネシウム 心筋肥厚
ｅ ワルファリン 脳出血

２．30歳の女性。妊娠27週。腹痛を主訴に来院した。
超音波断層法で羊水過多症と胎児発育遅延とが認め
られ，さらに胎児心奇形と胎児頭蓋内の異常とを指
摘された。内診で子宮口は２㎝開大しており，子宮
収縮が３分おきにみられる。出血はなく，破水はし
ていない。
処置として適切なのはどれか。
ａ 羊水穿刺
ｂ 帝王切開
ｃ 人工妊娠中絶
ｄ M cD onald手術
ｅ 子宮収縮抑制薬投与

３．生後12日の新生児。出血斑を主訴に来院した。
在胎40週２日，体重3,300ｇで出生した。出生時か
ら左大腿部に直径５㎝の暗赤色の腫瘤があり，血管
腫の疑いにて経過観察とし，生後６日目に退院した。
生後８日から顔面と前胸部とに出血斑が出現し，増
加してきた。血液所見：赤血球280万，H b8.5ｇ/
b，H t25％，白血球5,800，網赤血球8.3％，血小
板8,000,PT16.2秒（基準12.2）,A PTT65.4秒（基準
対照32.2）。血液生化学所見：A ST56IU/c，A LT
23IU/c。CRP0.1㎎/b。
この疾患でみられる検査所見はどれか。
ａ 血漿フィブリノゲンの上昇
ｂ 血液凝固第Ⅴ因子の上昇
ｃ 血漿FD Pの上昇
ｄ Coom bs試験陽性
ｅ 骨髄巨核球の減少

４．鉛取り扱い作業者と有機溶剤（トルエンが主成分）
取り扱い作業者とがいる事業所で,従業員の一般健
康診断と特殊健康診断とを実施した。有機溶剤取り
扱い作業者に対してのみ,前夜からの清涼飲料水,栄
養ドリンクおよびアルコール飲料の摂取を禁止し,従
業員全員に対して当日の朝食摂取を許可した。休日
明けの午前中,作業開始前に,血液と尿とを採取した。
検体採取時期が適切でない検査項目はどれか。
ａ A ST
ｂ H bAde
ｃ 血中鉛
ｄ 尿中馬尿酸
ｅ 尿中δ‐アミノレブリン酸

５．介護保険制度について正しいのはどれか。２つ
選べ。
ａ 近年要介護度の低い要支援や要介護１の者の
増加が著しい。

ｂ 要介護になる原因として悪性新生物，心疾患
が上位を占める。

ｃ 要介護のリスクの高い虚弱高齢者の介護予防
は対象ではない。

ｄ 介護老人福祉施設，介護老人保健施設への入
所は医療保険を用いる。

ｅ 運動器機能，栄養，口腔機能，閉じこもり，
認知症，うつを対象とする。

６．我が国の死因別死亡数（2007年）で10位以内でな
いのはどれか。
ａ 老 衰
ｂ 自 殺
ｃ 肺 炎
ｄ 糖尿病
ｅ 腎不全

７．体血管抵抗の低下によって心筋虚血に陥る可能
性が最も高いのはどれか。
ａ 僧帽弁狭窄
ｂ 僧帽弁閉鎖不全
ｃ 大動脈弁狭窄
ｄ 大動脈弁閉鎖不全
ｅ 大動脈弁置換術後

８．人が倒れているとの通報で救急隊が出動した。
救急隊の報告では，患者は60歳代の男性で，目立っ
た外傷はなく，救急隊の到着時には既に心肺停止状
態であった。救急救命士がバッグバルブマスクによ
る換気と胸骨圧迫とを行いながら搬入した。救急外
来で気管挿管を行った。腹部が膨満していたため胃
管を挿入したが，末梢静脈路を確保できなかった。
心電図上心静止状態のため，アドレナリン投与が必
要と考えられた。
アドレナリン投与の経路として最も適切なのはど
れか。
ａ 皮下注射
ｂ 筋肉注射
ｃ 気管内投与
ｄ 胃管内投与
ｅ 心腔内投与

９．56歳の男性。原発性肺癌（腺癌）のために抗癌化
学療法を受けている。原発巣の大きさは不変であっ
たが，徐々に心拡大をみるようになった。超音波検
査で多量の心�液が認められた。患者は徐々に前胸
部苦悶感を訴えるようになった。
この病態でみられるのはどれか。３つ選べ。
ａ 徐 脈
ｂ 奇 脈
ｃ 脈圧低下
ｄ 頸静脈怒張
ｅ 収縮期血圧上昇

10．気道の解剖について正しいのはどれか。
ａ 気道は食道の左前方に位置している。
ｂ 主気管支は右の方が長い。
ｃ 気管支は肺静脈と伴走する。
ｄ 終末細気管支は呼吸細気管支に移行する。
ｅ 呼吸細気管支には軟骨がある。
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国公立病院だより

１．概要

療育センターは昭和34

年県立整肢学園として入

園児50名で運営が始まり

ました。昭和62年には福

祉ゾーンの一角である現

在地に移転しましたが，

ほかに清武せいりゅう支

援学校，みなみのかぜ支援学校，ひまわり学

園などがあります。

児童福祉法に基づく肢体不自由児施設であ

るとともに，医療法による小児整形外科病院

としての機能を併せ持っています。

脳性麻痺を中心とした神経・筋疾患をはじ

め，骨系統疾患，先天性股関節脱臼，内反足

などの小児整形外科疾患の児に対応できるよ

う診察室，X 線検査室，手術室，訓練室など

を備えています。

60名定員の入所部門と５組の母子入所部門

などからなっており，入所児の多くは隣接の

支援学校に通学しながら，リハビリテーショ

ンを受け生活しています。

２．業務

外来診療は原則として予約制で行っていま

す。医師は５名の常勤医（整形外科４名，小児

科１名）で，重複した問題を抱える児が多い中，

宮崎大学医学部附属病院より歯科，泌尿器科，

眼科，また手術の際には麻酔科の医師派遣を

頂いております。

整形外科的な仕事としては，脳性麻痺など

の痙性麻痺に対する筋・腱延長を行うことで，

四肢の脱臼や変形を防ぎ，その子供の持つ運

動機能を高めることです。最近は「ボツリヌス

治療」の出現により筋肉の緊張コントロールが

しやすくなりました。

特に歩行可能な障がい児については，当セ

ンターに以前から導入されている歩行分析装

置を用いて，歩行中の下肢関節角度変化や，

関節モーメント，パワーなどの力学的な変化

まで客観的な評価を行い治療に反映してい

ます。

また学校隣接の利点を生かし，術後早期よ

り通学ができ，集中的なリハビリテーション

の提供が可能です。

近年入所児数は漸減していますが，児童虐

待などの社会的問題を抱えた児童の入所が

増え，また在宅支援の一環として短期入所や

日中一時支援のニーズが拡大してきており，

その対応に追われているところです。また

対象児の多くが，変形や拘縮などの整形外科

的問題だけでなく呼吸や摂食，てんかん等の

生命維持に関わる問題を持つため，もともと

合併症のない肢体不自由児にあわせた施設の

ハード面を徐々に整備しているところでもあ

ります。

リハビリテーションのスタッフは理学療法

士８名，作業療法士３名，言語聴覚士１名が

おり，入所および外来のリハビリテーション

を行っています。

柳
やなぎ

園
ぞの

賜
たい

一
いち

郎
ろう

所長

県立こども療育センター

日 州 医 事平成22年11月 第735号18



県内唯一の肢体不自由児施設として，全県

下を見据えた障がい児リハビリテーションの

展開が必要になります。巡回相談では療育セ

ンタースタッフ（医師，看護師，療法士など）

が定期的に県内各地の保健所，児童相談所，

支援学校を訪問し，日常的にケアを行う家族

や学校担任に対して，日常生活における姿勢

や座位保持装置，車いす，立位装具，歩行器

などの使用上の留意点などの生活指導を行っ

ています。

地域から療育センターをご利用される方々

の中には療育センターまでの通院負担が大き

い現状があります。地域に居住しながら充実

したリハビリテーションが受けられるシステ

ムが必要です。そのため療育センターでは平

成18年度より「小児リハビリテーション研修事

業」を行っています。県内各地域に小児リハビ

リテーションに取組む理学療法士，作業療法

士，言語聴覚士を育成することを目的に，各

地域の病院で働く療法士の先生方に，講義，

実習を通して小児リハビリテーションを学習

して頂き，研修終了後に地域に住む障がい児

を紹介しています。

通院負担軽減の一環として，本年度より県

立延岡病院の診察室を借りて，診察，レント

ゲン検査，身体障害者手帳や各種手当の診断

書作成を行う「巡回診療」を開始しました。ま

だまだ始まったばかりで，有効利用されてい

るかどうかはわかりませんが，今後とも継続

していきたいと考えております。

療育センターは小児の施設でありながら，

平成20年度より小児科常勤医不在でした。幸

いなことに本年６月より常勤小児科医が確保

できました。前述したように当センター利用

者の方々は小児科的な問題をもつ方がほとん

どで，これまでその対応に苦慮してきました。

利用者，職員一同ほっとしているところです。

小児科医の仕事は，入所児の健康管理はも

とより県内各地の支援学校に出向いて，喀痰

吸引，チューブ栄養，導尿などのいわゆる「医

療的ケア」の手技について学校の教師や看護師

に指導する「医療的ケア推進指導医」として活

動しています。

３．おわりに

全国的に肢体不自由児入所施設は入所者の

減少，利用者の重度化，施設の老朽化，小児

科医不足など，様々な問題を抱えており，利

用者の方々のニーズも日々変化してきていま

す。より多機能な療育センターが求められて

います。また今後国の障害者施策の変化によ

り肢体不自由児施設も変わっていかざるをえ

ない状況です。

障がいを持った方々が，その地域でいきい

きと暮らせるよう県内各医療機関，関係機関

と密接に連携していきたいと考えております

ので，今後とも障がい児の療育にご理解，ご

協力をお願いいたします。 （柳園 賜一郎）
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平成18年10月に名和行文

教授の後任として丸山治彦

が着任してからこの10月で

４年になります。現在の教

室の陣容は，助教が吉田彩

子と長安英治，事務員が田

中あゆみ，技術補助員が黒

木美香とグニマラ・チャクラボーティです。長

安は宮崎医大の出身（平成10年卒）で，東海大学

やペンシルバニア大学での寄生原虫の研究を経

て，10年ぶりに本学に復帰しました。

宮崎大学医学部の寄生虫学は，全国的に寄生

虫病の血清診断拠点として知られており，年間

400～500例ほどの診断依頼があります。診断さ

れる寄生虫の種類には名和教授時代と比べて大

きな変化はなく，動物由来の回虫類による幼虫

移行症や肺吸虫症が多数を占めます。診断業務

は抗原の確保などに大きな労力を要しますが，

寄生虫病にはなかなか診断がつかず結果として

不適切な医療行為を施された症例などもあり，

発生症例は少ないとはいえ，常に診断体制を維

持する必要があることを痛感しています。また

今年は宮崎大学医学部附属病院で２例の輸入マ

ラリア症例（四日熱マラリアと三日熱マラリア）

があり，血清診断だけではなく，輸入原虫疾患

の PCR 診断なども充実させていく必要性を感じ

ております。

研究面では，ネズミ類の腸管寄生線虫である

ベネズエラ糞線虫と，人体症例も多く報告され

ているブタ回虫を主な研究対象としています。

ベネズエラ糞線虫では，微生物学の林哲也研究

室の協力を得て，フロンティア科学実験総合セ

ンターに設置されている新型シーケンサを用い

たゲノム解析を進めているところです。線虫類

は細菌などと比べるとゲノムサイズが大きく解

析は容易ではありませんが，いったん解読に成

功すれば研究が大きく進展することはもちろん，

「寄生虫は宮崎」という旗を立てることができま

す。糞線虫では本学獣医寄生虫学の堀井洋一郎

研究室が大変おもしろい動物モデルを確立して

おり，医学獣医学総合研究科の発足も相まって，

糞線虫症に関する医学獣医学の共同研究を開始

しました。ブタ回虫では，トランスクリプトー

ムの解析を通してブタ回虫がブタとそれ以外の

宿主をどのように見分けるのか，いわゆる寄生

虫の宿主特異性の謎に迫ろうとしています。

わたくしたちが扱っているベネズエラ糞線虫

やブタ回虫は，寄生虫学分野では「蠕虫」に分類

されます。蠕虫とは糞線虫や回虫，サナダムシ

など多細胞性の寄生虫のことで，かつては多く

の研究室がこれら蠕虫類を研究していたのです

が，患者数の減少や取り扱いの困難さによって

研究者が減少し，今では寄生虫学分野の多くの

研究者が，マラリア原虫やトキソプラズマなど

の原虫を研究対象にしています。宮崎大学医学

部の寄生虫学は，いつの間にか日本では数少な

い蠕虫の代表的な研究室になってしまいました。

研究者が減ったからといって蠕虫研究の重要

性は以前と変わらず，その生物学的なおもしろ

さには大変に奥深いものがあります。そこで，

当教室がわが国における蠕虫研究の拠点となる

べく，平成19年に丸山が代表になって「蠕虫研究

会」なるものを立ち上げ，宮崎で毎年研究会を催

すことにしました。例年全国から30名ほど（宮崎

を除いて）の参加があり，今年は青島サンクマー

ルで11月26日と27日の両日に開催します。今後，

当教室が名実ともに蠕虫の拠点となるべく，いっ

そう蠕虫研究を進展させていきたいと考えてい

ます。 （丸山 治彦）

丸
まる
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教授

感 染 症 学 講 座
－寄生虫学分野－

宮崎大学医学部だより
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□専□門□分□科□医□会□だ□よ□り
（耳鼻咽喉科医会）

菊
きく

池
ち

清
きよ

文
ふみ

会長

当医会は前回，日州医

事平成21年５月号に現況

を報告した以後，大きな

変化はございません。未

だ県央以外の耳鼻咽喉科

医不足は，改善されてい

ません。現在，宮崎大学

医学部附属病院耳鼻咽喉

科への入局がほとんど無

く，大学そのものが医師不足をきたしており，

急速な改善は出来ないと思われます。

今回は，耳鼻咽喉科の診療所の内容を日本

耳鼻咽喉科学会宮崎県地方部会の調査により抜

粋しました。37施設が回答しています（５月第

２週の統計）。

この結果から見ますと，１日に20人前後の新

患，70人前後の再来患者，時間外はほとんど無

しと適度な忙しさが有ると思われますが，全国

的に見ますと開業医の医療環境は，20年前が最

も良かったようです。全国の耳鼻咽喉科の集団

である日本耳鼻咽喉科医会は，今後の医療環境

へ不安を感じています。

先ず，日本国そのものが全体900兆を超える

借金をかかえるため，医療全体に対する給付を

抑え，病院の診療費は増加。医療センター構

想等を言い出し，診療所への給付は総じて減少

させ，開業を減らすようにしようとしているの

ではないかと思われます。そのため，今年の日

本耳鼻咽喉科医会臨床家フォーラムは，“効率

のよい医療経営を目指して”を主題として開

催されました。その中の一部を，ご紹介いたし

ます。

耳鼻咽喉科医が，冬の時代に突入しているこ

とを皆さんは肌で感じていることでしょう。ど

の年代の開業医もほとんどの人は，収入は前年

割れの様です。こういう時世には，ただ単に開

業していれば患者が来てくれる，収入が上がる

というものではないのです。しっかりした信念

を持って，継続的に院長と従業員が一体となっ

て頑張らなければ，何時かつぶれてしまう可能

性があると思います。院長と従業員が，自分達

にも患者にも良い方向へ進む様，経営理念を

持つことが大切で，行き当たりばったりの院長

のあやふやな考えや指示は最も慎むべきこと

です。

宮崎では考えられないような状況が，大都市

の開業医には起こっているようで，そのうち少

子高齢化が進み，人口が減少していくにつれ，

宮崎でも開業医が危機感を持つようになる時代

が遠からず来るかもしれません。

今回は，耳鼻咽喉科の現状を報告いたしま

した。

今後共，会員一同，病�診・診�診連携には

努力いたしますので，よろしくお願いいたし

ます。 （菊池 清文）

100人未満 26施設 72.9％

100～199人 11施設 24.4％

200人以上 ０施設 2.7％

県 内 全 国

（70.2％）

（29％）

（０％）

外来患者数（１日平均）

外来診療についての感想

多忙と思う ２施設 4.4％

適度 27施設 57.4％

暇 ８施設 38.2％

県 内 全 国

（５％）

（72％）

（21％）

新 患 17.3人 15.2人

再 来 68人 65.4人

時間外 ０人 0.4人

県 内 全 国
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医師国保組合だより

インフルエンザ予防接種補助のご案内

本年度も保健事業の一環としてインフルエンザ予防接種補助事業を実施します。

この機会にぜひご利用ください（自家接種でも対象となります）。

１．対 象 者 被保険者全員（組合員とその世帯に属する方）並びに高齢組合員

２．補助金額 １名につき2,000円（高齢組合員は1,000円）。

※期間内に１名につき１回補助します。

３．接種期間 平成22年10月１日から平成23年２月28日まで

４．申請方法 申請書にご記入・ご捺印の上，事務局にご提出ください。

５．申請締切 平成23年３月31日（必着）

本組合では，上記補助事業のほか， 肺炎球菌ワクチン予防接種補助 ， 健康診断 ，

歯科健康診査 を実施しております。自家接種，自家健診でも対象となりますのでご利用くだ

さい。

また，宮崎市郡医師会成人病検診センターでの日曜日の集団健診は，下記の日程で予約受

付中です。後半は希望者多数によりお断りすることもございますので，お早めにお申し込み

ください。

書類を紛失してお困りの場合やご不明な点がございましたら，事務局までご連絡ください。

事務局・連絡先

宮崎県医師国民健康保険組合
�880-0023宮崎市和知川原１丁目101�0985-22-6588
E-m ail‥kokuho＠ m iyazaki.m ed.or.jp

平成23年

１月16日（第３日曜日）
定員各20名

（※子宮頸がん検診は不可）
２月６日（第１日曜日）

２月20日（第３日曜日）
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救 急 医 療 委 員 会

と き 平成22年９月17日	

ところ 県医師会館

テレビ会議：都城・延岡・南那珂

古賀常任理事の進行により開会し，稲倉会長

の挨拶に続き，委員長に千代反田先生，副委員

長に廣兼先生が任命された。その後，県消防保

安課より傷病者の搬送及び受入れの実施に関す

る基準の説明・協力依頼の後，報告，協議が行

われた。

説 明

１．傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基

準について

県消防保安課より説明が行われた。傷病者

の搬送及び受入れの実施に関する基準につい

ては，東京や奈良等においての患者のたらい

回しが問題となり，平成21年度に消防法が改

正され，都道府県毎に協議会を設置して平成

22年度秋を目処に実施基準を策定することに

なった。本県では宮崎県メディカルコントロー

ル協議会の下部組織的な「宮崎県救急搬送受入

れ対策協議会」において協議を重ね，今回，基

準の素案が示された。医療機関リストとして

は，平成20年度の県内各消防署が実際に医療

機関に搬送している状況が勘案され，緊急性

として重篤・脳疾患・心疾患・外傷・熱傷・

中毒，専門性として小児・妊産婦・消化管出

血，特殊性として精神疾患の10区分に分類さ

れた。該当医療機関の了承の下に公表され，

傷病者の症状等に応じて対応できる医療機関

をあらかじめ整理することにより，適切な傷

病者の搬送と円滑な受入れを実施しようとす

るものであり，毎年見直されることになる。

出席委員による各郡市医師会への了知依頼も

併せて行われた。

報 告

１．小児救急医療電話相談事業について

平成17年11月から県の委託事業として，土・

日・祝日の午後７時～午後11時に電話による

相談窓口を設け，県内の看護師が電話対応に

あたり，看護師で対応できないものは県小児

科医会員の医師が対応し，病気やけがの緊急

度を判断して夜間の小児救急医療機関への不

要な受診を抑制する取組みであり，平成22年

４月からは365日体制で対応している。月別状

況，曜日別状況，所要時間，当事者年齢，当

事者居住地，相談者の続柄，相談内容，対応

内容，納得度等についての詳細が報告された。

２．ACLS（二次救命処置）研修会等について

廣兼副委員長より，今年度の宮崎県医師会

A CLS（二次救命処置）研修会，ICLS（指導者養

成ワークショップ）研修会について説明された。

３．都道府県医師会救急災害医療担当理事連絡

会議

７月１日に日医で開催された。古賀常任理

事から概要として，救急災害医療を巡る諸問

題についての報告が行われ，協議の傷病者の

搬送及び受入れの実施に関する基準について

は，各県医師会としても県単位の協議会に参

―各種委員会―
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画して，実施基準策定の依頼が行われた。都

会での豊富な医療資源と本県のような地方で

の限られている医療資源の中での実施基準は

相当な違いがある等が報告された。

４．全国メディカルコントロール協議会連絡会

について

６月２日に総務省消防庁主催で東京におい

て開催され，廣兼副委員長より①傷病者の搬

送及び受入れの実施に関する基準について，

② A ED の適正管理・使用について，③エピペ

ン投与とメディカルコントロールの関わりに

ついて報告され，その他としては，厚労省か

ら救急救命士の処置範囲拡大として，心肺停

止前の血管確保と輸液などが検討中であるこ

とと，二次医療機関や救急相談センターに対

しての補助が検討されているとの公表があっ

た旨が報告された。

協 議

１．救急医療体制の現況について

各委員より，各地区の救急医療に関してフ

リーディスカッションが行われ，総務省事業

の救急自動車の車載カメラから高画像圧縮に

より情報を二次・三次救急医療機関への映像

伝送による救急医療支援事業や，臓器移植問

題，小児への H ib・肺炎球菌ワクチン署名運

動等について活発な意見交換が行われた。

２．その他

廣兼副委員長より，宮崎救急医学会の事務

局について提案が行われ，今後，検討してい

くことになった。また，平成24年度に開催さ

れる日本救急医学会宮崎地方会（九州医学会開

催時）に関する協力依頼も行われた。

出席者－千代反田委員長，廣兼副委員長，

松山（代理：大岐）・平野・米澤・


砂・江藤・丸山・布井・白尾・

柴田（剛）・宝珠山・日�・津曲・

山本（N H K 宮崎放送局）委員

（県医）稲倉会長，古賀・濱田常任理事，

済陽理事，小川課長，冨高主事

公 衆 衛 生 ・ 感 染 症 委 員 会

と き 平成22年10月６日�

ところ 県医師会館

稲倉会長より，昨年来の新型インフルエンザ

対応へのお礼と，現在問題になっている多剤耐

性菌や今後いつ来るか分からない高病原性鳥イ

ンフルエンザについて引き続き対策を検討して

いただきたいと挨拶があった。その後，岡山委

員長の進行により議事に入った。

１．新型インフルエンザ（A /H１N１）について

昨年４月からの発生状況や，県医師会や県

が実施した対策について報告があった。また，

県健康増進課和田課長から高病原性鳥インフ

ルエンザ発生時の対応について，今回の対応

を検証し，国の動向を見ながら行動計画の見

直しと新型インフルエンザ対策の再構築をし

たいと説明があった。

石内委員から延岡市医師会では９月から，

インフルエンザの患者が出た場合，医師会事

務局に連絡し，医師会から各医療機関に情報

を伝える仕組みを構築したことが報告された。

２．感染症等発生時における連絡体制について

県内で感染症が集団発生した際の連絡体制

について確認をした。感染症が集団発生した

際，県医師会は県や各郡市医師会から情報収

集し，各郡市医師会へ情報提供，医療体制の

確保依頼などの対応をする。また，委員への

情報提供は今まで FA X 中心であったが，今後

はメーリングリストを作成し情報交換などに

も活用する。
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３．多剤耐性菌について

県健康増進課和田課長より次のとおり説明

があった。ニューデリー・メタロ-β-ラクタ

マーゼ１を産生する多剤耐性菌が国内で確認

されたことを受け，国が実態調査をしている。

調査対象となる菌は腸内細菌科の細菌であっ

て，カルバペネム系，フルオロキノロン系，

アミノ配糖体系の３系統すべての抗菌薬（各１

剤以上）に「Ｒ」と判定されたもの。確認された

場合は，保健所に連絡していただきたい。

出席者－岡山委員長，石内・中島・齊藤・峰松

・日�・三宅委員

県健康増進課－和田課長

（県医） 稲倉会長，吉田・佐藤常任理事，

峰松理事（重複），小川課長，

久永課長補佐

健 康 ス ポ ー ツ 医 学 委 員 会

と き 平成22年10月６日

ところ 県医師会館

松本常任理事より開会，田島委員長の挨拶に

続き，報告，協議が行われた。

本委員会委員長に田島直也先生，副委員長に

田中俊正先生，押川紘一郎先生が任命された。

報 告

平成21年度県民健康セミナー，県医スポーツ医

学セミナーについて

松本常任理事より昨年度開催した２つのセミ

ナーについて報告があった。

協 議

１．平成22年度県民健康セミナーについて

健康教育委員会との合同の講演形式で本年

度も健康スポーツ医学委員会から講演を１題

提案して行うことが承認され，転倒，骨折，

骨粗鬆症のいずれかをテーマとして講演する

ことを健康教育委員会において提案すること

が決定した。

２．平成22年度県医スポーツ医学セミナーにつ

いて

平成23年２月～３月の間に単独開催するこ

とが承認された。テーマ，講師等について

各委員から意見が出され検討を行い，詳細

については小委員会で協議し決定することと

なった。

３．宮崎県スポーツドクター連盟について

平成21年度の歳入歳出決算について監査報

告があり承認された。また，平成22年度事業

計画，予算についても協議が行われ承認さ

れた。

４．その他

連盟活動がほとんどなかったため，今後積

極的に活動していくことについて検討するこ

ととなった。

出席者－田島委員長，小岩屋・宮永・帖佐・

柳田・渡部委員

（県医） 河野副会長，松本常任理事，杉田課長，

三田係長
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宮崎県医師会パソコンセキュリティ研修会
（宮崎県医師会医療安全対策研修会）

と き 平成22年10月１日�

ところ 県医師会館

テレビ会議：都城・延岡・日向・

児湯・西都・南那珂・

西諸・西臼杵

医師・看護師・事務職員等の医療機関関係者

を対象に，パソコンセキュリティ研修会を県医

師会として初めて開催した。当日はテレビ会議

システムにより８地区に同時放映を行い239名の

参加であった。

荒木常任理事により開会，富田副会長の挨拶

に続き，（財）ハイパーネットワーク社会研究所

の青木事務局長と渡辺研究企画部長がそれぞれ

講演を行った。

青木事務局長は「いまなぜ情報のモラルなのか」

と題して，新聞やテレビ等の既存メディアから

インターネット普及に伴い情報の多角化による

情報環境の変化や社会環境が変化する中での，

情報の持つ価値や組織に求められる社会的責任

について講演された。

渡辺研究企画部長は「ネット社会で求められる

情報モラル・セキュリティ～人権に配慮した情

報の取り扱い～」と題して，ネット社会における

問題点や個人情報漏洩と人権侵害，セキュリティ

対策等に関して，医療機関における事例も紹介

しつつ講演された。

情報セキュリティ対策として重要なことは，

①ウイルス対策として，感染を防ぐ対策ソフト

のインストール，W indow s U pdateの実行，最

新のアプリケーションソフトの使用，怪しいメー

ルやサイトは見ない，U SB メモリを介してパソ

コンからパソコンへの感染を防ぐことが重要で

ある。②ファイル交換ソフトの問題点として，

医療関係のウイルス感染による情報漏洩事故が

多発しており，届け出て公表されているものは

国公立等のものがほとんどであり，民間のもの

を含めるとかなりの件数に上る。複数で共有す

るパソコンは特に要注意であり，一度漏洩した

データは取り返せず，患者名，診断名等が公表

され，医療機関にとっては取り返しのつかない

重大な事件となり得る。③情報の取り扱いとし

ては，（1）閲覧・複製・補完・廃棄取り扱いのルー

ル，（2）情報機器のパスワード設定・盗難防止策・

私物パソコンの業務使用・記録媒体・ファイル

交換ソフトの使用禁止等の取り扱いのルール，（3）

メールでは私物メールの禁止・誤送信防止・ウ

イルス感染防止のルールを設けることが重要で

ある。

また，医療機関においては，安易なセキュリ

ティ対策ではなく，専門家も交えた対策の重要

性を強調された。セキュリティチェックシート

も配布いただいたので，各医療機関においては，

セキュリティチェックを行い，情報漏洩等に注

意いただきたい。

なお，参加者より事前にパソコンセキュリティ

や情報モラルに関する質問事項を取っており，

それに関する回答と会場からの質疑応答を行い，

閉会した。

＜各郡市の参加者数並びに職種ごとの参加状況＞

【各郡市の参加者数】

県医師会：119名，都城：31名，延岡：25名，

日向：17名，児湯：９名，西都：５名，

南那珂：11名，西諸：15名，西臼杵：７名

【職種ごとの参加者数】

医師：38名，看護師：33名，事務：153名，

その他（薬剤師等）：15名
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九州医師会連合会第313回常任委員会

と き 平成22年９月25日�
ところ 城山観光ホテル（鹿児島市）

開会に先立って，公益財団法人佐賀国際重粒

子線がん治療財団十時忠秀理事長より九州国際

重粒子線がん治療センターの紹介が行われた。

１．開 会

２．挨 拶（九州医師会連合会長 池田�哉鹿児
島県医師会長）

各種協議会も並行して開催され，日医から

も３人の常任理事に参加をいただき６時15分

から報告集会を予定している。

３．報 告

１）第110回九州医師会医学会分科会の出題並

びに記念行事の参加状況について（鹿児島）

２）その他

４．協 議

１）厚生労働省「政策コンテスト」について

（宮崎）

日本医師会からの情報等を整理のうえ，

会長，副会長に対応を一任することで総意。

２）第123回日本医師会臨時代議員会（10月24

日�日医）における代表・個人質問について

（鹿児島）

代表質問

�日本医師会による医療連携推進のための

方策について

福岡県医師会：合馬 紘先生

個人質問

�診療報酬点数表（体系）の簡素化について

佐賀県医師会：横須賀 巖先生

�危惧される医師はずしの介護保険制度改

正について

鹿児島県医師会：八木 幸夫先生

３）第314回常任委員会並びに第100回臨時委

員総会（11月12日�鹿児島市）の開催につい

て（鹿児島）

４）九州医師会連合会員・九州各県医師会役

員合同協議会（11月13日�鹿児島市）におけ

る日本医師会原中会長講演「中央情勢報告」

への要望事項について（鹿児島）

�特定看護師（仮称）に対する対応について

（宮崎県）

�来年度の医療・介護保険同時改定に向け

て（大分県）

�医師会推薦候補に関して（長崎県）

①複数候補擁立について

②勤務会員へのアプローチ

�介護療養病床の全廃法案は，いつ法的廃

止は決定されるのか（熊本県）

�療養病床再編について（熊本県）

�有床診療所の行方（熊本県）

�日本医師会の組織力について（福岡県）

５）第110回九州医師会連合会総会における宣

言・決議（案）について（鹿児島）

以下のとおり決議された。

・国民皆保険制度の堅持→国民皆保険制

度の堅持と患者負担の軽減に変更

・混合診療に代表される「市場原理の医療

への導入」に反対→混合診療に代表され

る「市場原理の医療への導入」の阻止に

変更

・適正な高齢者医療制度の確立→高齢者

にやさしい医療制度の確立に変更

６）その他

�医師の職場環境改善ワークショップ研

修会の開催について（熊本）

５．その他

６．閉 会

出席者－稲倉会長，大重事務局長
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九州医師会連合会
平成22年度 第１回各種協議会

と き 平成22年９月25日�

ところ 城山観光ホテル（鹿児島市）

医 療 保 険 対 策 協 議 会

鹿児島県橋口常任理事の進行により開会，鹿

児島県三宅副会長，日医鈴木常任理事の挨拶の

後，座長に担当県の瀬戸山常任理事が選出され

協議に入った。

１．地域医療貢献加算の算定について（沖縄県）

今後，医療機関に対するクレームや厚生局

の保険指導でも問題が生じてくる可能性も考

えられる。各県並びに日医の見解を伺いたい。

２．地域医療貢献加算について（佐賀県）

曖昧で不安定な加算は廃止し，従来の再診

料に戻すべきと考えるが，各県，日医の見解

を伺いたい。

３．地域医療貢献加算の撤廃について：日医へ

の要望（長崎県）

休日，時間外診療や電話対応が義務化され

ることになり，診療所医師の精神的，肉体的

な負担は大きいと思われる。これらの加算は

なるべく基本診療料に組み入れ，診療報酬体

系を分かり易く，明解なものにすべきである。

日医の見解を伺いたい。

４．地域医療貢献加算を巡る問題の今後につい

て（大分県）

日医は，新たな診療報酬点数や加算点数な

どを設立する際に点数の多少のみならず，そ

の趣旨や背景に十分注意し，実際に適用され

る際に役人の都合の良い形に変えられないよ

う，最後まで注意して目配りをお願いしたい。

５．地域医療貢献加算について（福岡県）

本県では内容に不満ではあるが，加算をで

きるだけ可能な範囲で算定するよう対応して

いる。各県の現状を伺いたい。

６．地域医療貢献加算について（熊本県）

次期改定では，この加算を廃止した上で医

療機関や患者側からも納得のゆく合理的な設

定がなされるよう要望したい。各県の状況と

ご意見及び日医の見解をお伺いしたい。

※１～６は一括協議

＜各県の回答＞

届出に関する対応は，福岡・熊本県では「奨

励」，それ以外の県では「医療機関の判断」であっ

た。各県，地域医療貢献加算を従来の再診料

に戻すべきとの意見が大半をしめた。

日医鈴木常任理事－日医のレセ調査（６月現在の

届出状況）によると，届出した診療所は29.2％，
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有床診療所は60％と高く，無床診療所では

24.5％であった。中医協の議論で，厚労省で

は３割程度の診療所が算定すると予測してい

たが，現時点ではこれを下回っている。理由

として「時間外対応をしていない」が52.9％と

最も多く，「標榜時間外の対応を行っているが，

算定要件が厳しい」が24.2％となっている。詳

しくは日医総研ホームページで公表している。

名称については評判が悪いので変更を検討し

たい。また，次期改定に向け，基本診療料に

関するプロジェクトチームを設置し，議論を

開始した。我々としては内部でしっかり議論

を固めた上で，次回改定に向けて再診料の引

き上げを強く主張していく。

７．入院患者の他医療機関への受診の取扱いに

ついて（宮崎県）

入院中の患者が，他医療機関を受診した際

の制限について，対価が一部支払われないと

いう制度は極めて不合理である。また，入院

中の患者に対して行った対診等は，診療報酬

の分配は相互の合議に委ねるものとすると規

定されており，その他でも同様の文言がしば

しば出てくるが，このような算定の在り方に

ついて，各県医師会の考えを伺いたい。

８．入院中の他医療機関受診について（福岡県）

平成22年６月４日付の通知により一部改正

され，投薬のみは認められるようになったが，

病診連携，病病連携を阻害するものであり，

基本診療料の減算，他医療機関での医療行為

の制限を早急に撤回し，改定前の内容に戻し

ていただきたい。

９．他医療機関受診時の入院基本料の減算の撤

廃について（長崎県）

入院基本料の減算による他医療機関の受診

制限は，国民皆保険の精神に反している。日

医は，入院基本料減算の早期の撤廃に向けて

努力すべきと思うが，日医の見解を伺いたい。

10．出来高病棟に入院中の患者の他医療機関受

診について（熊本県）

この案件は，「中医協」で十分議論されてい

たのか疑問視する意見が多い。「中医協」を素

通りする案件や留意事項，通知文やＱ＆Ａな

ど拡大解釈される傾向について，各県のご意

見と日医の見解を伺いたい。

11．入院患者の他医療機関受診の取扱いについ

て（鹿児島県）

入院基本料減算措置の早期撤回を求めるも

のであるが，当面，特定入院料等医療機関に

おける投薬の取扱いにかかる不合理を早急に

是正して欲しい。

※７～11は一括協議

＜各県の回答＞

各県とも，入院中の患者に対する専門的な

医療は提供されるべきであり，入院基本料の

減算や外来先での診療報酬算定の制限等につ

いては，医療費抑制が目的であることから，

早期の改善を要望するとの意見が出された。

日医鈴木常任理事－改定後，６月４日の通知で

処方のみ改善されたが，入院基本料の減額に

ついても，引続き改善して欲しいと要望して

いるところである。厚労省の事務局メンバー

は一新されたが，この件は地域医療貢献加算

とともに全国的に大きな問題となっているの

で，出来れば次期改定前に改善されるよう強

力に働きかけていく。

＜日医に対する追加意見・質疑応答＞

●佐賀県

療養病床の他科受診の減額がベースにあり，

それが一般病床まで派生したものだと思う。

療養病床が現状のままだと，またこの問題が

出てくると考えられる。これを機に療養病床

自体の他科受診減額も見直していただきたい。

日医鈴木常任理事－現場の問題を解決できるよ

うに病院側の委員とも議論をすり合わせなが
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ら一致させた意見を出したい。診療側が議論

で対立することがないようにし，何とか一歩

でも進めたい。

●福岡県

改定の議論の際，この件に関しても財源が

示されたのか。そのために元に戻せないのか。

日医鈴木常任理事－財源の話は出なかった。お

そらく事務局は知っていると思うが，そのよ

うな話は我々には届いていない。

12．地域連携小児夜間・休日診療料の算定につ

いて（大分県）

今回の改定で，「在宅当番医制で行う夜間・

休日診療においては算定できない」との一文が

算定要件に追加されたことで，小児科医独自

で行っている夜間・休日診療が当番医制とみ

なされ算定できなくなった。このままでは地

域連携小児夜間休日診療体制が継続できない

のではないかと危惧される。中核病院勤務医

の負担軽減はもとより，地域小児科開業医が

自院で初期救急を行う方法も是非とも認めて

いただきたく，算定要件の緩和を要望する。

＜各県の回答＞

いずれの県からも，算定要件である「在宅当

番制度で行う夜間・休日診療においては算定

できない」を緩和していただきたいとの意見が

出された。

日医鈴木常任理事－夜間診療が出来る体制があ

るかどうかが大事であり，それが病院なのか，

在宅なのかというのはどちらでも同じである。

実際に地域の小児科医療が守られていること

が重要なことなので，厚労省に確認して改善

できるような方向で働きかけていきたい。

13．診療報酬改定時の疑義解釈や施設基準につ

いて（熊本県）

診療報酬改定時には数多くの疑問点が発生

し，会員への説明に困惑する。日医は疑義解

釈や施設基準等で医療現場に混乱を招かない

よう，「特別チーム」を編成し，即座に対応し

て問題解決にあたってほしい。

＜各県の回答＞

各県からも，日医と厚労省が統一した見解

を迅速に提供できる体制作りが必要であり，

年々複雑化している診療報酬体系や施設基準

については簡素化して欲しいとの意見が出さ

れた。

日医鈴木常任理事－日医として，迅速な対応が

できる体制づくりを検討しなければならない。

あまり先走って細かい対応を全て確認する体

制にしてしまうと，なかなか現場の意向が伝

わらないものになると思う。問題点等があれ

ばご意見を素早くお寄せいただき，先生方と

共同で作業を行いながら，現場からの意見と

して対応していきたいと思うのでご協力をお

願いしたい。

14．医療費の技術料・材料費等部門別の公表に

ついて（佐賀県）

医療費は総額で公表され，その全てが医療

機関の収入であるように捉えられがちである。

さらに，諸外国に比べ数倍高いとされる薬剤

費や医療材料費などの要素が医療費増加に与

えている影響などは十分に検討されていると

は言えない。今後の医療費の公表にあたって

は，これらを明確に区別し，各部門別の純粋

な値での年次変化の比較を望むが，各県，日

医の見解を伺いたい。

＜各県の回答＞

各県とも同意見であった。

日医鈴木常任理事－国民医療費に占める薬剤費，

材料費については中医協で公表されている。

薬剤料は19年度までの推移が示されており，

国民医療費34兆円のうち，7.4兆円と推計され

ている。

但し，漠然としており，各種の必要コスト

の調査を行い，コストを適正に反映した診療
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報酬体系の構築を目指すべきであるとして，

中医協で議論を持ちかけているところである。

オンライン化については，我々にとってのメ

リットは診療報酬の支払いの早期化であり，

１週間から10日程度支払いが早まる方向で動

いている。また，支払基金に集積されたデー

タで，レセプトの突合や縦覧点検等のチェッ

クを的確に行うことができないか検討されて

いる。電子化にはプラスとマイナスの面があ

るが，決して手をこまねいて見ているだけで

はなく，それに関わっている先生方について

は地域の意見を吸い上げながら現実的な対応

を行うよう働きかけていきたいと思う。また，

日医独自のデータを出すためにも，O RCA を

沢山の医療機関に活用してもらいたい。

15．指導・監査について（福岡県）

日医からの「指導の取扱いについて」の文書

において，指導に関する厚労省との合意事項

について通知があったが，その中で「施設基準

の返還の場合は最大５年とする」とある。本県

では，施設基準も含め返還は，原則１年で合

意していた。ところが，今般，九州厚生局よ

り日医と厚労省が合意したので，この部分を

変更する旨の申出があった。５年というのは

非常に厳しいと思う。日医より厚労省へ従来

からの合意事項で実施しているものについて

は，合意事項を尊重して実施するよう要望し

ていく。

＜各県の回答状況＞

各県ともに，厚労省へ見直しを求める意見

が出された。

日医鈴木常任理事－この通知は，前執行部との

間で合意されたものを伝達したものである。

交渉というよりも既に合意されていたという

のが事実である。

＜日医に対する追加意見・質疑応答＞

●福岡県

前執行部が，事前に指導に関するアンケー

ト等を取られたこともなく，どのようなコン

センサスを取ったのかよく分からない。

日医鈴木常任理事－日医では，適時調査で実際

そのような運用になっているということで，

合意した経緯がある。現在，全国からお寄せ

いただいた意見を取り纏めているので，この

結果を見て対応したいと考えている。

16．新規個別指導における指導結果について

（沖縄県）

本県では，開業（開設）から概ね１年以内の

医療機関に対して，新規個別指導が実施され

るが，指導の結果，「再指導」となった場合に

は新規といえども一般個別指導を受けねばな

らず，医療機関に与える心理的重圧は大きい。

各県の状況について伺いたい。

＜各県の回答状況＞

提案県と同じ取扱いは，福岡・佐賀・大分・

宮崎・鹿児島県であった。新規個別指導は教

育的指導が本来の目的であり，返還等を求め

るべきではないとの意見が出された。

日医鈴木常任理事－具体的な事例を見てみると，

殆どが保険診療に関する知識不足というのが

実情である。開業したばかりの医療機関に対

する指導は教育的なものであるべきで，通常

の個別指導の扱いとするのではなく，まずは

医師会と行政が協力をして新規指定時に保険

診療や請求事務の講習などを行う等の対応が

必要だと考えている。また，新規個別指導は

指導大綱に明記されたものではなく，後付け

されたものなので，その点も含めて折衝した

いと思う。

17．在宅患者訪問診療料の算定の矛盾について

（長崎県）

在宅患者訪問診療料は，平成22年度診療報

酬改定で「１ 同一建物居住者以外の場合 830

点」と「２ 同一建物居住者の場合 200点」と
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なった。

その算定方法には矛盾があり，在宅患者訪

問診療料のみであれば，世帯の異なる２人以

上の訪問診療を行うと，１人の訪問診療を行っ

た場合より点数が低くなる。

明確な根拠がなく，医療費抑制のみを目的

としたと考えられる矛盾した点数，算定方法

については，速やかに改定するよう日医から

要望していただきたい。

日医鈴木常任理事－都会の訪問診療は，離れて

いるといっても徒歩や自転車で移動すること

ができるが，我々の訪問看護は５キロ，10キ

ロ，15キロ離れたところを回る。むしろその

ようなところに加算が欲しいと思う。結局は

そのような議論の末，決まったことであるが，

現実的に非常に不整合な部分が多々あるので，

次回の改定に向けて改善できるよう要望を出

していきたい。

出席者－荒木常任理事，上田・済陽理事，

竹崎課長，牧野主事

介 護 保 険 対 策 協 議 会

鹿児島県水間理事の司会により開会し，鹿児

島県鉾之原常任理事，日医三上常任理事より挨

拶があり，鹿児島県鉾之原常任理事が座長に選

出され協議に入った。

１．療養病床転換意向アンケートに基づく介護

療養病床廃止撤廃に向けて（大分県）

２．療養病床転換施策の見通しについて（佐賀県）

※１～２は一括協議

九州各県から療養病床転換の意向調査の報

告があった。結果は各県とも医療療養病床

は「現状維持」，介護療養病床は「未定」が多

かった。

９月８日の衆議院厚労委員会で平成23年度

末の療養病床廃止は困難とするという発言が

長妻厚生労働大臣からあったことから，日医

の意見を伺った。

日医三上常任理事―介護療養病床廃止が困難と

発言されたのは，我々が長く戦ってきた結果

だと思う。介護療養病床は社会的入院が大半

なのだろうと思われていたが，調査によって

医療が必要な方が多いことが分かった。また，

介護療養病床は医療療養病床とは患者特性が

違うこと，転換老健と介護療養病床は患者特

性が変わらないことなどが分かってきた。今

後中医協の下の診療報酬検討組織の慢性期評

価分科会で検討されるが，予想としては介護

療養病床を存続させると思われるし，そのよ

うに持っていきたい。そのためには，法改正

が必要であり，来年の春までには「介護療養病

床を廃止する法律を廃止する法案」が出ると思っ

ている。問題は，国の方針に従って，転換し

たくなかったのにやむなく転換をした病床で

あるが，元に戻せるような手立てを交渉して

いきたい。

３．介護保険施設全体のあり方について

（鹿児島県）

鹿児島県より，介護保険法施行後すでに10

年以上経過しており，介護療養病床のみなら

ず，介護保険施設全体のあり方や，医療の外

出しについての議論が必要ではないかと問い

かけがあった。

各県とも見直しが必要という意見で，平成
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24年の同時改定に向け十分に議論していかな

ければならないという考えで一致した。宮崎

県からはそれぞれの施設の入居者の要介護度

が重症化しており，利用者と施設がマッチし

ていないので，抜本的な見直しが必要である

と意見を述べた。

日医三上常任理事―介護保険創設当初は，施設

の特性に合わせて，利用者が状態に応じて施

設間を移動するという前提であったが，入所

待ちが多い現在の状況では施設間の移動がで

きず，適切なケアマネマネジメントという意

味でミスマッチが起きている。医療の外出し

は微妙な問題であり，老健等が外からの医療

が受けにくいというのは今後の課題であるが，

「介護保険施設は全部外出し」という方向に

進んでいくのはこわい。慎重な議論が必要で

ある。

４．特養入居者に係る医療行為について（宮崎県）

宮崎県より，県行政から特別養護老人ホー

ム嘱託医へ６月に通知された「特養入居者に係

る医療行為について」の文書についての顛末，

またそれを受けて本会が実施したアンケート

の結果を報告した（詳細は日州医事平成22年10

月号日州医談参照）。

５．居宅療養管理指導費の算定について（福岡県）

福岡県では，居宅療養管理指導費の算定に

当たり，契約書や同意書，重点事項説明書等

について不適切事例が見受けられたことから，

昨年度，県行政と共同で「居宅療養管理指導費

に関する説明会」を実施した。他県ではこのよ

うな事例はないということであったが，介護

保険を普段行っていない医療機関は，利用者

がサービスを選択し契約を結ぶという介護保

険の基本をよく理解しておらず，契約書や同

意書，重点事項説明書等の不備が起こりうる

と思われるので注意をしていただきたい。

６．維持期リハビリテーションについて（長崎県）

長崎県から次のように提案の趣旨説明があっ

た。急性期及び回復期リハビリについては，

現在，医療保険で手厚いサービスが保障され

ているが，維持期リハビリについては，医学

的に必要性が認められているにもかかわらず

介護保険に組み込まれてしまい，ケアマネの

知識不足や所属施設の囲い込み，及び制度に

よる複雑な制限からニーズに十分対応できて

いるとは言えない状況である。グループホー

ムや老人ホームなどのいわゆる居宅系施設に

おいても，リハビリが必要な方に提供する方

法がないのが現状である。少なくとも介護認

定を受けるレベルの利用者には，必要に応じ

て外付けの医療サービスが提供できるシステ

ムの構築が望まれるがいかがか。

各県とも，維持期リハビリについての重要

性が認識されていないとの意見であった。ま

た，リハビリに対する数々の制限の撤廃や，

維持期リハビリも医療保険で行うべき，介護

保険で行われるリハビリの質への懸念などが

発言された。宮崎県からは「リハビリをしても

状態が変わらないからリハビリは必要ないと

思われがちである。ちょっとしたリハビリで

も続けていくことで悪くならない。医師会員

でさえ関心が薄い方が多いので，維持期リハ

ビリの必要性を啓発していかなければならな

い」と発言した。

日医三上常任理事―必要なリハビリができない

という意見を多く耳にしている。診療報酬検

討委員会の下に，同時改定に向けたプロジェ

クト委員会を作った。メンバーにはリハビリ

の専門家にも入っていただいている。同時改

定の重要事項であるので，日医でも特に検討

をしている。

７．介護認定審査会の審査員と調査員の人員の

確保について（長崎県）

長崎県から審査員だけでなく，調査員の不

足が問題となっており，申請数の増加と末期

癌等の重症事例の増加に伴い介護認定の遅延
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を引き起こしつつあると報告があった。調査

員については，宮崎市では４月から市社会福

祉協議会に委託しており，介護認定の遅延な

どの問題は出ていないと報告した。

しかし，審査員については，宮崎県でも辞

任があった場合後任が見つからず大変苦労を

している現状を報告したが，各県とも調査員

より審査員の人材確保に頭を悩ませているよ

うな状況であった。

８．認知症疾患医療センター整備の進捗状況に

ついて（佐賀県）

九州の中で，宮崎県，佐賀県，沖縄県では

認知症疾患医療センターがまだ整備されてい

ない。整備されている地域でも活発に活動で

きていない県がほとんどである。その中で先

進県である熊本県では，基幹型（熊本大学附属

病院）１か所，地域型７か所が設置され，事例

検討会や，かかりつけ医認知症対応力向上研

修の修了者向けのステップアップ研修を開催

するなど活発に活動をしている。

９．消費税の非課税制度について（沖縄県）

沖縄県より，次のように議題の趣旨説明が

あり，日医に説明を求めた。医療や介護等の

社会保障政策に係る安定した財源確保を論じ

る上で消費税引き上げの必要性が指摘される

ことはやむを得ないところだが，消費税につ

いては，社会保険診療等に係る控除対象外消

費税のゼロ税率や軽減税率化等も論点として

挙げられているところである。

介護保険サービスについても，その多くが

消費税は非課税として取り扱われており，今

後，医療と介護の一体的な検討が求められて

いることを考えれば，介護保険に係る消費税

の取り扱いについても何らかの議論の場が必

要となるのではないかと考える。

日医三上常任理事―日医も十分認識しており，

医療保険の消費税問題を要望する際に「社会診

療報酬等」と「等」をつけて要望しており，介

護保険もこの中に含まれると思っていただき

たい。

全国老人保健施設協会の調査では，60床以

下で365万円，61～80床で507万，とんで150床

以上では905万の損税がでているとわかった。

消費税率が上がると，負担も増えるのでしっ

かり要望していきたい。

10．グループ化した有限会社（居宅支援事業所，

訪問介護，訪問看護ステーションなど併設し

た）による有料老人ホーム（高専賃など）の問題

点について（熊本県）

熊本県よりグループ化した有限会社による

有料老人ホームの問題として，①上限いっぱ

いのケアプラン作成による介護サービスの提

供，②一般有床診の入院一人あたりの診療報

酬に比べても，かなり高額の１か月間の報酬

を訪問介護，訪問看護ステーションのサービ

スを提供して得ている。しかも，有床診は各

種厳しい監査などをパスしなければならず不

合理である，③「高齢者の尊厳性を尊んだ介護」

が実践できているのか疑問，などが挙げられ，

有料老人ホームなども行政の許認可が必要で

はないかと問いかけた。

これに対し，各県からは許認可は必要とい

う意見が多かったが，行政に任せず協議会な

どを設置し自ら質を向上するのが望ましいと

いう意見もあった。

質に関しては，玉石混淆であるという意見

が多く，宮崎県からは「往診をしている先生は

問題を認識しているが，していない先生は全

く知らない。今後，各医師会でこの問題を取

り上げ，患者が不幸にならないようにしなけ

ればならない」と発言し，日医三上常任理事も

「地域医師会が目を光らせていて欲しい」とお

願いされた。

出席者－立元・石川常任理事，矢野理事，

久永課長補佐

日 州 医 事平成22年11月 第735号34



地 域 医 療 対 策 協 議 会

鹿児島県池田常任理事の司会により開会し，

鹿児島県江畑副会長，日医高杉常任理事の挨拶

があり，鹿児島県江畑副会長が座長に選出され

協議に入った。

１．消防法改正に伴う「傷病者の搬送及び受入れ

の実施に関する基準」について（宮崎県）

２．傷病者の搬送・受入れ実施基準策定の進捗

状況について（佐賀県）

※１～２は一括協議

東京や関西地区等の医療機関が充足してい

る地域での患者たらい回しや受け入れ拒否が

問題となり，平成21年に消防法が改正され，

都道府県ごとに地域の実情に応じた傷病者の

搬送及び受入れの実施に関する基準を速やか

に策定することとなっている。消防機関には

実施基準の遵守義務，医療機関には実施基準

の尊重の努力規定が設置され，宮崎県では，

宮崎県救急搬送受入れ対策協議会を設置して，

平成22年12月の公表を目途に，対象疾病を10

（重篤，脳疾患疑い，心疾患疑い，外傷，熱傷，

中毒，小児，妊産婦，消化管出血，精神疾患）

に絞り，観察基準や選定・伝達基準の検討を

行い，宮崎県メディカルコントロール協議会

とも連携して，実施基準を策定することになっ

ている。

九州各県からは，傷病者の状況に応じた医

療機関リストを公表することで，リストに掲

載された医療機関に救急患者が集中するなど，

過度の負担がかかるのではないかと危惧する

意見もあったが，医療機関リストへ全ての事

案を搬送するものではなく，地域の実情や傷

病者のかかりつけ医療機関の有無等を考慮し

て，迅速かつ適切な搬送に努める必要がある

として，これまで各地域で消防機関と医療機

関が連携しながら取組んでいる部分を崩すの

ではなく，あくまでも搬送先がない場合等に

活用されることになっている。

日医高杉常任理事－日医からの強い要望で毎年

見直し（検証）を行うことになっているので，

各県，各地域でそれぞれの対応があるだろう

が，これを契機に各地域で消防と医療の連携

を深め，救急医療の推進を図っていただき

たい。

３．療養病床再編と急性期・慢性期の医療連携

体制について（大分県）

がんや脳卒中など，地域連携パスの構築に

より医療の効率化を推進しようとしているが，

基礎疾患を多く抱える高齢者にとって，急性

期医療を終えた後も引き続き入院治療が必要

なことが多く，容易に在宅復帰は実現しない。

機能分化のもと，療養病床が大幅に削減され

れば，特に過疎地での後方体制は立ち行かな

くなり，急性期病院への患者の受入れが困難

となる状況も予想される。過去４年間に療養

病床が10数％も減少しており，これ以上の療

養病床減少は地域内の医療連携体制の崩壊に

つながると危惧している。幸い，平成23年度

末の介護療養病床の廃止が延期されたが，今

後の動向について日医の見解を伺いたい。

日医高杉常任理事－要介護者が増え，療養病床

は益々必要となってくる。平成23年末の介護
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療養病床の廃止は政権交代により猶予され

たが，介護療養病床そのものの廃止は撤回さ

れておらず，日医としては，これまでどおり

療養病床の必要性を国へ要望していく。年内

には，猶予か撤回かがはっきりされる予定で

ある。

４．急病センターと後方支援病院の存在につい

て（鹿児島県）

鹿児島県鹿屋市では，夜間急病センター設

置の準備を進めているが，急病センターの医

師の確保も困難であり，開業医が交代で詰め

ることになる。更に二次・三次を引き受ける

後方の支援病院が医師不足で充分機能してい

ない。

九州各県からは，成人と小児で対応が分か

れている地域がほとんどであり，県央地域で

は急病センター，後方支援病院ともに連携が

とれている県が多いが，地方では一次対応の

開業医の高齢化や疲弊した現状，医師不足の

深刻化に伴う二次救急医療体制の崩壊等が報

告された。また，小児科・産科医不足，急病

センターへのコンビニ受診，二次を輪番制で

対応している民間病院の疲弊等も報告された。

日医には，地方における一次・夜間急病への

手当の増額や二次・三次病院の医師不足対策

への積極的な取組みが要望された。

５．各県におけるがん診療地域連携クリティカ

ルパス策定状況について（福岡県）

国の施策で，５大がんの肺がん，胃がん，

肝がん，大腸がん，乳がんのクリティカルパ

スを策定し，運用するようにとのことだが，

各県の策定状況と女性特有のがんの無料クー

ポンの利用状況・受診率についてお尋ねし

たい。

九州各県では，熊本県と沖縄県で既に５大

がんのパスを策定済みであり，特に熊本県で

は，県の予算で熊本大学医学部附属病院に３

名の専従コーディネーターが配置され，複数

の医療機関間のパスを管理している。他の県

でもがん診療連携拠点病院である大学病院を

中心に検討されている状況が報告されたが，

運用にあたっては，パスの一元的な運用管理，

情報収集・分析，フィードバックが重要であ

るものの，行政はパスの管理等に対しては積

極的な取組みが行われておらず課題が提起さ

れた。また，無料クーポン導入に伴う検診の

受診率は，子宮頚がん・乳がんともに２割弱

から２割の半ば程度である。

６．各県における地域医療再生計画の進捗状況

について（福岡県）

九州各県ともに，25億円の２医療圏での計

画を策定し，事業を開始しているところであ

り，医師確保対策や IT を活用した医療連携シ

ステムの構築等の事業が報告された。

日医高杉常任理事－それぞれの地域医療の再構

築のための基金であったが，行政主導の計画

が多かったと感じている。基金の活用は県医

師会が中心に取組まなければ機能せず，医師

会主導で積極的に関与して欲しい。また，良

い計画ができても運用がうまくいかなければ

意味がなく，基金終了後のランニングコスト

も考慮して，25年度以降の運営を各県で検討

していただきたい。日医としても，基金終了

後もしっかりフォローしたいと思っている。

７．県境を越えた医療連携構築について（熊本県）

地域医療崩壊は，地域の24時間救急医療体

制を担っている急性期病院の医師確保が困難

になったことから始まり，新臨床研修医制度
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にあげられる医師不足のなかで医療機能の集

約化（拠点病院化）が進められ，症例数・施設

基準などによって，大都市に拠点病院が集中

していく傾向に危惧している。現在の医療計

画は県単位で検討されており，県境に存在す

る二次救急機関病院の医師確保がますます困

難になってきている。県境を越えた生活圏で

の医療機能の充実を検討していかないと，そ

の地域はお互いに県中心方向へ引きはがされ

ていく危険性を実感している。

九州各県からは，ドクターヘリの共同運航

や県境の郡市医師会・市町村の連携事例など

について報告があり，例として，福岡県と大

分県境にある４つの郡市医師会並びに近隣の

市町・関係機関が連携して，中津市民病院広

域医療圏対策研究協議会を設置し，中津市民

病院内に小児救急医療センターを整備するこ

とになった事例や，本県の都城市郡医師会病

院の夜間急病センターへ鹿児島県曽於市から

の患者受入れが多いので，曽於市の自治体か

らの運営補助金の助成や曽於市の開業医が

夜間当直医として協力している事例が報告さ

れた。

日医高杉常任理事－医療機関が集約化・重点化

されていくなかで，縮小されていく地域をい

かにカバーしていくかということが重要であ

り，地域の住民を守るという視点で，隣県と

の共同利用等いろんな連携があると思うので，

互いに連携を図って取組んでいただきたい。

８．新しいワクチン（HPV，Hib，肺炎球菌）への

公費助成に対する各県の現状と今後の対応に

ついて（長崎県）

ここ最近，H PV，H ib，小児用肺炎球菌ワ

クチンが承認され，任意接種が開始されてい

るが，ワクチンが高価であるため接種費用も

高く，接種率が伸びていない。現在，H PV，

H ib，小児用肺炎球菌ワクチンの助成として，

国が150億円補正予算に計上してくれようとし

ているので，推移を見守りたい。

九州各県では，沖縄県を除き，各県一部の

市町村で助成をする動きはあるが，ごくわず

かである。医師会としては，10年以上前から

継続して定期予防接種化を要望しているが遅々

として進んでいない現状等が報告された。

佐藤常任理事からは，各市町村や県へも働

きかけをしているが，財政がひっ迫しており

…等で話が進まない現状が報告され，W H O が

推奨している上記３つ以外のＢ型肝炎，水痘，

流行性耳下腺炎ワクチンを含めて６種類の任

意ワクチンを定期接種化としていただくよう，

日医から厚労省への働きかけを依頼された。

日医高杉常任理事－日医としても任意接種の定

期接種化はかねてから国に要望しており，

担当の保坂常任理事を中心に精力的に活動

を行っている。現在，予防接種推進専門家

協議会とともに実施している予防接種キャン

ペーン（定期接種化への署名活動）では，署名

を1,000万人集めたいので，ご協力をお願いし

たい。

出席者－佐藤・古賀常任理事，金丸・峰松理事，

小川課長
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全国医師会医療秘書学院連絡協議会定例総会

と き 平成22年９月25日�
ところ ユアーズホテルフクイ（福井市）

平成22年度全国医師会医療秘書学院連絡協議

会定例総会は，福井県医師会の担当で開催さ

れた。

協議会長挨拶（福井県松田会長）

政権交代して１年が経過したが，いまだ具体

的な年金改革案は示されず，廃止を公約した後

期高齢者医療制度においては75歳以上を再び国

保に戻すことが考えられている。菅内閣の施策

は医療を成長産業として捉えており，市場経済

において数兆円規模の財政を拡大するというの

は間違った政策だと思っている。世界に冠たる

皆保険制度が風前の灯になるように感じている。

本協議会は今後とも医師会の手による医師会の

ための医療秘書養成を行い，日本の医療に寄与

できる人材を一人でも多く送り出したい。

来賓祝辞（日医羽生田副会長）

医療秘書が診療報酬上の点数に入ったのは，

本会からの要望事項として提案されたためであ

る。診療所にも医療秘書の働く場を作らないと

いけない。そのためには医療秘書はどうあるべ

きか考え直す必要があり，プロジェクト委員会

を立ち上げた。どのような仕事をすべきか，今

のカリキュラムでよいのか，足りないのはどこ

でどう伸ばすべきかといった議論をしていただ

くことと，教科書の見直しの話も出ている。日

医認定医療秘書は病気に関して人間の体，患者

さんの心というものをカリキュラムに大きく取

り入れている。そこが医療秘書と名乗っている

他のところとの大きな違いだ。

第二次菅内閣が発足した。人間の大切さを国

家の柱とすると言っており，特に医療福祉は大

きな問題なので厚労省と新たな関係を築いてい

かなければならない。今後大臣を中心に副大臣，

政務官と国民医療のあり方を十分議論していき

たい。

１万人を超える日医医療秘書認定試験受験者

がおり，7,600人が資格取得している。医療秘書

が医師・看護師の過重労働を軽減させるものだ

と考えている。

報 告

１）平成21年度会務報告

２）常任委員会

３）日本医師会医療秘書認定試験委員会

４）日本医師会認定医療秘書のあり方に関する

検討委員会（プロジェクト）

５）各学院の現況調査結果

６）医療保険請求事務実技試験委員会

１）～６）について詳細な報告が行われた。そ

の中の日本医師会認定医療秘書のあり方に関す

る検討委員会については，師委員長より，「２年
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間という期間限定の委員会である。原中会長か

らの諮問は『今後の日本医師会認定医療秘書のあ

り方，日本医師会認定医療秘書要綱，特にカリ

キュラムの見直しや教科書の改訂について』であ

る。今度は多少カリキュラムにも踏み込もうと

いう話になっており，しっかり整えていかなけ

ればならない。教科書の内容によっては単位が

増えることもあるかもしれない。修業年限につ

いては従来通り通信教育２年や全日制１年とい

うことで変わりないだろう。実技科目も内容豊

富に色々なものを取れるようにしたが，認定試

験に合格しても実技が取れず認定証を取得でき

ない学生がいるようだ。日医認定というからに

はこれだけの内容は覚えてもらわなくては，教

えなくてはという日本医師会としての目標があ

ると思うので，委員会で検討し採り入れていく

ことになるだろう」と報告が行われた。

また，各学院の現況調査結果について，宮崎

県からの報告は以下の通り。

宮崎学園短期大学‥「日本医師会認定」という

のを広めるのが第一だ。全員合格を目指して鍛

えていこうと思っている。人数が少ないので来

年度はもう少し増やしたい。高校にアピールし

ないとなかなか認知度が低く，知ってもらえて

いないので，PR していきたい。

宮崎医療管理専門学校‥学生募集が昨年から

厳しい状況になっている。難しいのではという

イメージが高校生にあるので，やりがいのある

確かな資格だと理解してもらうことが課題だ。

就職が厳しい中で本校は100％の就職率を達成し

ているので，今年は高校生の反応がよいようだ。

今後学生数は減っていくので目的を持ったよい

学生を獲得できるよう頑張っていきたい。

都城コアカレッジ：本校のねらいとして，実

習が直接就職に結びつくような形が取れたらと

いうことで，病院には就職も含めた医療事務実

務実習の相談をしている。取組み始めたばかり

なので結果が出るのは２～３年後だろうが，病

院への就職を確実なものにしていきたい。

協 議

１）平成21年度収支決算

２）平成22年度事業計画（案）

３）平成22年度収支予算（案）

４）次期当番県の決定について

１）～４）について協議が行われ，提案通り承

認された。

次期当番県は静岡県に決定した。定例総会は

平成23年９月23日に開催される予定。

総 括（日医藤川常任理事）

４月から，医療関係職種ということで医療秘

書に関しても担当するよう仰せつかった。現実

に医療秘書的な仕事を事務方にしてもらってい

るところもあるが，日本医師会の医療秘書の位

置付けが一般会員に理解されていないし，学院

のある県の役員であってもそのようだ。会員の

中でコンセンサスが得られていないのを感じる。

診療報酬点数を付けないと開業医にとっては雇

用が難しいので，勤務医の補助的事務に関して

は原則として国公立等の大きいところでないと

条件をクリアできていない。中小病院や診療所

などに対する日本医師会医療秘書の位置付けが

必要だ。日本医師会でできることは診療報酬の

裏付けだ。単に仕事の合理化や医師の仕事軽減

ではなく，医療の質を高めてそれに対する国民

的認知を得て厚労省にきちんと点数を付けさせ

るところまで持っていかないといけない。最終

的に全都道府県に広めていくにはそれが必要だ

と痛感している。

出席者－富田副会長，長倉理事，杉田課長，

喜入主事
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平成22年度全国医師会勤務医部会連絡協議会

と き 平成22年10月９日�

ところ ホテル東日本宇都宮（栃木県宇都宮市）

理事 上
うえ

田
だ

章
あきら

日本医師会主催の標記連絡協議会が，栃木県

医師会の担当で「地域医療再生～地域の力，医師

の団結～」をメインテーマに開催され，全国から

388名が参加し活発な討議が行われた。

原中勝征日本医師会長は挨拶および特別講演

１「医療の明日のために，今，できること―日本

医師会の変革と地域医療の再生―」において，こ

れまでの経緯と展望について次のように述べた。

（１）医療費増加政策への転換。医療費亡国論や

医療費適正化政策によって，地域医療の崩壊が

深刻化した。2002年度以来マイナス改定が続い

ていたが，2010年（平成22年）度の診療報酬改定

においてわずか0.19％ではあるものの医療費増

加政策に転換した。財務省は診療報酬の引き上

げではなく配分の見直しを主張しつづけている

ので，引き続き医療費増加の必要性を強力に主

張しなければならない。最近10年間，診療報酬，

消費者物価指数，実質賃金はいずれも下落して

いるが，特に診療報酬の下落幅が大きい。また，

20年間で医療費に占める国庫負担の割合は30％

から25％へ，５％引き下げられた。（２）医師不

足と偏在の解消へ。1982年以来医師養成数の抑

制が進められてきたが2008年に医師養成数増加

に転じ，医学部の定員は2007年度7,625人から2010

年度8,846人へとすでに1,221人の増加が行われ

た。人口1,000人当たりの2008年の医師数は，

O ECD 加盟国平均3.1人，G７平均2.9人，日本

2.2人である。今後の医師数の見通しは，人口減

少傾向もあり，2025年には2.8人に達する。した

がって，今後の医師養成数の在り方として，財

源の確保等の前提条件のもとで中長期的には医

師数を1.1～1.2倍にすることが妥当である。医

学部新設は必然性がなく，逆に教員の確保のた

めに現場からの医師の引き上げ，地域医療の崩

壊を加速させる。（３）市場原理主義の医療への

参入阻止。現政権下において，混合診療の全面

解禁，医療ツーリズム・国際医療交流などの動

きがある。保険外併用療養の範囲拡大について

は，現在の「評価療養」や「選定療養」の制度の機

動性を高めることで対応すべきであり，混合診

療の全面解禁および医療ツーリズムという営利

企業の医療への参入には反対である。混合診療

の全面解禁は公的医療保険の給付範囲の縮小，

公的医療保険に対する信頼性の低下，患者負担

の増加をもたらし国民に益はない。（４）最後に，

財務省や厚生労働省は，医師を勤務医と開業医

とに分けて対立させ，診療報酬の配分の見直し

という議論を行っている。地域医療崩壊の根本

原因は医療費抑制政策であって，地域医療再生

のためには，総医療費の引き上げと勤務医・開

業医の協力が必要である。医師の団結のために
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取組む課題として，①それぞれの医師会は両者

の接点を強化し，勤務医の医師会への参加を促

すとともに，協働して取組むこと，また，日医

の活動を透明化し国民に理解されるように努め

る。②すべての医師，特に女性医師を含む病院

勤務医の労働環境の改善をはかり，国民の医療

への信頼を確保することが必要である。

石原謙教授（愛媛大学医療環境情報解析学）は，

元日医総研の研究者で，特別講演２「すぐに役立

つ勤務医のための医療と経済の基礎知識―そし

て必要なのは産業論的戦略行動―」と題して次の

ように述べた。（１）米国の G M やフォードの自

動車１台当たりの製造原価における医療費コス

トは1,500ドルであるが，日本のトヨタなどでは

僅かに８千円程度であり，日本の健康保険制度

は国民ばかりでなく，日本の産業そのものを守っ

ている。また，医療行為当たりの日本の医療費

は米国の1/10で，医療費は年間30兆円程度，G D P

比で先進国中最低であるにもかかわらず，常に

医療費の高騰や財源問題が議論されるのは医療

者とマスコミと政治家の説明不足である。（２）

勤務医の過労や大変さは医療者には理解できる

が，経済状態がよくないので一般国民には理解

できない。日本の公的医療保険制度が抑制され

ると経済的損失および将来の不安要因になる旨

を国民に対して説明することが賢明な戦略であ

り，行動しかないであろう。（３）保険業界は公

的医療保険の危機を煽って，民間保険の拡大を

狙っている。日本の公的医療費は約30兆円，公

的医療保険料はその1/3の10兆円程度に比して，

民間保険会社の集める保険料（生命保険，医療保

険，損害保険など）は毎年50兆円と巨額であるこ

とを理解する必要がある（保険金契約額は3,000

兆円）。（４）O ECD のデータによれば，日本の医

療の質は「呼吸器疾患の治療成績」以外はすべて

最高ランクであるが，日本人の健康満足度は最

低ランク（＝不安）である。日本の医療の質が高

いことをマスコミや政治家と国民に繰り返し伝

えなければならない。（５）医療費の財源問題は

本来政府が責任をもって配分すべき問題であり，

医療人は税論議に巻き込まれないことが賢明で

ある。（６）民間保険の実態を知り，社会保険庁

つぶしがもたらす影響などを正しく認識すべき

である。（７）D PC は萎縮診療をもたらす。諸外

国での D RG /PPSは高騰しすぎた医療費抑制の

ために導入されたが，日本では医療費が少ない

ので D PC を導入する必然性はない。（８）混合診

療はやがて日本経済まで麻痺させる毒饅頭であ

る。国民が懸念する真っ当な高度先進医療は100

億円以下であるから公的医療保険に含むべきで

ある。（９）勤務医と開業医が対立してはならな

い。医療費総額1.5倍の要求と診療報酬単価の引

き上げが必須である。（10）「日本の医療費が高

い」，「医師の給与が高い」，公的医療費抑制論，

混合診療推進論などの世間に流布する誤った医

療経済情報や政策情報に毒されないようにしな

ければならない。

ほかに，「医療再生の新しい取り組み」と「今，

勤務医に求められる“医療連携”とは」のふたつの

シンポジウム，「日本医師会勤務医委員会報告」

と「女性医師問題に関するアンケート調査報告（栃

木県）」のふたつの報告，ランチョンセミナーと

して「新型インフルエンザ・総括」などの講演・

討論がなされた。

次回の本協議会は富山県医師会の担当で，平

成23年10月29日�に富山県富山市において開催

の予定である。

以下に栃木宣言（案）およびプログラムを掲載

する。
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【 栃 木 宣 言（案）】
小泉政権以来の医療費抑制政策は政権交代により転換されたが，現状と乖離した医療介護政

策では国民が安心できる医療体制は構築できない。国内外の現状を正確に分析した evidence-

basedの政策の立案を切に願う。また，現代の医療，社会とマッチしない旧態依然たる医師法，

医療法も勤務医の労働環境を悪化させている一因であることは否めない。我々，勤務医は，こ

のような厳しい現状の変革を希求しつつも，限られた医療資源を最大に活かし，国民が望む最

善の医療を提供する使命がある。

よって，我々は以下の宣言をする。

一， 医療の高度化，加速する高齢者増に見合った医療・介護予算の増額を求める。

一， 勤務医の労働時間をO ECD加盟国の平均水準にできる医師数の実現を求める。

一， 男性医師，女性医師が互いを理解し助け合う男女共同参画を推進する支援体制のさらな

る整備を求める。

一， 勤務医が患者のための医療に専念できる医師法，医療法の改正を求める。

一， 勤務医は，地域のすべての医師との連携を強化し，地域住民と協働して医療再生に取り

組む。

一， 勤務医は医療・介護行政の改善を要求すると共に，自らも，常に向上心を持ち己を律し

献身的に医療に従事する。

平成22年10月９日

全国医師会勤務医部会連絡協議会・栃木

【プログラム】
総合司会：栃木県医師会常任理事 福田 健

開 会 栃木県医師会副会長 尾形 直三郎

挨 拶 日本医師会長 原中 勝征

栃木県医師会長 太田 照男

来賓祝辞 栃木県知事 福田 富一

宇都宮市長 佐藤 栄一

特別講演１

「医療の明日のために，今，できること―日本

医師会の変革と地域医療の再生―」

日本医師会長 原中 勝征

座長 栃木県医師会長 太田 照男

報 告

「日本医師会勤務医委員会報告」

日本医師会勤務医委員会委員長 泉 良平

「女性医師問題に関するアンケート調査報告（栃

木県）」

栃木県医師会勤務医部会理事 望月 善子

特別講演２

「すぐに役立つ勤務医のための医療と経済の基

礎知識―そして必要なのは産業論的戦略行動―」

愛媛大学大学院医学系研究科医学専攻

医療環境情報解析講座 教授 石原 謙

座長 栃木県医師会常任理事 福田 健

次期担当県挨拶

ランチョンセミナー

「新型インフルエンザ・総括」

自治医科大学地域医療学センター

公衆衛生学部門 教授 尾身 茂

座長 栃木県医師会勤務医部会副部会長

関口 忠司
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シンポジウム１

「医療再生の新しい取り組み」

座長 栃木県医師会副会長 尾形 直三郎

栃木県医師会勤務医部会理事 三瀬 順一

�安心に包まれた暮らしを自分たちの手で守

るために

地域医療を守る会副会長 石本 知恵子

�地域医療を守り健康長寿のまちづくりをめ

ざして

N PO 法人のべおか市民力市場理事事務局長／

宮崎県北の地域医療を守る会事務局長

福田 政憲

�地域医療を守り育てる住民活動の集いの経

過説明

自治医科大学地域医療学センター

地域医療学部門助教 小松 憲一

�社会が求める医療のあり方

読売新聞東京本社編集委員 前野 一雄

�医療学の義務教育導入

茨城県立中央病院病院長 永井 秀雄

シンポジウム２

「今，勤務医に求められる“医療連携”とは」

座長 栃木県医師会勤務医部会理事

中澤 堅次

栃木県医師会勤務医部会理事 阿久津 郁夫

�地域医療を守るための取り組み―地域にお

ける救急医療―

大田原赤十字病院長 宮原 保之

�院内連携‥男性医師―女性医師のチーム

連携

大阪厚生年金病院産婦人科部長

小川 晴幾

�男女共同参画という連携からはじまる病院

環境の整備

自治医科大学腎臓内科教授／女性医師支援

センター副センター長 湯村 和子

�離島診療所が必要とする医療連携

沖縄県立中部病院

プライマリケア・総合内科 本村 和久

�がん治療における在宅医療連携

要町病院副院長／要町ホームケアクリニッ

ク院長 吉澤 明孝

特別発言‥患者，衆議院議員の立場から

栃木県難病団体連絡協議会長／衆議院議員

玉木 朝子

コメンテーター‥日本医師会常任理事

三上 裕司

栃木宣言採択

開会 栃木県医師会副会長 五味渕 秀幸

出席者

勤務医部会－大地・黒木・米澤理事

（県医） 荒木常任理事，上田・金丸理事，

鳥井元係長

なお，本会勤務医部会では下記のとおり後期講

演会を開催予定である。

平成22年度 宮崎県医師会勤務医部会・後期講演会の案内
日 時‥平成23年２月19日（土）午後４時～６時

場 所‥宮崎観光ホテル

講 師‥宮崎大学医学部長・感覚運動医学講座顎顔面口腔外科学分野教授

迫田 隅男 先生

講 師‥独立行政法人放射線医学総合研究所

重粒子医科学センター病院臨床検査室医長（作家）

江澤 英史（海堂 尊） 先生
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平成22年度日本医師会認定医療秘書養成制度
卒業生求職のお願い！

宮崎県医師会では18年度より，日本医師会認定医療秘書の養成を下記３教育機関に委託しており，

来年３月に４回目の卒業生が誕生いたします。全日制の２年課程で医学基礎教科・秘書専門教科とし

て看護師養成課程に近いレベルの教育をされており，専門的な医療事務に必要な知識，最新の情報処

理技能などの資格を備えるとともに，「誠実さ」「思いやり」など，医療機関の今日的な使命を自覚し，

それにふさわしい対応ができる人間形成にも力を入れています。

是非，日医認定医療秘書の学生の方々を貴医療機関にご採用いただきますようご案内いたします。

求職希望，またお問い合わせ等につきましては，直接下記の加盟養成校担当者へご連絡いただきま

すよう，よろしくお願いいたします。

お知らせ

宮崎学園短期大学

（宮崎市）

宮崎医療管理専門学校

（宮崎市）

都城コアカレッジ

（都城市）

就職希望者16名

（女16名）

就職希望者17名

（男２名，女15名）

就職希望者14名

（男２名，女12名）

連絡先：℡0985-85-0146

宮崎市清武町加納1415

担当：佐土原 敦

谷口 和子

連絡先：℡0985-86-2271

宮崎市田野町甲1556-1

担当：福元 進

連絡先：℡0986-38-4811

都城市吉尾町77-８

担当：谷上 智子

中山さおり

原口桂一郎
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新薬紹介（その41）

今回は９月に薬価収載された骨粗鬆症治療剤

フォルテオ皮下注カート600μg（一般名：テリパ

ラチド（遺伝子組換え））とＴ細胞選択的共刺激

調節剤オレンシア点滴静注用250m g（一般名：ア

バタセプト（遺伝子組換え））について紹介いたし

ます。

フォルテオ皮下注カート600μg（一般名：テリ

パラチド（遺伝子組換え））

テリパラチド（遺伝子組換え）は，遺伝子組換

えヒト副甲状腺ホルモン（PTH）製剤です。PTH

の活性部分であるＮ端側34個のアミノ酸で構成

されています。米国では，2002年11月に骨折の

危険性の高い閉経後骨粗鬆症女性の治療及び原

発性又は性腺機能低下による骨粗鬆症を有する

男性の骨量増加を適応として承認され，欧州で

は，2003年６月に骨折の危険性の高い閉経後骨

粗鬆症女性の治療を適応として承認されました。

2010年７月現在，世界84か国又は地域で承認さ

れています。日本においては，2010年７月に骨

折の危険性の高い骨粗鬆症を効能・効果として

承認され，10月に発売されました。

１日１回の投与頻度で間欠的に投与すると，

主として前駆細胞から骨芽細胞への分化促進と

骨芽細胞のアポトーシス抑制により，骨形成に

直接関与する骨芽細胞が破骨細胞を上回って活

性化され，骨形成を促進することで骨粗鬆症を

治療するという新しい作用機序を有する国内初

の骨粗鬆症治療剤です。なお，本剤の投与は18

か月間までとされています。

国内のプラセボを対照とした臨床試験におい

て，本剤10～40μg/日を投与した安全性評価対

象252例中48例（19.0%）に副作用（臨床検査値異

常を含む）が認められました。主な副作用は，血

中尿酸上昇８例（3.2%），頭痛７例（2.8%），悪心

７例（2.8%）等でした。

注）新医薬品は，療養担当規則（保険医療機関及

び保険医療養担当規則）に基づき，薬価基準収載

後１年を経過する月の末日までは，投薬期間は

１回14日分を限度とされていますが，本剤の投

薬期間制限は，特例的に１回30日分を限度とさ

れています。

オレンシア点滴静注用250m g（一般名：アバタ

セプト（遺伝子組換え））

アバタセプト（遺伝子組換え）は，米国ブリス

トル・マイヤーズ スクイブ社により開発された

ヒト細胞傷害性Ｔリンパ球抗原-４（CTLA -４）

の細胞外ドメインとヒト IgG１の Fcドメイン（ヒ

ンジ-CH２-CH３ドメイン）より構成された遺

伝子組換え可溶性融合タンパク質です。米国で

は，2005年12月に承認され，欧州では，2007年

５月に承認されました。2010年７月現在，世界

50か国以上で承認されています。日本において

は，2010年７月に関節リウマチ（既存治療で効果

不十分な場合に限る）を効能・効果として承認さ

れ，９月に発売されました。

アバタセプト（遺伝子組換え）は，抗原提示細

胞表面の CD80及び CD86に特異的に結合するこ

とで，Ｔ細胞の活性化に必要な CD80/86と CD

28の相互作用による共刺激シグナルを選択的か

つ抑制的に調節する新規作用機序により，関節

リウマチの症候及び症状，身体機能，健康関連

の生活の質の改善作用を発揮します。

国内の臨床試験において，安全性評価対象223

例中186例（83.4%）に副作用（臨床検査値異常を

含む）が認められました。主な副作用は，上気道

感染（鼻咽頭炎を含む）76例（34.1%），上気道の

炎症24例（10.8%），口内炎20例（9.0%）等でした。

また，主な臨床検査値異常は，リンパ球減少28

例（12.6%），血圧上昇26例（11.7%），白血球増

加26例（11.7%）等でした。

〈参考資料〉

フォルテオ皮下注カート600μg，オレンシア

点滴静注用250m g各添付文書・インタビュー

フォーム

（宮崎県薬剤師会薬事情報センター

永井 克史）

薬事情報センターだより（282）
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■日医，10月から新 CM

―「すべての子どもに予防接種を」―

日医は10月から，新しいテレビ CM を放映す

る。世界保健機関（W H O）が推奨するワクチンの

定期接種化・公費助成を目指す「希望するすべて

の子どもに予防接種を！」キャンペーンと連動す

る内容で，「予防接種に関し，国に対して定期接

種化を働き掛けていくという日医のメッセージ

を伝える内容」としている。石川広己常任理事が

９月29日の定例会見で発表した。

（平成22年10月１日）

■控除対象外消費税で国を提訴
―兵庫県民間病院協の４法人―

兵庫県民間病院協会（吉田耕造会長）所属の４

医療法人は９月28日，医療機関で発生している

「控除対象外消費税」をめぐり，国を相手に損害

賠償請求訴訟を神戸地裁に起こした。現在の消

費税法が「憲法に反する不当な負担」を医療機関

に強いている実態について，裁判を通じて浮き

彫りにする方針。同協会によると，控除対象外

消費税に関する訴訟は全国で初めてという。

原告は榮昌会（吉田病院），中央会（尼崎中央病

院），康雄会（西病院），伯鳳会（赤穂中央病院）の

４医療法人。同協会は控除対象外消費税の問題

について，司法の判断を求めることを総会で決

議しており，代表して４法人を原告として送り

出した。 （平成22年10月１日）

■次回は診療所の引き上げを
―原中会長―

原中勝征会長は10月２日の九州首市医師会連

絡協議会のシンポジウムで，2012年度の診療報

酬・介護報酬同時改定に向けて，会内でプロジェ

クトチームを立ち上げ，議論を始めたことを明

らかにした。

また，急性期医療に重点配分された10年度診

療報酬改定を振り返り，12年度改定では「今度こ

そ診療所の配分を引き上げるように努力したい」

と述べた。

さらに，原中会長は３日の講演で，中医協委

員から日医役員を外したり，10年度改定での改

定率を急性期医療に傾斜配分したりしたことに

ついて「官僚や医師会の意見を聞かず，自分たち

の思い通りに物事を進めてしまうのが民主党政

権の危ういところ」と指摘。このほか，「地域医

療貢献加算」の算定要件について「地方厚生局長

によって考え方がだいぶ違うようだ」と述べ，「医

師が悪いことをしているような扱いはしないよ

う指導することを厚労省に求めている」とした。

（平成22年10月８日）

■「再発防止目的なら賛成」
―死因究明で原中会長―

原中勝征会長は10月４日，みんなの党の川田

龍平参院議員が東京都内で主催した「いのちの対

談」に参加し，死因究明制度について「第三者委

員会（の設置）は，私たちは大賛成。再発防止の

ための委員会であれば大いにやるべきだ」との考

えを示した。

さらに，原中会長は「第三者委員会があって，

そこに専門家が呼ばれて事実の検証をするとい

うことは大いに賛成だ」とする一方，「警察権力

が最初から入って，患者の目の前で手錠をかけ

るなんてことをしてはいけない。患者も悲しむ」

と語った。 （平成22年10月８日）

■地域医療再生基金に約2000億円
―補正予算案を閣議決定―

政府は「地域医療再生基金」に2000億円程度を

積み増すことなどを盛り込んだ2010年度補正予

算案を10月８日に閣議決定した。高次救急病院

などの拠点病院を整備して医療圏内の病院の役

日医FAXニュースから
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割分担を明確にさせるのが狙い。補正予算全体

は約５兆円で，うち医療や介護，福祉などの予

算は1.1兆円となる。

地域医療再生基金はすでに09年度補正予算で

2350億円を計上し，全国の94カ所（各県２カ所）

に25億円ずつ交付金を支給している。政府関係

者によると，今回の2000億円は現在執行中の計

画とは別に，都道府県に新たに計画を立てても

らう見込みという。今回は交付する医療圏の数

を減らす代わりに，１カ所当たりの金額を増や

す。高次救急病院やがんセンターなどの整備を

進め，医療圏内の病院のメリハリを図るという。

地域医療再生基金はもともと自公政権が09年

度補正予算で3100億円を計上していたものを，

政権交代後に民主党中心の連立政権が750億円削

減した経緯があり，今回の補正予算で方針転換

することになる。

●70～74歳の負担軽減に2800億円

補正予算案ではこのほか，70～74歳の高齢者

の医療費の窓口負担を２割から１割に軽減する

措置や，所得の低い高齢者の保険料負担を軽く

する措置を継続するため2800億円を計上する。

また「ヒトＴ細胞白血病ウイルス１型（H TLV -１）」

の抗体検査を妊婦健診に加える。妊婦健診を公

費負担するために設けている基金が10年度で終

了するため，基金を約100億円積み増し公費負担

を１年延長する。 （平成22年10月15日）

■日本脂質栄養学会のＧＬに異議
―原中会長―

原中勝征会長は10月20日，高久文麿日本医学

会長，寺本民生日本動脈硬化学会副理事長とと

もに記者会見を行い，日本脂質栄養学会が発表

した『長寿のためのコレステロールガイドライン

2010年版』に対する日医の見解を明らかにした。

同ガイドラインは，日本脂質栄養学会が９月

１日に発表したもので，そのなかには「コレステ

ロール値が高い方が長生きする」との記述があっ

たことから，医療現場に混乱が生じ，日本動脈

硬化学会からは，北徹理事長名による「科学的根

拠がなく，必要な患者の治療を否定するもので

容認出来ない」旨の声明が10月14日に出されて

いた。

当日の会見では，まず，原中会長が，「今回の

内容をめぐる一部メディアの報道により，一般

国民のみならず，患者，家族に大きな混乱が生

じ，高いリスクをもつ家族性高コレステロール

血症の患者のなかには服薬を中止している例も

あると聞いている」として，今回の事態に憂慮を

示し，国民に正しい理解をしてもらうため，本

日は記者会見を開催させてもらったと述べた。

そのうえで，原中会長は，ガイドラインの内

容に関して，「あくまでも治療は学問的な根拠に

基づいて行われなければならないが，このガイ

ドラインには問題も多く，健康社会の実現を目

指す日医としては看過することは出来なかった」

として，その内容に異議を唱えるとともに，マ

スコミ各社に対しては，健康・医療に関する報

道についての配慮を求めた。

一方，高久日本医学会長は，血清コレステロー

ル値のみを取り上げて総死亡率を論じている今

回のガイドラインの内容に疑問を投げかけたう

えで，日本医学会臨床部会運営委員会の委員に

本件に関する意見を聞いたことを明らかにし，「日

本医学会として，今回のガイドラインは明らか

に間違いであると指摘したい」と強調した。

また，寺本副理事長は，日本動脈硬化学会の

声明を基に，今回のガイドラインの問題点（＜１＞

科学的根拠に乏しいものをガイドラインと呼ん

でいる＜２＞観察研究であるコホート研究にお

いて，血清コレステロールと総死亡との関係を

論じている＜３＞コホート研究と臨床介入試験

との違いを混同している）を改めて指摘し，学会

の主張への理解を求めた。（平成22年10月22日）
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平成22年９月７日� 第10回常任理事会

医師会関係

（議決事項）

１．９/30�（日向）社会保険医療担当者（医科）の

個別指導の実施に係る立会いについて

役員１名の立ち会いが承認された。

２．後援・共催名義等使用許可について

①10/31�在宅医療推進フォーラム九州ブロッ

ク会の開催の後援のお願いについて

→後援することが承認された。

②11/11�（メディキット県民文化センター）平

成22年度宮崎県社会福祉大会に対する後援

名義の使用許可について

→後援することが承認された。

③11/17�（ニューウェルシティ宮崎）「医療ガ

ス保安講習会」に対する後援名義の使用につ

いて

→後援することが承認された。また，労働

安全衛生法施行令による特定化学物質等作

業主任者技能講習として認められるかどう

か確認を行うこととなった。

④11/21�（宮崎大学医学部）大規模CPR+A ED

講習会について

→発起人になること及び後援することが承

認された。

⑤１/15�（ウェルネス交流プラザ）日本医療マ

ネジメント学会第４回宮崎県支部学術集会

への名義後援のお願いについて

→後援することが承認された。

３．産婦人科での１か月健診時のワクチン接種

推奨について

県医師会長・県小児科医会長・県産婦人

科医会長の連名で，生後２か月になったら

H ibワクチンと肺炎球菌ワクチンの接種を勧

めていただくよう産婦人科医会会員に文書

でお願いすることが承認された。

４．12/16�（日医）都道府県医師会医事紛争担当

理事連絡協議会の開催について

濱田常任理事の出席が承認された。

５．継続審議となっている保険業法再改定法案

の早期成立を求める国会要請へのご賛同の

お願いについて

趣旨に賛同するが，日本医師会の医師年

金でも同様の問題が発生するため，日本

医師会を経由して働きかけを行うことと

なった。

（報告事項）

１．週間報告について

２．８月末日現在の会員数について

３．９/６a（県医）各専門分科医会長会について

４．宮崎大学医学部附属病院救急医療部との連

携について

５．９/２�（JA-AZM）社会保険医療担当者（医

科）の個別指導について

６．９/４c（県医）県医学会について

７．９/７�（県医）治験審査委員会について

８．その他

①公益法人化準備委員会について

医師連盟関係

（議決事項）

１．９/15d（宮崎観光ホテル）三師会懇談会につ

いて

三師会から計19名が参加し，本会主催で

６つの協議題について検討を行い開催する

ことが承認された。
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２．10/23c（メインホテル）日本創造研究会主催

第３回特別セミナーについて

セミナーに協力することが承認された。

平成22年９月14日� 第11回常任理事会

医師会関係

（議決事項）

１．本会外の役員等の推薦について

①宮崎県自殺対策推進協議会の委員等の推薦

について

→引き続き協議会委員に吉田常任理事，実

務者会議員に石川常任理事と上田理事を推

薦することが承認された。

２．産科医療功労者の厚生労働大臣表彰候補者

の推薦について

慎重に検討を行い，１名を推薦すること

となった。

３．平成22年度宮崎県公衆衛生功労者表彰の被

表彰候補者の推薦について

慎重に検討を行い，２名を推薦すること

となった。

（報告事項）

１．９/９�（支払基金）支払基金幹事会について

２．９/11c（JA-AZM）県有床診療所協議会役員

会・総会について

３．９/13a（県医）県弁護士会との協議会につ

いて

４．９/11c（県医）学校医部会総会・医学会につ

いて

５．９/11c（県医）産業医研修会（前期）について

６．９/８d（ホテルスカイタワー）M IYAZAKI臨

床研修医セミナーについて

７．９/11c（JA-AZM）自殺対策うつ病研修会に

ついて

８．９/13a（県医）広報委員会について

９．その他

①公益法人化準備委員会について

医師連盟関係

（議決事項）

１．医師連盟のあり方について

政治資金規正法や政党交付金等による資

金の流れを踏まえ，票を獲得できる医師連

盟のあり方について，今後も検討を進めて

いくこととなった。

平成22年９月21日� 第12回常任理事会

医師会関係

（議決事項）

１．10/14�（高鍋）社会保険医療担当者（医科）の

個別指導の実施について

役員１名の立ち会いが承認された。

２．本会外の役員等の推薦について

①地方公務員災害補償基金宮崎県支部審査会

の委員の推薦について

→引き続き河野副会長を推薦することが承

認された。

②公務員災害補償等認定委員会及び公務災害

補償等審査会の委員の推薦について

→審査会の委員に河野副会長，認定委員会

の委員に前任者の意向を確認した上で，引

き続き推薦することが承認された。

３．後援・共催名義等使用許可について

①11/３（水・祝日）（オルブライトホール）市

民参加型フォーラム「地域で健やかに過ごす

ために」名義後援のお願い

→後援することが承認された。

４．業務委託について

①訪問救急教室事業に係る業務の委託契約に

ついて

→契約を締結することが承認された。

②生活習慣病検診従事者研修医事業に係る業

務の委託契約について

→契約を締結することが承認された。
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（報告事項）

１．今シーズンの新型インフルエンザワクチン

接種費用について

２．新型インフルエンザ（A/H1N1）ワクチンの接

種等に係る委託契約の締結等について

３．９/17e（県医）救急医療委員会について

４．９/16�（延岡）社会保険医療担当者（医科）の

個別指導について

５．９/16�（県医）治験セミナーについて

６．９/16�（日医）日医ホームページ検討W Gに

ついて

医師連盟関係

（報告事項）

１．９/15d（宮観ホテル）三師会懇談会について

平成22年９月28日� 第10回全理事会

医師会関係

（議決事項）

１．後援・共催名義等使用許可について

①11/４�（県医）宮崎県インフルエンザ学術講

演会の後援依頼について

→後援することが承認された。

②11/13�（都城市北諸県郡医師会館）第13回認

知症かかりつけ医研修会共催のお願いにつ

いて

→共催することが承認された。

２．業務委託について

①平成22年度救急医療施設医師研修事業に関

する業務の委託契約について

→契約を締結することが承認された。

②平成22年度認知症地域医療支援事業の委託

契約について

→契約を締結することが承認された。

３．医療情報図書コーナーの運営規則の見直し

について

来館者の動向や実績を踏まえ，土曜日の

閉館時間と長期滞納者の督促方法を変更す

ることが承認された。

４．11/７f（西都市）平成22年度宮崎県高等学校

総合体育大会男子第63回・女子第25回宮崎

県高等学校駅伝競走大会開催に伴う医師お

よび看護師の派遣について

西都市・西児湯医師会へお願いすること

が承認された。

５．11/14f（西都市）平成22年度宮崎県中学校駅

伝競走大会開催に伴う医師及び看護師の派

遣について

西都市・西児湯医師会へお願いすること

が承認された。

６．10・11月の行事予定について

７．その他

①職員人事について

→９月13日に開催された人事等管理委員会

の報告が行われ，職員１名を新たに採用す

ることが承認された。

（報告事項）

１．９/25c（鹿児島）九医連常任委員会について

２．９/28�（九州厚生局宮崎事務所）九州地方社

会保険医療協議会宮崎部会について

３．９/27a（県庁）県精神科救急医療システム連

絡調整委員会について

４．９/25c（鹿児島）九医連各種協議会について

５．９/25c（県医）県医ICLS（心肺蘇生法指導者

養成ワークショップ）研修会について

６．９/26f（県医）県医ACLS（二次救命処置）研

修会について

７．９/22d（県医）県プライマリ・ケア研究会学

術広報委員会について

８．９/24e（県医）県医労災部会自賠委員会・損

害保険医療協議会について

９．９/24e（県医）広報委員会について

10．９/10e（県医）県糖尿病対策推進会議幹事会

について

11．９/25c・26f（福井）全医秘協定例総会等関

連行事について
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医師協同組合・エムエムエスシー関係

（報告事項）

１．９/28�（県医５階）医協運営委員会について

医師連盟関係

（協議事項）

１．10/９c（JA-AZM別館）自由民主党総務会・

支部長合同会議の開催について

欠席することが承認された。

２．10/９c（宮崎観光ホテル）2010年度民主党宮

崎県連大会のご案内について

欠席することが承認された。

10月のベストセラー

１ もし高校野球の女子マネージャーが
ドラッカーの「マネジメント」を読んだら 岩 崎 夏 海 ダイヤモンド社

２ 超訳 ニーチェの言葉 フリードリヒ・ニーチェ著
白 取 春 彦 訳

ディスカバー・
トゥエンティワン

３ 老いの才覚 曽 野 綾 子 ベストセラーズ

４ 孤舟 渡 辺 淳 一 集 英 社

５ 宇宙は何でできているのか
素粒子物理学で解く宇宙の謎 村 山 斉 幻 冬 舎

６ 神様のカルテ２ 夏 川 草 介 小 学 館

７ くじけないで 柴 田 ト ヨ 飛 鳥 新 社

８ 脳からストレスを消す技術 有 田 秀 穂 サンマーク出版

９ デフレの正体
－経済は「人口の波」で動く－ 藻 谷 浩 介 角川グループ

パブリッシング

10 残念な人の仕事の習慣 山 崎 将 志 ア ス コ ム

宮脇書店本店調べ
提供：宮崎店（宮崎市青葉町）

�（0985）23-7077
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�� 県 医 の 動 き

１ 県准看護師試験問題調整委員会（石川常任理事）
住吉昭信先生叙勲記念講演会（会長）
住吉昭信先生叙勲記念祝賀会（会長）
パソコンセキュリティ研修会（富田副会長他）

２ 社保指導者講習会復講（会長他）
県警察医会総会（大塚常任理事）
県警察医会懇親会（会長他）

３ 認知症サポート医フォローアップ研修（神戸）
（吉田常任理事）

４ 東九州地域医療産業拠点構想宮崎県研究会
（古賀常任理事）

県内科医会学術委員会
「保険診療の手引き」打合会（河野副会長他）

５ 治験審査委員会（富田副会長他）
第13回常任理事会（会長他）

６ 健康スポーツ医学委員会（河野副会長他）
公衆衛生・感染症委員会（会長他）

７ 産業医研修会

８ 全国医師国保組合連合会全体協議会（埼玉）
（橋理事他）

日医医療秘書認定試験委員会（日医）（富田副会長）

９ 全国医療法人経営セミナー（長野）
全国医師会勤務医部会連絡協議会（栃木）

（荒木常任理事他）

11 （体育の日）
日本プライマリ・ケア連合会九州支部代表世話
人会（福岡）（金丸理事）

12 支払基金幹事会（会長）
治験審査委員会（富田副会長他）
治験理事会（富田副会長他）
第14回常任理事会（会長他）

13 奥様医業経営塾（医協事務局）
宮崎県中部地域産業保健運営協議会

（大塚常任理事）

14 社会保険医療担当者（医科）の個別指導
（立元常任理事）

産業医研修会
広報委員会（富田副会長他）
県産婦人科医会常任理事会（濱田常任理事）

15 県犯罪被害者等支援連絡協議会幹事会（事務局）
日医乳幼児保健検討委員会（日医）（佐藤常任理事）
九州ブロック臨床研修修了後進路説明会実行委
員会（福岡）（古賀常任理事）
健康教育委員会（会長他）

16 産業医研修会（実地）（矢野理事）
県整形外科医会研修会
県医介護支援専門員連絡協議会総会研修会

（河野副会長他）

18 臨時五役会（会長他）

19 第15回常任理事会（会長他）

20 全体課長会（事務局）
日医病院委員会（日医）（吉田常任理事）
産業医研修会
宮崎市郡医師会例会・しののめ医学会・特別講
演会（会長）

21 地域産業保健センターコーディネーター会議
（事務局）

日医ホームページ検討W G（日医）（荒木常任理事）
日医広報委員会（日医）（荒木常任理事）
県産業保健連絡協議会・県産業医研修連絡協議
会（会長他）
医業経営セミナー（西村副理事長）

22 県薬事審議会（河野副会長）
医学会誌編集委員会（富田副会長他）

23 県訪問看護ステーション連絡協議会総会・研修
会（古賀常任理事）
病院部会・医療法人部会合同研修会

（大塚常任理事）

24 九州ブロック日医代議員連絡会議（日医）（会長他）
日医臨時代議員会（日医）（会長他）

25 広報委員会（荒木常任理事他）
公益法人化検討委員会（会長他）

26 県精神保健福祉大会（会長）
刑務所視察委員会（立元常任理事）
県国民保護共同訓練（図上）に係る調整会議

（古賀常任理事）
九州地方社会保険医療協議会宮崎部会

（河野副会長）
医協運営委員会（会長他）
第11回全理事会（会長他）

27 奥様医業経営塾（医協事務局）
労災診療指導委員会（河野副会長他）
全国医療法人経営セミナー実行委員会

（大塚常任理事）

28 社会保険医療担当者（医科）の個別指導
（河野副会長）

県認知症高齢者グループホーム連絡協議会理事
会（石川常任理事）
産業医研修会
女性医師委員会（会長他）

29 産業医研修会
日医地域医療対策委員会（日医）（富田副会長）
日医医療秘書認定試験委員会（日医）（富田副会長）

30 園医部会総会・研修会（会長他）

31 県小児科医会役員会（佐藤常任理事）

（10月）
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「新春随想」原稿募集

平成23年１,２月号に，恒例になりました「新春随想」を企画いたしております。

この欄は大変好評ですので，奮ってご投稿をお願いいたします。

題 材 医事評論，診療閑話，身辺雑記，詩歌，俳句等なんでも結構です。

本文に関連した写真・イラスト等（１枚のみ，カラー印刷はできません）

も掲載できます。

字 数 800字以内（字数が多い場合は「新春随想」として掲載できないことがあ

りますのでご承知ください）

締 切 平成22年12月10日�

宛 先 宮崎県医師会広報委員会

◎ 原稿には「新春随想」と明記してください。

◎ ご投稿の原稿が他紙に掲載，または投稿中の場合はその旨お知らせくだ

さい。

◎ 掲載については，広報委員会にご一任下さいますようお願いいたします。

◎ 原則として，原稿はお返しいたしません。返戻を希望される方はその旨

ご指示ください。

◎ 日州医事は，会員以外（マスコミ・行政・図書館等）にも配付しています。

原稿は，FA X，電子媒体にても受け付けております。テキス
ト形式で保存し，ディスクまたはメールにて下記へお届けくだ
さい（タイトル，ご氏名を先頭に付記してください）。

宛先：宮崎県医師会広報委員会
新春随想係

〒880-0023宮崎市和知川原１丁目101
TEL 0985-22-5118 FA X 0985-27-6550
E-m ail:genko＠m iyazaki.m ed.or.jp
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ドクターバンク情報
（無料職業紹介所）

本会では，会員の相互情報サービスとしてドクターバンク（求人・求職等の情報提供）を設置してお
ります。登録された情報は，当紹介所で管理し秘密は厳守いたします。
現在，下記のとおりの情報が寄せられております。お気軽にご利用ください。
お申込み，お問合わせは当紹介所へ直接お願いいたします。
また，宮崎県医師会ホームページでも手続きと情報のあらましを紹介しております。ご覧ください。

３．求人登録 76件 272人 （人）
募 集 診 療 科 目 求人数 常 勤 ・ 非 常 勤 別

内 科 82 常勤（61），非常勤（21）
循 環 器 科 14 常勤（14）

外 科 23 常勤（20），非常勤（３）
整 形 外 科 20 常勤（16），非常勤（４）

眼 科 10 常勤（８），非常勤（２）

リハビリテーション科 ３ 常勤（１），非常勤（２）
脳 神 経 外 科 12 常勤（８），非常勤（４）
神 経 内 科 ３ 常勤（３）

精 神 科 19 常勤（15），非常勤（４）

呼 吸 器 科 ６ 常勤（６）

産 婦 人 科 ２ 常勤（２）

麻 酔 科 11 常勤（６），非常勤（５）

放 射 線 科 ８ 常勤（７），非常勤（１）

人 工 透 析 ２ 常勤（２）

耳 鼻 咽 喉 科 １ 常勤（１）

小 児 科 ６ 常勤（５），非常勤（１）

そ の 他 23 常勤（23）

健 診 ２ 常勤（２）

小 児 循 環 器 科 １ 常勤（１）
検 診 ２ 非常勤（２）

消 化 器 内 科 12 常勤（12）

神 経 科 ２ 常勤（２）

血 液 内 科 ３ 常勤（３）

泌 尿 器 科 ２ 常勤（２）
皮 膚 科 １ 常勤（１）

救 命 救 急 科 ２ 常勤（２）

１）男性医師求職登録数 ６人 （人）
希 望 診 療 科 目 求職数 常 勤 ･ 非 常 勤 別

内 科 ３ 常勤，非常勤
整 形 外 科 １ 常勤

麻 酔 科 １ 非常勤
老 健 施 設 １ 常勤

２．斡旋成立件数 30人
１）男性医師 22人 ２）女性医師 ８人

１．求職者登録数 ７人

平成22年10月15日現在

２）女性医師求職登録数 １人 （人）

希 望 診 療 科 目 求職数 常 勤 ・ 非 常 勤 別
老 健 施 設 1 非常勤
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求 人 登 録 者（公開）
※求人情報は，申し込みが必要です。宮崎県医師協同組合，
無料職業紹介所（ドクターバンク）へお申し込み下さい。

登録番号

150005

施 設 名 求人数 勤務形態

医）りっか会ピア・メンタル ささき病院 １ 非常勤

募 集 診 療 科

精

所 在 地

宮 崎 市

160011 赤十字血液センター 宮 崎 市 検診 ２ 非常勤

160013 医）三晴会 金丸脳神経外科病院 宮 崎 市 脳，整，放，麻，内 ８ 常勤・非常勤

160020 財）弘潤会 野崎病院 宮 崎 市 精，内 ２ 常勤

160031 医）同心会 古賀総合病院 宮 崎 市 呼�神内�眼�耳�総診，呼外，
循，臨病 ９ 常勤

160033 医）如月会 若草病院 宮 崎 市 精，内 ２ 常勤

170040 医）いなほ会 日高医院 宮 崎 市 内 １ 常勤

170046 医）社団善仁会 市民の森病院 宮 崎 市 内，消内，内泌糖内，呼，放，
リウマチ 10 常勤・非常勤

170048 医）慶明会 けいめい記念病院 国 富 町 内，眼 ２ 常勤

170052 医）春光会 宮 崎 市 外，内 ３ 常勤

180061 医）あいクリニック 宮 崎 市 精 ２ 常勤・非常勤

180082 国立病院機構宮崎東病院 宮 崎 市 内，神内，整 ５ 常勤

190087 宮崎市郡医師会病院 宮 崎 市 消内 ３ 常勤

190089 医）社団孝尋会 上田脳神経外科 宮 崎 市 脳，内，麻 ４ 常勤・非常勤

190094 医）耕和会 迫田病院 宮 崎 市 整，内 ３ 常勤

190095 医）慶明会 宮崎中央眼科病院 宮 崎 市 眼 ２ 常勤・非常勤

190096 医）晴緑会 宮崎医療センター病院 宮 崎 市 消化，外，総内，麻，放，精，整，
循 13 常勤・非常勤

200103 社）八日会 藤元中央病院健診センター 宮 崎 市 健診 １ 常勤

200104 医）社団善仁会 宮崎善仁会病院 宮 崎 市 内，外，救急，化療，リハ ６ 常勤

200105 医）誠友会 南部病院 宮 崎 市 内，外，放 ３ 常勤

210110 医）幸秀会 大江整形外科病院 宮 崎 市 整 １ 常勤

220121 医）社団 星井眼科医院 宮 崎 市 眼 １ 常勤

160008 医）正立会 黒松病院 都 城 市 内，泌 ２ 常勤

160010 特医）敬和会 戸嶋病院 都 城 市 内，老内 ２ 常勤

170042 医）豊栄会 豊栄クリニック 都 城 市 内 １ 常勤

170056 医）社団アブラハムクラブ ベテスダクリニック 都 城 市 循，内，呼，神，脳，小循 ８ 常勤
170057 医）清陵会 隅病院 都 城 市 内，外，整 ３ 常勤

180064 国立病院機構都城病院 都 城 市 消内，血内，循，呼，内，脳，産
婦， ９ 常勤

180069 社）八日会 大悟病院 三 股 町 精，内 ２ 常勤

180081 医）恵心会 永田病院 都 城 市 精 １ 常勤

190084 医）一誠会 都城新生病院 都 城 市 精 ２ 常勤・非常勤

190092 都城市郡医師会病院 都 城 市 内，呼 ４ 常勤

210118 慈英病院 宮 崎 市 内，リハ ５ 常勤・非常勤

220125 医）仁和会 竹内病院 宮 崎 市 外 １ 常勤

※下記の医療機関は，公開について同意をいただいております。
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登録番号 施 設 名 求人数 勤務形態募 集 診 療 科

200106 医）宏仁会 海老原内科 内，外 ４ 常勤・非常勤

所 在 地

都 城 市

210108 特医）敬和会 みまた病院 三 股 町 内，消内，循，皮，整，婦，小，
呼，放 10 常勤

210113 医）邦楽会 河村医院 都 城 市 内 １ 常勤

210114 社）八日会 藤元病院 都 城 市 精 ２ 常勤

160034 特医）健寿会 黒木病院 延 岡 市 外，消内，緩ケア ４ 常勤

160036 医）久康会 平田東九州病院 延 岡 市 内，脳，循，小，リハ，眼，婦，神
内，老施 ９ 常勤

190086 早田病院 延 岡 市 内 １ 常勤

200100 医）育生会 井上病院 延 岡 市 産婦，内 ２ 常勤

200102 延岡市医師会病院 延 岡 市 消内 ３ 常勤

210109 延岡市夜間急病センター 延 岡 市 内，小，外，整 ８ 常勤・非常勤

210112 医）嘉祥会 岡村病院 延 岡 市 内 ３ 常勤・非常勤

160028 日向市立東郷病院 日 向 市 内 １ 常勤

160039 医）誠和会 和田病院 日 向 市 外，内，整，透 ７ 常勤

180068 医）洋承会 今給黎医院 日 向 市 循 １ 常勤

210111 宮崎県済生会 日向病院 門 川 町 内，麻 ４ 常勤

160006 都農町国保病院 都 農 町 内，整，放 ４ 常勤

160023 医）宏仁会 海老原総合病院 高 鍋 町 整，内，麻，眼，健診 ５ 常勤

170058 国立病院機構宮崎病院 川 南 町 呼，循，消内，外 ８ 常勤

180077 医）聖山会 川南病院 川 南 町 眼，麻，脳 10 常勤・非常勤

150004 西都医師会病院 西 都 市 内，外 ４ 常勤

160024 医）隆徳会 鶴田病院 西 都 市 内，外，整 ６ 常勤・非常勤

150002 医）慶明会 おび中央病院 日 南 市 内 １ 常勤

160022 医）愛鍼会 山元病院 日 南 市 内，消内，神内 ３ 常勤

160037 医）十善会 県南病院 串 間 市 精，内 ６ 常勤・非常勤

170047 日南市立中部病院 日 南 市 内，神内，整，外 ４ 常勤

180071 串間市民病院 串 間 市 麻，小，眼 ３ 常勤・非常勤

160019 医）相愛会 桑原記念病院 小 林 市 内 ２ 常勤・非常勤

170043 医）和芳会 小林中央眼科 小 林 市 眼 １ 常勤

180067 小林市立病院 小 林 市 内，循，呼，血内，健診，放，小 11 常勤

180076 医）友愛会 園田病院 小 林 市 外，内，整 ４ 常勤

190090 特医）浩然会 内村病院 小 林 市 精 １ 常勤

190091 医）友愛会 野尻中央病院 小 林 市 整，内 ４ 常勤・非常勤

170049 五ヶ瀬町国保病院 五ヶ瀬町 整 １ 常勤

180070 高千穂町国保病院 高千穂町 内，泌，透 ３ 常勤

190088 日之影町国保病院 日之影町 内，整 ２ 非常勤

190093 社）八日会 藤元早鈴病院検診センター 都 城 市 内 ２ 常勤・非常勤

220124 医）月陽会 きよひで内科クリニック 日 南 市 内 ４ 常勤・非常勤

150003 医）同仁会 谷口病院 日 南 市 精 ２ 常勤
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病医院施設の譲渡・賃貸
◆譲渡，賃貸希望の物件を紹介いたします。

平成22年10月15日現在

１．譲渡物件

２．賃貸物件

① 宮崎市大字瓜生野1645-３（矢野整形外科跡）

土地：562.6坪：1,859.89㎡

建物：鉄筋コンクリート造り３階建（面積1,047.89㎡：316.98坪）

① 日南市園田２-２-５（診療所跡）

建物：鉄骨コンクリート造２階建

１階 147.17㎡，２階 54.66㎡

◎日南市油津で町の中心部です。

② 宮崎市曽師町209-３（診療所跡）

建物：鉄筋コンクリート造２階建

１階 183.35㎡，２階 166.69㎡

※駐車場：10台分

③ 日向市上町９番３号（医心内科跡）

建物：鉄筋コンクリート造２階建

延床面積：312.08㎡

※駐車場：20台駐車可

◎日向駅近くに位置し，バス，電車の便も良好です。

② 宮崎市本郷南方5465-６（診療所跡）

土地‥1704.26㎡（516.4坪）

建物：重量鉄骨造 ２階建（平成３年築）

１階 420.53㎡（127.4坪），２階 340.79㎡（103.3坪）

※駐車場：25台分

お問合せ先

ドクターバンク無料職業紹介所
〒880-0023宮崎市和知川原１丁目101番地（宮崎県医師協同組合）

℡ 0985-23-9100㈹･� 0985-23-9179E-m ail：isikyou＠m iyazaki.m ed.or.jp
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16火

16‥30 地域リハビリテーション広域支援セ
ンター連絡会議

18‥00 医協運営委員会
18‥30 第12回全理事会
19‥20 県福祉保健部・病院局と県医師会と

の懇談会

17水
９‥10 全体課長会（事務局）
14‥00 産業医研修会

18木
15‥00（日医）日医ホームページ検討W G
19‥00「保険診療の手引き」打合会

19金

10‥00 地域密着型サービス評価機関全国
会議（事務局）

14‥00（日医）都道府県医師会勤務医担
当理事連絡協議会

19‥00 生活習慣病検診従事者研修会
19‥00 医学賞選考委員会

20土

９‥00 全国学校保健・学校医大会
15‥00 生活習慣病検診従事者研修会
16‥15 県プライマリ・ケア研究会世話人会
17‥00 県プライマリ・ケア研究会総会

・講演会

21日

22月

23火 （勤労感謝の日）

24水

10‥30 奥様医業経営塾（医協事務局）
15‥00 労災診療指導委員会
18‥30 県医諸会計監査
19‥00 広報委員会

25木

14‥00 産業医研修会
18‥00 九州地方社会保険医療協議会

宮崎部会
18‥30 医協会計監査

26金

13‥30 地域産業保健センターコーディネー
ター会議（事務局）

15‥00（日医）日医医療秘書認定試験委員会
19‥00 医療安全対策セミナー

27土
14‥30 産業医研修会
15‥00 九州学校検診協議会専門委員会
17‥10 九州各県学校保健担当理事者会

28日

29月 19‥00 高次脳機能障害講演会

30火
18‥00 治験審査委員会
19‥00 第18回常任理事会

１ 月
13‥00（日医）日医設立記念医学大会
19‥00「保険診療の手引き」打合会
19‥00 県内科医会誌編集委員会

２ 火 19‥00 第16回常任理事会

３ 水
（文化の日）

８‥20 県医親善ゴルフ大会

４ 木
19‥00 医師国保理事会
19‥00 県インフルエンザ学術講演会

５ 金

６ 土

15‥00 生活習慣病検診従事者研修会
16‥00 県外科医会秋期講演会
17‥00 全国医師協同組合連合会通常総会
17‥30 県作業療法士会法人格取得記念式典

7 日

８ 月

９ 火 19‥00 第17回常任理事会

10水

10‥30 奥様医業経営塾（医協事務局）
14‥00 産業医研修会
16‥00 支払基金幹事会
16‥00 麻しん予防接種推進会議
19‥00 宮崎銀行との懇談会

11木

11‥00 社会保険医療担当者（医科）の個別
指導

15‥00 県議会医療対策特別委員会との意見
交換会

18‥30 産業医研修会
19‥30 県産婦人科医会常任理事会

12金
16‥00 九医連常任委員会
17‥00 九医連臨時委員総会

13土

10‥00 九医連委員・九州各県医師会役員合
同協議会

13‥00 九州医師会総会・医学会
13‥00 糖尿病週間県民公開講座
18‥30 世界糖尿病デーin宮崎2010

14日
九医学分科会・記念行事

13‥00 全国有床診療所連絡協議会九州ブロッ
ク役員会

15月
13‥30 宮大経営協議会・学長選考会議
19‥15 広報委員会

宮 崎 県 医 師 会 行 事 予 定 表
平成22年10月26日現在

※都合により，変更になることがあります。

社

保

審

査

国

保

審

査

11 月
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１ 水 14‥30（日医）日医病院委員会

２ 木

３ 金
14‥00（日医）女性医師等相談窓口事業推進

連絡協議会

４ 土

13‥00（日医）家族計画・母体保護法指導者

講習会

15‥00 日医生涯教育協力講座セミナー「感染

症の予防と治療」

５ 日 14‥00 県民健康セミナー

６ 月

７ 火
18‥00 治験審査委員会

19‥00 第19回常任理事会

８ 水 10‥30 奥様医業経営塾（医協事務局）

９ 木

（県知事選挙告示日）

13‥30 刑務所視察委員会

16‥00 支払基金幹事会

10金

11土 県産婦人科医会全理事会

12日
新生児蘇生法講習会

10‥00（日医）医療事故防止研修会

13月 19‥00 生活習慣病検診従事者研修会

14火

18‥00 医協運営委員会

18‥30 第13回全理事会

19‥00 役職員懇談会

宮 崎 県 医 師 会 行 事 予 定 表
平成22年10月26日現在

※都合により，変更になることがあります。

12 月

15水 ９‥10 全体課長会（事務局）

16木
13‥30（日医）都道府県医師会医事紛争

担当理事連絡協議会

17金

14‥00（日医）日医乳幼児保健検討委

員会

18‥30 指導医養成のためのワークショッ

プ実施担当者事前打合会議

19‥00 広報委員会

18土
９‥00 指導医養成のためのワーク

ショップ

19日
８‥00 指導医養成のためのワーク

ショップ

20月

21火 19‥00 第20回常任理事会

22水
10‥30 奥様医業経営塾（医協事務局）

15‥00 労災診療指導委員会

23木 （天皇誕生日）

24金
18‥00 九州地方社会保険医療協議会宮崎

部会

25土

26日 （県知事選挙投票日）

27月

28火

29水 （年末休業）

30木 （年末休業）

31金 （年末休業）

国

保

審

査

社

保

審

査
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医 学 会 ・ 講 演 会
日本医師会生涯教育講座認定学会

注：数字は日本医師会生涯教育制度認定単位・カリキュラムコード（CC）。当日，参加証を交付。
がん検診；各種がん検診登録・指定・更新による研修会。波線；専門研修会以外の産業医研修会。
アンダーラインの部分は，変更になったところです。

名 称 日時・場所・会費 演 題 そ の 他
※＝連絡先

宮崎CK Dフォーラ

ム

（1.5単位）

（CC‥73.74.82）

11月２日�

19‥30～21‥00

ホテルJA Lシティ

宮崎

CK D合併高血圧患者におけるイルベタン

錠の使用経験－心腎保護作用について－

横田内科院長 横田 直人

CK DとA K Iの臓器連関

藤田保健衛生大学腎内科教授

湯澤 由紀夫

◇共催
宮崎県透析医会
※塩野義製薬㈱
�0985-27-1041
◇後援
宮崎市郡内科医会

宮崎県インフルエ

ンザ学術講演会

（１単位）

（CC‥11.13）

11月４日�

19‥00～20‥15

県医師会館

新型インフルエンザ対策の総括と今後の

対応

国立病院機構東京病院外来診療部長

永井 英明

◇共催
宮崎県小児科医会
宮崎県内科医会
※グラクソ・スミス
クライン㈱
�080-1147-0270
◇後援
宮崎県医師会

延岡医学会学術講

演会

（１単位）

（CC‥42.73）

11月４日�

19‥00～20‥20

ホテルメリージュ

延岡

無症候性冠攣縮が原因と思われる心肺停

止後に蘇生された２例－心肺停止の原因

としての冠攣縮の重要性－

宮崎大学医学部内科学講座循環体液

制御学准教授 今村 卓郎

冠動脈疾患における冠攣縮の意義

熊本大学循環器病態学教授

小川 久雄

◇共催
延岡医学会
※協和発酵キリン㈱
�0985-22-8801
◇後援
延岡内科医会

抗血小板療法を考

える会

（1.5単位）

（CC‥78）

11月５日�

19‥00～21‥00

宮崎観光ホテル

アテローム血栓症と抗血小板療法

関西医科大学医学部

内科学第一講座教授 野村 昌作

◇共催
宮崎県内科医会
※大塚製薬㈱
�0985-24-2287

�����
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名 称 日時・場所・会費 演 題 そ の 他
※＝連絡先

平成22年度宮崎県

医師会生活習慣病

検診従事者研修会

がん検診（肺・乳・

胃・大腸）

（２単位）

（CC‥２.11.12.82）

11月６日�

15‥00～17‥10

延岡市医師会病院

肺癌診療の現状と今後の治療戦略に

ついて

宮崎大学医学部内科学講座神経呼吸

内分泌代謝学助教 柳 重久

乳癌をいかに早期に発見するか

ブレストピアなんば病院長

駒木 幹正

胃癌に対する外科診療の現況

宮崎大学医学部腫瘍機能制御外科学

助教 日 秀樹

大腸がんの最近の知見

同大学医学部内科学講座

消化器血液学助教 山本 章二朗

◇主催
※宮崎県医師会
�0985-22-5118
宮崎県

宮崎県精神科診療

所協会学術講演会

（１単位）

（CC‥70）

11月６日�

18‥50～20‥00

宮崎観光ホテル

うつ病患者の職場復帰支援について

N TT東日本関東病院精神神経科部長

秋山 剛

◇主催
宮崎県精神科診療所協会
◇共催
ファイザー㈱
（連絡先）
ハートピア細見クリ
ニック
�0985-35-1100

「皮膚の日」講演会

（1.5単位）

（CC‥１.２.９）

11月７日�

14‥00～15‥30

宮日会館

必須微量元素“亜鉛”の重要性を知ろう

青木皮膚科 出盛 允啓

◇主催
宮崎県皮膚科医会
◇共催
日本臨床皮膚科医会
◇後援
厚生労働省
日本医師会
宮崎県医師会
N H K
（連絡先）
青木皮膚科
�0985-23-2011

宮崎県医師会産業

医研修会（生涯研修

の専門研修会２単

位）

（２単位）

（CC‥11.12.69）

11月10日�

14‥00～16‥00

宮崎産業保健推進

センター

�健康保持増進

職場での行動変容指導

宮崎大学医学部公衆衛生学教授

黒田 嘉紀

◇共催
宮崎産業保健推進センター
※宮崎県医師会
�0985-22-5118
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名 称 日時・場所・会費 演 題 そ の 他
※＝連絡先

第26回国立病院機

構宮崎病院医療セ

ミナー

（１単位）

（CC‥８.78）

11月10日�

19‥00～20‥00

ブライダルホール

竹乃屋

宮崎県に特徴的な神経呼吸内分泌代謝疾

患について

宮崎大学医学部内科学講座神経呼吸

内分泌代謝学教授 中里 雅光

◇主催
国立病院機構宮崎病院
◇後援
※児湯医師会
�0983-22-1641
児湯内科医会

宮崎県医師会産業

医研修会（生涯研修

の更新研修会２単

位）

（２単位）

（CC‥１.７）

11月11日�

18‥30～20‥30

都城市北諸県郡医師

会館

�労働衛生関係法規と関係通達の改正

最近改正された「産業保健」関係法令

西部労働衛生コンサルタント

事務所代表 矢崎 武

◇共催
宮崎産業保健推進センター
※宮崎県医師会
�0985-22-5118

第54回江南医療連

携の会・症例検討

会

（1.5単位）

（CC‥42.53.61）

11月11日�

19‥00～20‥30

社会保険宮崎江南病

院

聴診を契機に診断しえた冠動脈瘤肺動脈

瘻の一例

宮崎江南病院内科医員 渡邊 裕貴

2010年前期大腸手術症例

同病院外科医員 出先 亮介

人工骨頭挿入術後の大腿骨々折

同病院整形外科部長 本部 浩一

◇主催
江南医療連携の会
（連絡先）
社会保険宮崎江南病院
�0985-51-7575

宮崎市郡産婦人科

医会11月例会

（１単位）

（CC‥８.９）

11月11日�

19‥00～20‥00

宮崎観光ホテル

母斑・母斑症について

宮崎大学医学部附属病院皮膚科

小田 裕次郎

◇共催
※宮崎市郡産婦人科医会
�0985-53-3434
日本新薬㈱

西臼杵地区学術講

演会

（1.5単位）

（CC‥29）

11月11日�

19‥00～20‥30

ホテル高千穂

認知症の診断と治療

大悟病院老年期精神疾患センター

井上 輝彦

◇主催
西臼杵郡医師会
◇共催
西臼杵郡医師会講演会
西臼杵郡薬剤師会
エーザイ㈱
ファイザー㈱
（連絡先）
佐藤医院
�0982-73-2010

�����������
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名 称 日時・場所・会費 演 題 そ の 他
※＝連絡先

第13回宮崎県認知

症かかりつけ医研

修会

（１単位）

（CC‥29）

11月13日�

14‥00～16‥30

都城市北諸県郡医師

会館

認知症の精神症状・行動障害への対応

都城新生病院 原澤 信博

◇共催
宮崎県認知症かかり
つけ医研修会
※エーザイ㈱
�0985-26-2676
宮崎県医師会

延岡医学会総会

（３単位）

（CC‥３.９.10.

13.50.78）

11月13日�

16‥00～19‥30

ホテルメリージュ

延岡

宮崎大学医学部地域医療学講座がめざす

もの

宮崎大学医学部地域医療学講座教授

長田 直人

◇共催
※延岡医学会
�0982-21-1300
◇後援
延岡内科医会

南那珂内科会医学

会

（１単位）

（CC‥76）

11月16日�

18‥50～20‥00

南那珂医師会館

外来でのインスリン療法

－Treat To Target－

古賀総合病院長 栗林 忠信

◇共催
※南那珂医師会
�0987-23-3411
サノフィ・アベン
ティス㈱

第96回児湯カンファ

レンス

（１単位）

（CC‥５.52）

11月16日�

19‥00～20‥20

ブライダルホール

竹乃屋

イルベタン錠の使用経験

山脇内科小児科医院院長

山脇 清一

早期胃癌内視鏡治療の進歩

市民の森病院内科 宮田 義史

◇共催
※児湯医師会
�0983-22-1641
塩野義製薬㈱

宮崎県医師会産業

医研修会（生涯研修

の専門研修会２単

位）

（２単位）

（CC‥11.82）

11月17日�

14‥00～16‥00

宮崎産業保健推進

センター

�健康管理

勤労者の問題飲酒の治療的介入（プレアル

コーリック）について

野崎病院長 後藤 勇

◇共催
宮崎産業保健推進センター
※宮崎県医師会
�0985-22-5118
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名 称 日時・場所・会費 演 題 そ の 他
※＝連絡先

宮崎木曜会年末学

術講演会

がん検診（胃）

（２単位）

（CC‥２.８.50.51）

11月18日�

19‥00～21‥00

宮崎観光ホテル

ESD時代の胃癌の診断学

福岡大学名誉教授・

佐田病院名誉院長 八尾 恒良

◇共催
宮崎木曜会
※エーザイ㈱
�0985-26-2676

第２回宮崎乾癬研

究会

（1.5単位）

（CC‥１.８.19）

11月18日�

19‥30～21‥00

宮崎観光ホテル

500円

（学生無料）

乾癬治療における生物学的製剤の位置づ

け

東京慈恵会医科大学皮膚科教授

中川 秀己

◇共催
宮崎乾癬研究会
※田辺三菱製薬㈱
�0985-32-9205

平成22年度宮崎県

医師会生活習慣病

検診従事者研修会

がん検診（肺・乳・

胃・大腸）

（２単位）

（CC‥２.11.12.82）

11月19日�

19‥00～21‥10

県医師会館（TV 会

議：延岡・日向・児

湯・西都・西諸・西

臼杵）

肺癌診療の現状と今後の治療戦略につい

て

宮崎大学医学部内科学講座神経呼吸

内分泌代謝学助教 柳 重久

乳癌をいかに早期に発見するか

ブレストピアなんば病院副院長

古澤 秀実

胃癌に対する外科診療の現況

宮崎大学医学部腫瘍機能制御外科学

助教 日 秀樹

大腸がんの最近の知見

同大学医学部内科学講座

消化器血液学助教 山本 章二朗

◇主催
※宮崎県医師会
�0985-22-5118
宮崎県

第11回宮崎県骨関

節研究会

（１単位）

（CC‥60.61）

11月19日�

19‥30～20‥30

ワールドコンベン

ションセンターサ

ミット

透析と骨関節疾患

－破壊性脊椎関節症を中心に－

県立宮崎病院整形外科部長

阿久根 広宣

◇主催
宮崎県臨床整形外科医会
◇共催
※久光製薬㈱
�080-3215-9776
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名 称 日時・場所・会費 演 題 そ の 他
※＝連絡先

平成22年度宮崎県

医師会生活習慣病

検診従事者研修会

がん検診（肺・乳・

胃・大腸）

（２単位）

（CC‥２.11.12.82）

11月20日�

15‥00～17‥10

都城市北諸県郡医師

会館

肺癌診療の現状と今後の治療戦略につい

て

宮崎大学医学部内科学講座神経呼吸

内分泌代謝学助教 柳 重久

乳癌をいかに早期に発見するか

ブレストピアなんば病院副院長

前田 資雄

胃癌に対する外科診療の現況

宮崎大学医学部腫瘍機能制御外科学

助教 日 秀樹

大腸がんの最近の知見

宮崎大学医学部内科学講座

消化器血液学助教 山本 章二朗

◇主催
※宮崎県医師会
�0985-22-5118
宮崎県

平成22年度宮崎県

プライマリ・ケア

研究会総会・第22

回宮崎県プライマ

リ・ケア研究会講

演会

（１単位）

（CC‥１.13）

11月20日�

17‥00～18‥15

県医師会館

プライマリ・ケア領域専門医制度のゆく

え

日本プライマリ・ケア連合学会

理事長 前沢 政次

◇主催
※宮崎県プライマ
リ・ケア研究会
�0985-22-5118

宮崎インスリン療

法研究会

（1.5単位）

（CC‥10.76.82）

11月20日�

17‥00～18‥30

ホテルスカイタワー

新しい時代を迎えた糖尿病診療とインス

リン治療

信州大学加齢病態制御学教授

駒津 光久

◇共催
宮崎インスリン療法
研究会
◇共催
※日本イーライリリー㈱
�080-6126-4550
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名 称 日時・場所・会費 演 題 そ の 他
※＝連絡先

地域医療の臨床課

題について考える

会

（1.5単位）

（CC‥13.50）

11月20日�

18‥00～19‥30

宮崎観光ホテル

当院における吐下血を主訴とする救急患

者の現状

宮崎善仁会病院副院長・外科部長

吹井 聖継

N SA ID�/低用量アスピリン潰瘍の対策に

ついて

藤元早鈴病院消化器内科部長

駒田 直人

◇共催
宮崎県内科医会
※武田薬品工業㈱
�0985-24-6763
◇後援
宮崎県医師会

宮崎県医師会産業

医研修会（生涯研修

の専門研修会２単

位）

（２単位）

（CC‥１.７.69.70）

11月25日�

14‥00～16‥00

宮崎産業保健推進

センター

�総論

脳・心臓疾患の労災認定

－「過労死」と労災保険－

宮崎産業保健推進センター副所長

堀添 貞茂

精神障害等の労災認定について

同上

◇共催
宮崎産業保健推進センター
※宮崎県医師会
�0985-22-5118

医療安全対策セミ

ナー

（1.5単位）

（CC‥５.８）

11月26日�

19‥00～20‥30

県医師会館（TV 会

議：都城・延岡・児

湯・西都・南那珂・

西臼杵）

事例から学ぶリスクマネジメント

東京海上日動メディカルサービス㈱

医療本部第三医療部長 山本 貴章

◇主催
※宮崎県医師協同組合
�0985-23-9100
◇共催
宮崎県医師会

第160回宮崎県泌尿

器科医会

（1.5単位）

（CC‥２.９.15）

11月26日�

19‥00～20‥35

宮崎観光ホテル

前立腺癌診療の実情とこれからの展望

原三信病院副院長・泌尿器科

主任部長 山口 秋人

◇主催
宮崎県泌尿器科医会
◇共催
武田薬品工業㈱
（連絡先）
宮崎大学医学部泌尿
器科
�0985-85-2968
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名 称 日時・場所・会費 演 題 そ の 他
※＝連絡先

宮崎県医師会産業

医研修会（基礎研修

の後期研修会，生涯

研修の専門研修会

４単位）

（４単位）

（CC‥１.11.68.

69.70）

11月27日�

14‥30～18‥30

県医師会館

�メンタルヘルス対策

メンタルヘルスケアについて

－産業保健の立場から－

産業医科大学精神保健学准教授

廣 尚典

メンタルヘルスケアについて

－精神科の立場から－

大分大学医学部精神神経医学教授

寺尾 岳

◇主催
※宮崎県医師会
�0985-22-5118

宮崎県医師会産業

医研修会（生涯研修

の実地研修会２単

位）

（２単位）

（CC‥１.11）

11月27日�

15‥00～17‥00

双信パワーテック

（定員40名）

�職場巡視と討論

事業所見学による作業環境の体験

都北西諸医師会産業医部会会長

有川 憲蔵他

◇主催
※都城市北諸県郡医師会
�0986-22-0711

南那珂医師会生涯

教育医学会

（１単位）

（CC‥74）

11月29日�

18‥50～20‥00

南那珂医師会館

RA S阻害薬による循環器疾患治療の現状

と将来展望

熊本大学生体機能薬理学教授

光山 勝慶

◇共催
※南那珂医師会
�0987-23-3411
ノバルティスファーマ㈱

前立腺癌・ブラキ

セラピー講演会

（２単位）

（CC‥13.65.84）

11月30日�

19‥00～21‥00

宮崎観光ホテル

ブラキセラピー

－我々の経験と最新の話題－

東京慈恵会医科大学附属病院

泌尿器科講師 三木 健太

◇共催
宮崎県泌尿器科医会
※杏林製薬㈱
�0985-27-3301

宮崎県医師会産業

医研修会（生涯研修

の更新研修会２単

位）

（２単位）

（CC‥７.69.70）

12月２日�

18‥30～20‥30

都城市北諸県郡医師

会館

�労働衛生関係法規と関係通達の改正

メンタルヘルス対策における職場復帰支

援Ⅰ

－職場復帰支援の手引きについて－

宮崎産業保健推進センター副所長

堀添 貞茂

◇共催
宮崎産業保健推進センター
※宮崎県医師会
�0985-22-5118
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名 称 日時・場所・会費 演 題 そ の 他
※＝連絡先

宮崎県医師会産業

医研修会（生涯研修

の専門研修会3.5単

位）

（3.5単位）

（CC‥１.11.69.70）

12月４日�

13‥00～16‥30

県医師会館

�メンタルヘルス対策

職場復帰支援対策

宮崎若久病院長 倉山 茂樹

長時間労働者に対する医師による面接指

導

福元医院院長 福元 廣次

メンタルヘルス対策について

ハートピア細見クリニック心理相談

室長 渡邊 尚孝

◇共催
宮崎産業保健推進センター
※宮崎県医師会
�0985-22-5118

第140回宮崎県眼科

医会講習会

（2.5単位）

（CC‥36）

12月４日�

16‥30～19‥00

ワールドコンベン

ションセンターサ

ミット

3,000円

（開業医・勤務医）

2,000円

（公的医療機関勤務医）

A M D関連（仮）

京都大学眼科講師 大谷 篤史

ブドウ膜炎関連（仮）

山口大学眼科学教授 園田 康平

◇主催
※宮崎県眼科医会
�0985-28-1015

第４回はまゆう整

形外科セミナー

（１単位）

（CC‥１.72）

12月４日�

17‥30～18‥30

宮崎観光ホテル

1,000円

側弯症診療の実際－正しい理解と適切な

対応に向けて－

宮崎大学医学部整形外科講師

黒木 浩史

若き整形外科医へ贈る言葉－守，破，離－

谷口整形外科院長 谷口 博信

◇主催
はまゆう整形外科セミナー
（連絡先）
宮崎大学医学部整形外科
�0985-85-0986

宮崎県内科医会学

術講演会

（1.5単位）

（CC‥13.23.76）

12月８日�

18‥45～20‥50

宮崎観光ホテル

２型糖尿病の経口血糖降下薬治療におけ

る最近の話題

－症例から学ぶD PP-４阻害薬－

久留米大学医学部内分泌代謝内科

准教授 田尻 祐司

◇共催
宮崎県内科医会
※小野薬品工業㈱
�0985-50-0173
◇後援
宮崎県医師会
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名 称 日時・場所・会費 演 題 そ の 他
※＝連絡先

平成22年度宮崎県

医師会生活習慣病

検診従事者研修会

がん検診（肺・乳・

胃・大腸）

（２単位）

（CC‥２.11.12.82）

12月13日�

19‥00～21‥10

県医師会館（TV 会

議：都城・延岡・日

向・児湯・西都・南

那珂・西諸・西臼杵）

肺癌診療の現状と今後の治療戦略につい

て

宮崎大学医学部内科学講座神経呼吸

内分泌代謝学助教 柳 重久

乳癌をいかに早期に発見するか

ブレストピアなんば病院放射線科

中原 浩

胃癌に対する外科診療の現況

宮崎大学医学部腫瘍機能制御外科学

助教 日 秀樹

大腸がんの最近の知見

同大学医学部内科学講座

消化器血液学助教 山本 章二朗

◇主催
※宮崎県医師会
�0985-22-5118

第61回宮崎整形外

科懇話会

（１単位）

（CC‥61.63）

12月18日�

17‥00～18‥00

県医師会館

カレントアプローチ：上肢絞扼性神経障

害

信州大学医学部整形外科教授

加藤 博之

◇主催
宮崎整形外科懇話会
◇共催
大日本住友製薬㈱
（連絡先）
宮崎大学医学部整形外科
�0985-85-0986

宮崎県医師会産業

医研修会（基礎研修

の後期研修会，生涯

研修の専門研修会

４単位）

（４単位）

平成23年

１月15日�

14‥30～18‥30

県医師会館

�作業管理

作業管理について（じん肺・粉塵）

産業医科大学産業保健学部教授

嵐谷 奎一

◇主催
※宮崎県医師会
�0985-22-5118

宮崎県医師会産業

医研修会（生涯研修

の実地研修会２単

位）

（２単位）

（CC‥１.11.12）

１月18日�

14‥00～16‥00

旭化成マイクロシス

テム㈱延岡事業所

�職場巡視と討論

職場巡視の進め方と作業保健活動

旭化成㈱延岡支社健康管理センター

所長 小山 一郎

◇共催
宮崎産業保健推進センター
※宮崎県医師会
�0985-22-5118
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名 称 日時・場所・会費 演 題 そ の 他
※＝連絡先

宮崎県医師会産業

医研修会（生涯研修

の専門研修会２単

位）

（２単位）

（CC‥11.12.69.70）

１月26日�

14‥00～16‥00

宮崎産業保健推進

センター

�健康管理

勤労者のアルコール飲用と自殺との関連

野崎病院長 後藤 勇

◇共催
宮崎産業保健推進センター
※宮崎県医師会
�0985-22-5118

１ 専門職としての使命感
２ 継続的な学習と臨床能力の保持
３ 公平・不正な医療
４ 医療論理
５ 医師－患者関係とコミュニケーション
６ 心理社会的アプローチ
７ 医療制度と法律
８ 医療の質と安全
９ 医療情報
10 チーム医療
11 予防活動
12 保健活動
13 地域医療
14 医療と福祉の連携
15 臨床問題解決のプロセス
16 ショック
17 急性中毒
18 全身倦怠感
19 身体機能の低下
20 不眠
21 食欲不振
22 体重減少・るい痩
23 体重増加・肥満
24 浮腫
25 リンパ節腫張
26 発疹
27 黄疸
28 発熱

29 認知能の障害
30 頭痛
31 めまい
32 意識障害
33 失神
34 言語障害
35 けいれん発作
36 視力障害，視野狭窄
37 目の充血
38 聴覚障害
39 鼻漏・鼻閉
40 鼻出血
41 嗄声
42 胸痛
43 動悸
44 心肺停止
45 呼吸困難
46 咳・痰
47 誤嚥
48 誤飲
49 嚥下困難
50 吐血・下血
51 嘔気・嘔吐
52 胸やけ
53 腹痛
54 便通異常（下痢・便秘）
55 肛門・会陰部痛
56 熱傷

57 外傷
58 褥瘡
59 背部痛
60 腰痛
61 関節痛
62 歩行障害
63 四肢のしびれ
64 肉眼的血尿
65 排尿障害（尿失禁・排尿困難）
66 乏尿・尿閉
67 多尿
68 精神科領域の救急
69 不安
70 気分の障害（うつ）
71 流・早産および満期産
72 成長・発達の障害
73 慢性疾患・複合疾患の管理
74 高血圧症
75 脂質異常症
76 糖尿病
77 骨粗鬆症
78 脳血管障害後遺症
79 気管支喘息
80 在宅医療
81 終末期のケア
82 生活習慣
83 相補・代替医療（漢方医療を含む）
84 その他

日本医師会生涯教育カリキュラム（2009）
カリキュラムコード（略称‥CC）

日本医師会生涯教育制度の実施要綱が変わりました
本年４月より施行された日本医師会生涯教育制度の実施要綱につきまして，日本医師会生涯教育認

定証の発行要件が，３年間で単位数とカリキュラムコード数の合計数が60以上の取得者に認定証を発

行することに変更されました。詳しくは平成22年９月号の日州医事（都道府県医師会生涯教育担当理

事連絡協議会）に掲載しておりますので，ご確認くださいますようお願いいたします。
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ESD：取る内視鏡治療から確実に治す内視鏡治療へ

市民の森病院消化器科 宮
みや

田
た

義
よし

史
ふみ

診療メモ

はじめに

内視鏡的粘膜下層剥離術：ESD（Endoscopic

Subm ucosalD issection，以下ESD）とは，消化

管の上皮性腫瘍（癌や腺腫）に対して，基本的に

粘膜層にとどまる病変であれば，大きさが２ cm

を超えるような広い病変でも一括切除可能な内

視鏡治療手技です。ESD は2000年頃に登場し，

2006年４月に「胃」の ESD が診療報酬の手技料と

して保険点数化されてから急速に普及しました。

2008年４月に「食道」の ESD が保険点数化され，

2010年春からは高度先進医療の申請が必要では

あるものの「大腸」の ESD も内視鏡治療手技とし

て公に認められつつあります。このように本邦

では，消化管早期癌の内視鏡的治療法と言えば

ESD が第一に挙げられるほど，消化器内視鏡医

に認知されるに至りました。では，なぜ ESD が

選ばれるのか？本項では，その有用性について

消化器領域以外を御専門とされる先生方にも御

理解いただけるよう概説したいと思います。

EM R の問題

ESD の有用性を解説する前に，消化管上皮性

腫瘍に対する内視鏡的治療法として，従来より

広く一般に行われている内視鏡的粘膜切除術‥

EM R（Endoscopic M ucosal Resection，以下

EM R）の問題点を整理したいと思います。

EM R の手技は，比較的簡便で ESD と比較す

ると偶発症の発生率も低い安全性の高い治療手

技と言えます。問題なのは切除された標本にあ

り，外科手術標本と比較して，病理学的評価が

非常に劣るケースがあることです。その要因の

一つは，一括切除サイズがスネア径に依存する

ため，病変を含めた一括切除可能な消化管粘膜

のサイズは直径３ cm 程度が限界となります。す

なわち，３ cm 以上の病変については断端が陽性

となるか，病変を２，３片に分割切除すること

になります。分割することはすなわち病変を切

り刻むわけですから，癌の深達度や脈管侵襲の

病理学的評価は非常に不正確になってしまいま

す。このためにEM R の適応として病変径が２cm

以下との基準が設けられていました。もう一つ，

スネアによる切除時の組織の熱変性に問題があ

ります。とりわけ胃において，粘膜の厚みがあ

るために切除の際，熱変性が強く加わり深達度

や深部・側方断端および脈管侵襲の評価が組織

の熱変性のために困難となるケースがしばしば

あります。すなわちEM R の時代は，取るには取っ

たけど根治できているか…？という評価におい

て，外科手術標本と比較すると確実性の低い切

除標本であったために，癌の遺残や再発が問題

でした。

ESD の利点

ESD は，狙った病変を任意のサイズと形状に

確実に一括切除できるという EM R の問題点を払

拭できる利点を有することから，内視鏡医のジ

レンマを解消してくれる手技として注目されま

した。また，病変サイズが従来の適応基準の２

cm を超える病変や潰瘍瘢痕を有する病変でも，

いくつかの病理学的基準を満たせば，リンパ節
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転移の可能性がほとんど無く，ESD で根治でき

るという可能性を示唆する内容の論文が国立が

んセンターより発表され，胃癌治療ガイドライ

ンに盛り込まれました。これにより，今まで外

科手術となっていた病変を ESD で治療するケー

スが多くなりました。この国立がんセンターの

論文は，外科手術された早期胃癌症例を後ろ向

きに検討し，内視鏡治療で根治可能と思われる

リンパ節転移の無い早期胃癌症例を抽出して病

理学的背景を検討することで，内視鏡治療の適

応を拡大する趣旨の論文ですが，これはすなわ

ち外科手術標本とほぼ同等の病理学的評価が可

能な切除標本を，ESD で得られることが前提の

上での論文と言えます。ESD は，５ cm を超す

ような広範囲の病変をも一括切除できるという，

ビジュアル的にインパクトのある特長が注目さ

れがちですが，もっとも重要な利点は外科手術

標本と同等に近い病理学的評価が可能な切除標

本を得られる点にあります。よって，EM R では

切除しても根治できたかどうか病理診断が不確

実となっていた病変でも，ESD で切除すれば根

治性を確実に評価できるようになったことは，

消化管早期癌の内視鏡治療において大きな進歩

と言えます。

もう一つ ESD の利点というより有益性になり

ますが，ESD の対象となる病変を発見，精密検

査することが内視鏡診断能の向上に寄与するこ

とが挙げられます。詳細は割愛いたしますが，

近年進歩した特殊光観察（狭域光観察/N BI：N ar-

row Band Im aging）と超高画質内視鏡（ハイビ

ジョン内視鏡）を用いた拡大観察の組み合わせに

より，従来の内視鏡では観察困難な表在癌を発

見し診断することが可能となりました。このよ

うな表在癌は構造異型が低いことがあり，生検

を行っても G roup３との診断であるケースを経

験することがあります。生検で癌の確定が得ら

れなくとも，N BI併用拡大観察により癌の存在

を疑い，ESD で確実に一括切除することで癌の

確定診断を得る経験をすることは，生検に頼り

きりにならない，内視鏡所見で癌を診断できる

能力を養うことにつながります。ESD 症例を多

数経験することは，内視鏡医の目のトレーニン

グとしても非常に有用性が高いと思います。

おわりに

ESD は，EM R と比較すると偶発症発生率が

高いことから，危険性が高いとの認識をもたれ

た経緯もありますが，安全で確実な治療技術と

ストラテジー，偶発症対策を習得することで，

重篤な偶発症を起こす危険性は低くなりますし，

上述しましたとおり消化管早期癌の治療におい

て外科手術に見劣りしない有用性の高い内視鏡

治療法と言えます。現在，外科手術の分野では

鏡視下手術による低侵襲手術の進歩がめざまし

い状況にありますが，ESD は胃を温存できる確

実性の高い治療法として，なくてはならない治

療手技の一つと言えると思います。

（紙面の都合により治療手技に関する解説は割

愛させていただきましたので，詳細につきまし

ては成書を御参照ください）
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〔宮崎大学学園祭〕第６回清花祭～一
いち

娯
ご

一
いち

笑
え

～その２

11月20日c・21日f開催

イベント名
（場 所）

時 間 内 容

お化け屋敷

（講義棟３階 303教室）

11月20日（土）
10：00～17：00
11月21日（日）
10：00～15：30

毎年行われている，子供から大人まで大人気の企画
です。
１つの教室全部をお化け屋敷に変身させます。

乗馬体験

（野球部グラウンド）

11月20日（土）
11：30～16：00
11月21日（日）
10：30～16：00

清武ホースパークさんによる乗馬体験（無料）が行
われます。乗馬は美容と健康に良いだけでなく，ホー
スセラピーとしても注目されています。乗馬で日頃
の疲れをリフレッシュさせてみませんか？

イベント名
（場 所）

時 間 内 容

11月20日（土）

ミスキャンパス企画
（屋外イベントステージ）

10：30～
清武キャンパス一の美女を決定するイベントです。
観客の皆様にも参加して戴けるゲームを多数用意し
ております。

すずかけ太鼓
（体育館）

12：45～
毎年大好評の企画です！勇壮で力強い太鼓の音色を
ぜひ聴きにきてください！

11月21日（日）

様々なイベント
（屋外イベントステージ）

10：00～
アコースティック・デュオ，空手部による演武，管
打楽器部による演奏を行います。

カマ☆コン
（屋外イベントステージ）

11：00～
清武キャンパスで最も美しく，そしてたくましい男
子を決定するイベントです。

子ども企画
（体育館）

12：30～
学祭に来てくれた子供達と企画員でさまざまなゲー
ムをする“ミニ運動会”を開催します。

≪清武キャンパスのイベントについて一部ですがご紹介いたします≫

※20・21日にかけて常に行われているイベント

◎特定の時間に行われているイベント

宮大医学部学生のページ

※屋外イベントステージにて行う企画は，雨天時にはすべて体育館で行います。

ここでは紹介出来ませんでしたが，他にも皆様に楽しんで戴ける企画を用意しております。
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≪続いて，清武キャンパス医学展の一部をご紹介致します（20・21日に常に行っています）≫

医学展名
（場所）

内 容

チャリティー

（講義棟２階 実習室）

この企画ではご家庭からお譲りいただいた品物を学祭当日のバザーという形で

安価に販売します。収益の全てを N PO 法人「世界の子どもにワクチンを」へ

寄付し，開発途上国でのポリオワクチン接種に役立ててもらいます。

憩空間

（講義棟 201教室）

本企画では，ご来場してくださった方にノンアルコールカクテルを提供し，憩

いの場を設けています。また，３年後の自分や家族・友達に手紙が届く“Fu-

ture Letter”も用意しています。３年後の自分にメッセージを送ってみませ

んか？

グローカル

（講義棟２階 実習室）

グローカル企画では，今年も Think G lobally,A ct Locallyをテーマに，宮

崎と世界との架け橋となるようなイベントを開催したいと考えています。

《医学部全体マップ》 《講義棟マップ》医学展会場

地図

ポスター

清花祭の詳しい情報については，http://www.kiyoka.jpをご覧ください。
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私 の 本

なぜ宮崎に医師はいないのか
－誰も語らない医師不足の本当の理由－

発行所 宮日文化情報センター

定 価 １,０５０円（税込）
宮崎市

清
きよ

山
やま

知
とも

憲
のり

冒頭に言い訳で恐縮ですが，コマーシャルな思惑で付け

られた本書のタイトルは象徴的な表現でございます。要は

宮崎県においてなぜこれほどまで医師不足問題が騒がれる

のか，問題の本質は何か，そしてその解決法とは何かとい

う問いに無謀ながらも答えを見出そうとチャレンジした結

果生まれたのが本書です。

県内の世論を形成するのは主に宮崎日日新聞，各テレビ

局といったメディアですが，これらの場で語られる医師不

足問題と，一方で医療現場や患者団体，行政に携わる人々

によって語られる医師不足問題，そして私自身が考える医

師不足問題には大きなギャップを感じることがございまし

た。中には，意識的に語られない領域，立場上おもてには

出せないといったトピックが存在することにも気づきま

した。

県民の健康と生活といった我々にとっての究極のアウトカムを求めるならば，よりオープ

ンな問題提起と議論が不可欠だと考えております。あまり語られない領域にも私なりの洞察

を以て踏み込んだ意見を開示しておりますが，こうした意見発信がより自由な議論を促し，

医療政策の策定，市民運動，現場での取り組みなどにおいて健全な作用を生み出すことを期

待しております。

出来る限りエビデンスベーストな記載を心掛けましたが，それでも完璧ではありません。

ご意見・ご批判は大歓迎ですので，一読頂けましたら幸いです。

県内の書店で手に入らない際は銀行振り込みの上で郵送致します。

FA X 0985-26-4477 メール kiyow eb＠gm ail.com までご連絡下さい。
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お知らせ

第28回日本医学会総会2011東京事前参加登録のご案内
学術講演 会期 平成23年４月８日�～４月10日�

会場 東京国際フォーラム，丸ビルホール＆コンファレンススクエア，東京商工会議所

博 覧 会 会期 平成23年４月２日�～４月10日�
会場 東京国際展示場（東京ビッグサイト），丸の内エリア

学術展示 会期 平成23年４月７日�～４月10日�
会場 東京国際展示場（東京ビッグサイト）

事前参加登録期間 2010年３月３日d～2011年１月31日aまで

�日本医学会分科会（一部）の単位
分科会の認定する専門医制度等について，分科会規定に基づき単位取得が可能です。
�日本医師会認定産業医研修単位 事前申込のみ（定員制（一部）・先着順）
最大10単位の取得が可能です。※単位取得を希望する方は，事前参加登録と同時に申込手続きを行って下さい。

一部のセッションは定員制となっておりますので，お早めにお申込み下さい。

�日本医師会認定認定健康スポーツ医再研修単位 事前申込のみ
１単位の取得が可能です。※単位取得を希望する方は，事前参加登録と同時に申込手続きを行って下さい。

�団体登録による登録料割引あり
『医師・歯科医師・研究者（25,000円）』の方は，団体登録の利用により11名につき１名無料とな
ります。

事前参加登録方法
早くて便利な，W eb登録をぜひご利用下さい。
第第2288回回日日本本医医学学会会総総会会ホホーームムペペーージジよよりりごご登登録録いいたただだけけまますす。。

hhttttpp::////ww ww ww ..iissoouukkaaii22001111..jjpp//
『『事事前前参参加加登登録録』』ペペーージジよよりりおお申申込込みみ下下ささいい。。

FFAAXX，，郵郵送送登登録録 事事前前参参加加登登録録用用紙紙（（総総会会ホホーームムペペーージジかかららダダウウンンロローードドがが可可能能でですす））にに必必要要事事

項項ををごご記記入入いいたただだきき，，
FFAAXX‥‥00 33--33 33 1100--22 33 99 22ももししくくはは
郵郵送送‥‥〒〒116666--00000033 東東京京都都杉杉並並区区高高円円寺寺南南４４--5511--１１

第第2288回回日日本本医医学学会会総総会会 事事前前参参加加登登録録デデススクク宛宛 ににてておお送送りり下下ささいい。。
◆◆登登録録用用紙紙にに関関すするる連連絡絡先先‥‥TTEELL00 33--33 33 1100--22 33 99 11

EE--mm aaiill::rreegg＠＠ iissoouukkaaii22001111..jjpp

参加登録料

WW eebb登登録録
（（推推奨奨））

参加カテゴリー 事前登録料 当日登録料 参加カテゴリー 事前登録料 当日登録料

１.医師・歯科医師・研究者 25,000� 30,000円 ７.学生（全学部・専門学校生）
大学院生（医師・歯科医師以外）

2,000� 3,000円
２.医薬情報担当者（M R） 25,000� 30,000円

３.卒後５年までの医師・歯科医師 10,000� 15,000円 ８.同伴者（医療従事者以外） 3,000� 5,000円

４.大学院生（医師・歯科医師） 8,000� 12,000円 日本医師会認定産業医/
認定健康スポーツ医研修単位取得申込

5,000�
当日申込は

できません５.コ・メディカル 8,000� 12,000円

６.病院事務・管理関係者★新設カテゴリー 5,000� 8,000円
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学学術術ププロロググララムム
開 会 講 演
吉川 弘之（元東京大学総長）
閉 会 講 演
瀬戸内寂聴（僧侶，作家）
記 念 企 画
国民皆保険制度50周年記念シンポジウム
特 別 講 演
審良 静男（大阪大学 W PI免疫学フロンティ

ア研究センター）
岩坪 威（東京大学）
上島 弘嗣（滋賀医科大学）
上野千鶴子（東京大学）
遠藤 章（株式会社バイオファーム研究所）
大木 隆生（東京慈恵会医科大学）
岡部 信彦（国立感染症研究所）
尾身 茂（自治医科大学）
岸 玲子（北海道大学）
北島 正樹（国際医療福祉大学）
権丈 善一（慶應義塾大学）
小宮山 宏（三菱総合研究所）
清水 孝雄（東京大学）
中村 祐輔（東京大学医科学研究所）
廣川 信隆（東京大学）
松澤 佑次（住友病院）
村上陽一郎（東洋英和女学院大学）
山中 伸弥（京都大学 iPS細胞研究所）
鷺田 清一（大阪大学）
特別企画１
医療を語るⅠ
病院と勤務医の未来をひらく
「病院の機能分担と連携」
「急性期病院勤務医の諸問題」
「専門医制度のあり方」
「チーム医療のあり方」
医療を語るⅡ
社会システムとしての医療の将来像
特別企画２
医学を語るⅠ
わが国の研究医の養成
医学研究者養成を目指して：九州大学のと
りくみ／基礎医学研究者の養成－現状と未
来／臨床研究医の養成／プライマリ・ケア
現場で臨床研究者をいかに育てるか
医学を語るⅡ
次の時代の“研究”を語る

基礎医学の視点から／開発研究・臨床医学
の視点から
特別企画３
臨床実習の現状と課題
臨床実習の現状と課題／医学教育モデル・
コア・カリキュラムにおける臨床実習の考
え方／診療参加型臨床実習／ PBL・PBC シ
ミュレーションを用いた臨床実習／臨床実
習終了時の評価：A dvanced O SCE／英国
大学医学部における臨床実習

学学 術術 展展 示示

学術展示テーマ
“知・技”プロフェッショナルの展開
先端の医療をけん引する技術とプロフェッ
ショナルたち
テーマ展示
・救急医療の現状
監修／有賀 徹 昭和大学

・医用画像との融合による最先端放射線治療
について
監修／井上登美夫 横浜市立大学

・糖尿病診療 新時代
監修／岩本 安彦 東京女子医科大学

・人工臓器と再生医療がつくる21世紀の最先
端医療
監修／岡野 光夫 東京女子医科大学

・健康情報の総合運用と生体認証
監修／田村 俊世 千葉大学

澤 智博 東京大学
・地球規模で変貌する感染症の実態と対策
監修／二木 芳人 昭和大学

・国内における医療機器開発の現状と課題
監修／幕内 晴朗 聖マリアンナ医科大学

・世界を先導する日本の肝臓外科
監修／幕内 雅敏

日本赤十字社医療センター
・歴史的医療機器の展示
監修／日本医療機器学会事業体部会

・映像プログラム「地球環境と命」
一 般 展 示
・医薬品分野 ・医療機器分野
・放射線機器分野 ・医療情報分野
・救急災害分野 ・医療・環境分野
・その他医療事業者向け情報分野
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お知らせ

県医師会から各郡市医師会へ送付しました文書についてご案内いたします。詳細につきまし

ては，会員専用ホームページをご覧いただくか，所属郡市医師会へお問い合わせください。

送付日 文 書 名

９月25日 ・元県立富養園の活用に取り組む民間事業者募集に係る現地説明会の開催について

９月27日 ・骨髄又は末梢血幹細胞のあっせんに伴う「クロイツフェルト・ヤコブ病及びその疑い」
の取扱いについて

・さい帯血あっせんに伴う「クロイツフェルト・ヤコブ病及びその疑い」の取扱いにつ
いて

・H IV 母子感染の防止について
・新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ１Ｎ１）ワクチン接種事業の実施要綱（案），実施要領（案）の
送付について

・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく届出について

９月28日 ・医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドラインの一部
改正について

・「診療情報の提供等に関する指針」の一部改正について

９月29日 ・今シーズンのインフルエンザワクチンの妊婦への接種について

９月30日 ・第17回日本医師会主催「指導医のための教育ワークショップ」（平成23年１月22日～23
日）の開催について
・医薬品・医療機器等安全性情報第272号の速報について

10月１日 ・今秋の１価のインフルエンザワクチン（Ｈ１Ｎ１株）の流通について

10月４日 ・「病原微生物検出情報」，「病原微生物検出情報（普及版）」の送付について
・サリドマイド製剤の使用に当たっての安全管理手順の改訂及び「使用上の注意」の改訂
について

・PTP 包装シート誤飲防止対策について
・国民健康保険における「一部負担金の徴収猶予及び減免並びに療養取扱機関の一部負担
金の取扱いについての一部改正」について

10月５日 ・医師法施行規則の一部を改正する省令について（医師届出票の改正）

10月６日 ・日本医師会館敷地内の全面禁煙について

10月７日 ・「新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法等の施行に
ついて」の一部改正について

10月12日 ・地方職員共済組合組合員証等の更新について
・私立学校教職員共済加入者証等のカード化及び更新について
・使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について
・使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について
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送付日 文 書 名

10月13日 ・「使用上の注意」の改訂について

10月14日 ・「新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法等の施行に
ついて」の一部改正について

・米国産のウシ由来物を原材料として製造される医薬品等を使用する患者への情報提供
について

10月15日 ・平成22年度宮崎県高齢者虐待防止研修会の開催について
・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドラ
イン及び診療情報の提供等に関する指針の一部改正について」の送付の件

10月18日 ・財団法人日本医療機能評価機構 薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業 平成21年年
報の周知について

・医療安全全国フォーラムの開催のご案内とお願い
・日本脳炎ワクチン接種に係るＱ＆Ａ（平成22年10月改定版）について

10月19日 ・医療・介護ベッド用手すりのすき間に頭や首，手足などを挟む事故等にかかる施設管
理者への注意喚起について

・薬価基準制度における「新薬創出・適応外薬解消等促進加算」創設に伴う医薬品の納入
交渉について

・医薬品・医療機器等安全性情報第273号の速報について
・「平成20年度妊婦健康診査臨時特例交付金の運営について」の一部改正並びに「妊婦健康
診査の実施について」の一部改正について

10月21日 ・地上デジタル放送への完全移行に関する会員への周知等について（協力依頼－アナログ
放送終了まで「あと280日」－）

10月22日 ・調査研究助成希望者の募集案内について

10月25日 ・新医薬品の再審査結果 平成22年度（その２）について
・日本医療機能評価機構「医療事故情報収集等事業医療安全情報」及び医薬品医療機器総
合機構「PM D A 医療安全情報」の送付について

１
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２ ３ ４ ５ ６

ｅ ｃ ｄ ａ，ｅ ｄ

７ ８

ｃ ｃ

10

ｄ

９

ｂ，ｃ，ｄ

あなたできますか？（解答）
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チリのあの落盤事故からの奇跡的な全員の生還や，
日本人化学者２名のノーベル賞受賞といった，大変感
動的な出来事や勇気を与えてくれるニュースの陰で，
ややその注目度がトーンダウンした感があるのが，特
捜検事によるデータ改ざん事件である。正義のシンボ
ルともいうべき立場のものが，あまりにも軽率に犯し
た一件に衝撃を感じた。われわれも職種は違うにしろ，
正義，誠実が当然の立場にあり，決して対岸の火事と

いう認識では終わらせたくない。小生の愛読書の一つに，藤原正彦著の「国家の品格」がある。数年前にベ
ストセラーとなった書である。彼は本来数学者であるが，理屈や理論よりもむしろ情緒を重んじており，
卑怯を最も非とする，わが国固有の武士道精神こそが世界をリードする最高の理念であるとしている。こ
の書の中で，彼は日教組のある研修会での出来事を紹介している。会を傍聴していた高校生が「先生，なん
で人を殺しちゃいけないんですか」と質問したところ，その場にいた先生は誰一人それを論理的に説明でき
ず，さらにこれを重視した当時の文部省は，「この件について論理的理由をパンフレットで作成中」とのコ
メントを出したそうである。彼は，人殺しを「是」，「非」とする論理的理由はおのおのいくらでも挙げられ
ると苦笑している。人を殺してはいけないのは，「駄目だから駄目」，これに尽きるというのである。まさ
に論理などではないのである。「不正は絶対にやっちゃいけない。駄目だから駄目」，この武士道精神に通
じる倫理感の復活を大いに願っている。 （黒川）

� � � � �

最近，クマが人里に現れて，大怪我をする事故が
けっこう報道されています。日本にいるクマは北海
道のヒグマとその他の地方のツキノワグマですが，
ヒグマは2,000～3,000頭，ツキノワグマは一万頭以
上いるようです。現在ツキノワグマの生存最南端は
四国といわれ，九州では絶滅しており，宮崎では1941
年に捕獲されたのが最後のようです。妻の東北の実
家では，裏庭の柿をクマが食べに来ていたそうです。
被害が増えているのは，夏の猛暑によりえさのドン
グリが減ったからだといわれていますが，クマの実
数が増えているのだという意見もあります。すべて
がヒトの仕業ではないかもしれませんが，上手く共
存・共生できる道がないのか考えさせられます。

（和田）
� � �

キンモクセイの香り，秋風の薫り，そして柔らか
な陽の光，絶好のツーリング日和の到来です。御池
経由で霧島からえびの高原へ上ると，頭上には抜け
るような青空と降り注ぐ光のシャワー。鮮やかな緑
色に輝く不動池の美しさ，山頂から望むパノラマ状
の景観，紅葉の時期には様々な彩りの競演に目を奪
われます。熱い蕎麦で体を温め，規則正しくリズム
を刻むエンジンの鼓動と振動に身をゆだねる心地よ
さ・・・。五十路目前になって何かと人生得した気
分に浸っている今日この頃です。 （尾田）

� � �
90歳の中国人患者さんがおられる。日本人の奥様

と13年前に戦後初めて日本に来られた。その頃に直
腸癌の手術をした方だ。昨年中国に帰省されたおり，
クコの実を送って頂いた。杏仁豆腐やお粥の上にのっ
ている赤い実。これに湯を足してお茶として飲むと
何とも言えない素朴な味で，私は完全にはまってし
まった。通販で定期的に購入して飲んでいる。今ま
でにこれを勧めた人で「いいね」と言ってくれた人は
ただひとり。最近この患者さんがイレウスで入院さ
れ，飲水開始に合わせて熱いクコ茶を毎日届けた。
謝謝の連発であった。ちょうど尖閣諸島問題勃発の
頃である。 （下薗）

� � �
宮崎が水に浸かった記憶もまだ新しい故か，奄美

の豪雨災害は人事とは思えないショックである。か
つて私と同じ病院で働いていた医師が所長をしてい
る旧住用村の診療所も壊滅的な打撃を受けたらしい。
彼のことだからそれでも尚被災者のために奮闘努力
していることと思うが，現地の方々のご苦労を想像
するにつけ頭が下がる思いである。雨が上がってか
らの復興がまた大変だったことを思い出し，心から
お見舞い申し上げたい。 （上野）

� � �
最近メキシコ料理のおいしい店を見つけました。

メキシコ料理といえばタコスやトルティーヤなどが
主流ですが，メキシコ風ビーフシチューやチーズフォ
ンデュなど珍しいものも食べられます。とにかくど
の料理もお酒に合いそうなものばかり。店内も明る
くカラフルな内装で，ラテンミュージックのビデオ
が流れており宮崎で異国にいるような感じで楽しい
場所です。そろそろ店員さんに顔を覚えられたかな，
というぐらい通い詰めている今日この頃です。（薮内）

� � �
12月に開催される青島国際太平洋マラソンに出場
するため，私は最近，毎日最低10km ランニングして
います。私は陸上競技を十年以上続けているのです
が，近頃は健康や趣味のためにランニングを始める
方を多く見かけます。実際，東京マラソンを始め，
全国のマラソン大会では，応募締め切り前に定員に
達して早期締め切りになっています。宮崎で行われ
ているマラソンも同様で，知事の人気や口蹄疫のニュー
スで宮崎県が有名になったことも一因なのかもしれ
ませんが，陸上好きの私としては，ランナーが増え
て嬉しい限りです。 （湯淺）

� � �
先日の東京出張が羽田国際空港の開港日でした。

会議の時間まで余裕もあったので，モノレールを途
中下車し新空港へ。しかし，ロビーにも江戸の街並
みを再現した飲食店街にも大勢の人があふれ，まる
で週末のテーマパーク状態。大半は飛行機利用者以
外の見学者でした（他人のことは言えませんけど…）。
地理的には格段に便利ですね。これで宮崎発の海外
旅行も前泊や後泊を強いられず，少しは楽に行ける
ようになるかもと期待しています。 （荒木）
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◯今 ◯月 ◯の ◯ト ◯ピ ◯ッ ◯ク ◯ス

就任挨拶 宮崎大学医学部教授就任挨拶

宮崎大学医学部に新たに創設された地域医療学講座。地域医療への思いや講座の目

指すものについて，長田直人教授が熱く語っておられます。 ７ページ

寄 稿 介護保険の主治医意見書の記載についての私見とお願い

介護保険の主治医意見書の記載のしかたや審査会の概要について，辰元病院の川崎

渉一郎先生が介護保険審査委員として，沢山の助言を寄せて下さいました。８ページ

診療メモ ESD：取る内視鏡から確実に治す内視鏡治療へ

内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）について，それ以前の粘膜切除（EM R）の問題点，病

理診断に有利な ESD の利点など，市民の森病院消化器科の宮田義史先生がわかりやす

く解説して下さいました。 72ページ
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